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請負工事品質管理基準 

１．目的等 

  この品質管理基準は、「土木工事標準仕様書」に規定する土木工事の品質管理の基準及び規格値を定め

たものである。 

１－１ 目的 

       この基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工事目的物の品質規格の確保を

図ることを目的とする。 

１－２ 適用 

       この基準は、名古屋市緑政土木局が所管する土木工事について適用する。ただし、設計図書に

明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、施工条件等により、この基準によりがた

い場合は、監督員と品質管理基準について協議するものとする。 

１－３ 管理の実施 

請負人は、工事施工前に、品質管理計画及び品質管理担当者を定めなければならない。 

（１） 品質管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な品質管理を行わなければならない。 

（２） 請負人は、試験等を工事の施工と平行して速やかに実施し、管理の目的が達せられるようにし

なければならない。 

（３）請負人は、試験等の結果をそのつど品質管理表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督

員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員に提出しなければなら

ない。 

１－４ 管理項目及び方法 

       請負人は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理し、その

管理内容に応じて品質管理図表等を作成するものとする。 

       この品質管理基準の適用は、下記に掲げる工種（イ）から（ホ）の条件に該当する工事を除き

試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。 

       また、試験区分で「その他」となっている項目は、特記仕様書等別途設計図書で指定するもの

及び現場条件等を考慮して必要と判断される場合には、監督員と協議し実施するものとする。 

     なお、「試験成績表等による確認」に該当する試験項目は、試験成績書やミルシートによって規

定の品質（規格値）を満足しているか確認することができるが、必要に応じて現場検収等を実施

しなければならない。 

（イ）路 盤 

小規模工事（材料に係るものは、100㎥未満のもの及び施工に係るものは、500㎡未満のも

の） 

（ロ）アスコン舗装 

       小規模工事 （材料に係るものは、50ｔ未満のもの及び施工に係るものは、500 ㎡未満の  

もの） 

（ハ）コンクリートブロック舗装道補修工事 

       小規模工事 （材料に係るものは、500㎡未満のもの及び施工に係るものは、300㎡未満の  

もの） 

（ニ）埋戻工及び盛土工 

小規模工事 （材料に係るものは、100㎥未満のもの及び施工に係るものは、100㎥未満の  

もの） 

（ホ）無筋・鉄筋コンクリート 

使用量が25㎥未満の場合の配合試験。 

            なお、「試験成績表等による確認」に該当する試験項目は、試験成績表やミルシートによ
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って規定の品質（規格値）を満足しているか確認することができるが、必要に応じて現場検

収等を実施しなければならない。  

１－５ 規格値 

       請負人は、品質管理基準により測定した各実測（試験・検査）値は、すべて規格値を満足しな

ければならない。 

１－６ 公的機関等 

       公的機関等とは、公的機関または工業標準化法第 57条の規定に基づく登録試験事業者をいう。 
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２．品質管理基準及び規格値 

工種 種別 区分 試験項目 頁 

無筋・鉄筋コンクリ

ート、舗装コンクリ

ート 

〈レディ－ミクス

トコンクリート及

び現場練コンクリ

ート〉 

材料 必須 配合試験 17 

アルカリシリカ反応抑制対策 17 

その他 

 

骨材のふるい分け試験 17 

骨材の密度及び吸水率試験 17 

粗骨材のすりへり試験 17 

骨材の微粒分量試験 17 

砂の有機不純物試験 18 

モルタルの圧縮強度による砂の試験 18 

骨材中の粘土塊量の試験 18 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 18 

セメントの物理試験 18 

ポルトランドセメントの化学分析 18 

練混ぜ水の水質試験 18 

製造 

（プラント） 

その他 計量設備の計量精度 18 

ミキサの練混ぜ性能試験 19 

細骨材の表面水率試験 19 

粗骨材の表面水率試験 19 

施工 必須 塩化物総量規制 19 

単位水量測定 20 

スランプ試験 20 

コンクリートの圧縮強度試験 21 

空気量測定 21 

その他 コンクリートの曲げ強度試験 21 

コアによる強度試験 21 

コンクリートの洗い分析試験 21 

施工後試験 必須 ひび割れ調査 22 

テストハンマーによる強度推定調査 22 

その他 コアによる強度試験 22 

配筋状態及びかぶり 22 

強度測定 22 

鉄筋コンクリート

〈鉄筋コンクリー

ト用棒鋼〉 

材料 必須 

機械試験（引張試験・曲げ試験） 23 

鋼材（ガス圧接） 施工前試験 必須 外観検査 23 

ガス圧接継手引張試験 24 

施工後試験 必須 外観検査 24 

超音波探傷検査 24 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

既製杭工 材料 必須 外観検査（鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭） 25 

施工 必須 外観検査（鋼管杭） 25 

鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭の現場溶接 

浸透深傷試験（溶剤除去性染色浸透探傷試験） 
25 

鋼管杭・H鋼杭の現場溶接 

放射線透過試験 
25 

その他 鋼管杭の現場溶接 

超音波探傷試験 
25 

鋼管杭・コンクリート杭（根固め） 

水セメント比試験 
25 

鋼管杭・コンクリート杭（根固め） 

セメントミルクの圧縮強度試験  
25 

下層路盤 

 

材料 必須 修正CBR試験 26 

骨材のふるい分け試験 26 

土の液性限界・塑性限界試験 26 

鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 26 

道路用スラグの呈色判定試験  26 

その他 粗骨材のすりへり試験 26 

施工 必須 現場密度の測定 26 

プルーフローリング 26 

その他 平板載荷試験 27 

骨材のふるい分け試験 27 

土の液性限界・塑性限界試験 27 

含水比試験 27 

透水性舗装路盤 材料 必須 透水係数 27 

空隙率 27 

上層路盤 

（改良路盤材除く） 

材料 必須 修正CBR試験 27 

鉄鋼スラグの修正CBR試験 27 

骨材のふるい分け試験 27 

土の液性限界・塑性限界試験 28 

鉄鋼スラグの呈色判定試験 28 

鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 28 

鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 28 

鉄鋼スラグの単位容積質量試験 28 

粗骨材のすりへり試験 28 

その他 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 28 

施工 必須 現場密度の測定 28 

粒度（2.36mmフルイ）  29 

粒度（75μmフルイ） 29 

その他 平板載荷試験 29 

土の液性限界・塑性限界試験 29 

含水比試験 29 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

上層路盤工 

（改良路盤材） 

材料 必須 修正CBRまたは即時CBR 29 

骨材のふるい分け試験 29 

施工 必須 平板載荷試験 29 

その他 骨材のふるい分け試験 29 

含水比試験 29 

セメント・石灰安定

処理路盤 

材料 必須 一軸圧縮試験 30 

骨材の修正CBR試験 30 

土の液性限界・塑性限界試験 30 

施工 必須 粒度（2.36mmフルイ） 30 

粒度（75μmフルイ） 30 

現場密度の測定  30 

セメント量及び石灰量試験 30 

その他 含水比試験 30 

加熱アスファルト

安定処理路盤 

  
アスファルト舗装に準じる 30 

アスファルト舗装 

（再生アスファル

ト舗装含む） 

材料 

 

必須 再生骨材アスファルト抽出後の骨材粒度 31 

再生骨材旧アスファルト含有量 31 

再生骨材旧アスファルト針入度 31 

再生骨材の洗い試験で失われる量  31 

再生アスファルト混合物 31 

骨材のふるい分け試験 31 

骨材の密度及び吸水率試験 31 

骨材中の粘土塊量の試験 31 

粗骨材の形状試験 31 

フィラーの粒度試験 31 

フィラーの水分試験 31 

その他  フィラーの塑性指数試験 31 

フィラーのフロー試験 31 

フィラーの水浸膨張試験 32 

フィラーの剥離抵抗性試験 32 

製鋼スラグの水浸膨張性試験 32 

製鋼スラグの密度及び吸水率試験 32 

粗骨材のすりへり試験 32 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験  32 

針入度試験 32 

軟化点試験 32 

伸度試験 32 

トルエン可溶分試験 32 

引火点試験 32 

薄膜加熱試験 32 

蒸発後の針入度比試験 32 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

アスファルト舗装 

（再生アスファル

ト舗装含む） 

 

材料 

 

その他 密度試験 32 

タフネス・テナシティ試験 32 

プラント 必須 配合試験及び試験練り 33 

粒度（2.36mmフルイ） 33 

粒度（75μmフルイ） 33 

アスファルト量 33 

アスファルト抽出粒度分析試験 33 

温度測定（アスファルト・骨材・混合物） 33 

マーシャル安定度試験 33 

基準密度試験 33 

その他 動的安定度試験 33 

水浸ホイールトラッキング試験 33 

ラべリング試験 33 

舗設現場 必須 現場密度の測定 34 

温度測定（初期締固め前） 34 

混合物のアスファルト抽出試験 34 

混合物の骨材粒度分析試験 34 

外観検査（混合物） 34 

その他 すべり抵抗試験 34 

グースアスファル

ト舗装 

 

材料 必須 骨材のふるい分け試験 35 

骨材の密度及び吸水率試験 35 

骨材中の粘土塊量の試験 35 

粗骨材の形状試験 35 

フィラーの粒度試験 35 

フィラーの水分試験 35 

その他 粗骨材のすりへり試験 35 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験  35 

針入度試験 35 

軟化点試験 35 

伸度試験 35 

トルエン可溶分試験 35 

引火点試験 35 

蒸発質量変化率試験 35 

密度試験 35 

プラント 必須  配合試験及び試験練り 36 

貫入試験40℃ 36 

リュエル流動性試験240℃ 36 

動的安定度試験 36 

曲げ試験 36 

粒度（2.36mmフルイ） 36 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

グースアスファル

ト舗装 
プラント 必須  粒度（75μmフルイ） 36 

アスファルト量抽出粒度分析試験 36 

温度測定（アスファルト・骨材・混合物） 36 

舗設現場 必須 温度測定（初期締固め前） 36 

埋戻工及び盛土工 

〈建設発生土〉 

材料 必須 土の粒度試験  36 

発生土CBR試験 37 

土の締固め試験 37 

締固めた土のコーン指数試験 37 

施工 必須 現場密度の測定 37 

プルーフローリング 37 

その他 平板載荷試験 38 

現場CBR試験 38 

含水比試験 38 

コーン指数の測定 38 

たわみ量 38 

埋戻工及び盛土工 

〈改良土〉 

材料 必須 土の粒度試験 38 

標準CBR試験 38 

締固めた土のコーン指数試験 38 

特定有害物質の土壌溶出量基準及び 

土壌含有量基準 
38 

施工 必須 現場密度の測定 39 

プルーフローリング 39 

その他 平板載荷試験 39 

現場CBR試験 39 

含水比試験 39 

コーン指数の測定 39 

たわみ量 39 

埋戻工及び盛土工 

〈管廻り（管頂部ま

で〉溶融スラグ骨材 

材料 必須 表乾密度及び吸水率試験 39 

水締CBR試験 39 

有害物質の溶出量及び含有量 40 

骨材のふるい分け試験 40 

埋戻工及び盛土工 

〈購入土： 

砂系、土系〉 

材料 その他 土の粒度試験 40 

修正CBR試験 40 

水締CBR試験 40 

土の液性限界・塑性限界試験 40 

土の一軸圧縮試験 40 

土の三軸圧縮試験 40 

土の圧密試験 40 

土のせん断試験 40 

土の透水試験 41 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

埋戻工及び盛土工 

〈購入土： 

砂系、土系〉 

材料 その他 土の締固め試験 41 

施工 必須 現場密度の測定 41 

プルーフローリング 41 

その他 平板載荷試験 41 

現場CBR試験 41 

含水比試験 41 

コーン指数の測定 41 

たわみ量 41 

河川土工〈築堤〉 材料 必須 土の粒度試験 42 

土の三軸圧縮試験 42 

その他 土の液性限界・塑性限界試験 42 

土の一軸圧縮試験 42 

土の圧密試験 42 

土のせん断試験 42 

土の透水試験 42 

土の締固め試験 42 

施工 必須 現場密度の測定 42 

含水比試験 43 

その他 平板載荷試験 43 

現場CBR試験 43 

コーン指数の測定 43 

たわみ量 43 

路床安定処理工 材料 必須 CBR試験 43 

土の締固め試験 43 

施工 必須 現場密度の測定 43 

プルーフローリング 43 

その他 平板載荷試験 43 

現場CBR試験 43 

含水比試験 44 

コーン指数の測定 44 

たわみ量 44 

粉体噴射攪拌工 

高圧噴射攪拌工 

スラリー攪拌工 

施工 必須 

土の一軸圧縮試験（改良体の強度） 44 

中層混合処理 

＊全面改良の場合

に適用。混合処理改

良体（コラム）を造

成する場合には、適

用しない。 

材料 必須 土の含水比試験 44 

土の湿潤密度試験 44 

テーブルフロー試験 44 

土の一軸圧縮試験（改良体の強度） 44 

その他 土粒子の粒度試験 44 

土の粒度試験 44 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

 

材料 その他 土の液性限界・塑性限界試験 44 

土の一軸圧縮試験 44 

土の圧密試験 44 

土懸濁液のpH試験 44 

土の強熱減量試験 44 

施工 必須 深度方向の品質確保（均質性） 44 

土の一軸圧縮試験（改良体の強度） 44 

排水性舗装工 

透水性舗装工  

 

材料 必須 骨材のふるい分け試験 45 

骨材の密度及び吸水率試験 45 

骨材中の粘土塊量の試験 45 

粗骨材の形状試験 45 

フィラーの粒度試験 45 

フィラーの水分試験 45 

その他 フィラーの塑性指数試験 45 

フィラーのフロー試験 45 

製鋼スラグの水浸膨張性試験 45 

粗骨材のすりへり試験 45 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験  45 

針入度試験 45 

軟化点試験 46 

伸度試験 46 

引火点試験 46 

薄膜加熱質量変化率 46 

薄膜加熱針入度残留率 46 

タフネス・テナシティ試験 46 

密度試験 46 

プラント 必須 配合試験及び試験練り 46 

粒度（2.36mmフルイ） 46 

粒度（75μmフルイ） 46 

アスファルト抽出粒度分析試験 47 

温度測定（アスファルト・骨材・混合物） 47 

マーシャル安定度試験 47 

基準密度試験 47 

動的安定度試験 47 

空隙率 47 

透水係数試験 47 

その他 水浸ホイールトラッキング試験 47 

ラベリング試験 47 

カンタブロ試験 47 

舗設現場 必須 現場密度の測定 48 

温度測定（初期締固め前） 48 

混合物のアスファルト抽出試験 

 
48 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

   混合物の骨材 

粒度分析試験 
48 

現場透水試験 48 

コンクリ－トブロ
ック舗装（クッシ
ョン材、目地材） 

材料 必須 
骨材のふるい分け試験 49 

ガス切断工  施工 必須 表面粗さ 49 

ノッチ深さ 49 

スラグ 49 

上縁の溶け 49 

その他 

 

平面度 49 

ベベル精度 49 

真直度 49 

溶接工 

 

施工 

試験 

 

必須 

 

引張試験：開先溶接 49 

型曲げ試験（19mm未満裏曲げ）（19mm以上側曲

げ）：開先溶接 
50 

衝撃試験：開先溶接 50 

マクロ試験：開先溶接 50 

非破壊試験：開先溶接 51 

マクロ試験：すみ肉溶接 51 

引張試験：スタッド溶接 51 

曲げ試験：スタッド溶接 51 

突合せ溶接継手の内部欠陥に対する検査 52 

外観検査（割れ） 52 

外観形状検査（ビート面のピット） 52 

外観形状検査（ビード表面の凹凸） 52 

外観形状検査（アンダーカット） 52 

外観形状検査（オーバーラップ） 53 

外観形状検査（すみ肉溶接サイズ） 53 

外観形状検査（余盛高さ） 53 

外観形状検査（アークスタッド）  53 

その他 ハンマー打撃試験 53 

工場製作工 

〈鋼橋用鋼材及び 

水門、ひ門等） 

材料 必須 外観・規格（主部材） 53 

機械試験（JIS マーク表示品以外かつミルシー

ト照合不可） 
54 

外観検査（付属部材）  54 

プレストレストコ

ンクリート橋 

材料 必須 ＰＣ鋼棒の引張試験 54 

ＰＣ鋼線の引張試験 54 

グラウトの流動性試験 54 

グラウトのブリ－ディング率及び 

膨張率試験 
54 

グラウトの圧縮強度試験 54 

グラウトの塩化物含有量測定 54 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

橋梁補修工 施工 必須 エポキシ樹脂の外観検査 55 

エポキシ樹脂の比重 55 

エポキシ樹脂の圧縮降伏強度 55 

エポキシ樹脂の曲げ強度 55 

エポキシ樹脂の引張強度 55 

エポキシ樹脂の圧縮弾性係数 55 

鉄筋挿入工 材料 必須 品質検査（芯材・ナット・プレート等） 55 

定着材のフロー値試験 55 

その他 外観検査（芯材・ナット・プレート等） 55 

必須 圧縮強度試験 55 

施工 必須 引き抜き試験 55 

その他 適合性試験 55 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

(A,B,C,D,E) 

材料 必須 

 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

L形街渠ブロック 

（A,B,C） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

L形街渠ブロック 

（Rブロック） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
56 

地先境界ブロック 

（A,C） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

L形側溝 

（C-1,C-3歩道用） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

L形側溝 

（C-4,5頭なし） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
56 

L形側溝 

（B250） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

V形側溝 

(A-1標準用） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

V形側溝 

(A-2乗入用） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

V形側溝 

(A-3頭なし） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
56 

U形側溝 

(A 180～A 360B） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

U形側溝 
(A 180～,A 360B） 
上ふた式(1種・2種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
56 

U形側溝 

（A 450,A 600B） 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝 
（A 450,A 600） 
上ふた式(1種・2種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝 

（B 250～B 500B） 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝 
（B 250～B 500B） 
上ふた式(1種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝 
（C 250～C 500B） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝 
（C 250～C 500B） 
上ふた式(3種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
57 

U形側溝（公園） 

(A 180～UB 300) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
58 

U形側溝（公園） 
（A 180～UB 300) 
上ふた式(1種・2種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
58 

U形側溝用ふた 

(1種,2種,3種) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
59 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

横断暗渠工 

（A 240～A 450） 

材料 

 

必須 

 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
60 

横断暗渠工 

（B 250～B 500B） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
60 

横断グレーチング

工(E 250～E 500B) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
60 

桝類(1) 
（桝用、街渠特殊
桝、街渠桝用、特殊
桝用等） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
61 

桝類(2) 
（雨水桝、コンクリ
ート角桝） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
62 

自由勾配側溝工 

（蓋含む） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
62 

舗装工 

(一般平板等) 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
63 

舗装工 

（透水性ILB等） 

曲げ試験又はできない場合 

圧縮強度試験 
63 

視覚障害者誘導用

点状ブロック 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
63 

基礎ブロック 

(300×300×400等） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
63 

中央先端壁工 

（各種） 

コンクリート品質 

圧縮強度 
63 

根枷ブロック コンクリート品質 

圧縮強度 
63 

U形柵渠（UアームⅠ

型）600×600等 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
63 

U形柵渠（UアームⅠ
型）900×1000等 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
64 

平張りコンクリー

トブロック（各種） 
圧縮強度試験 64 

開渠ブロック 

（各種） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
64 

コンクリートブロ
ック積工 
（間知ブロック等） 

圧縮強度試験 64 

根囲ブロック 

（A,B,C,D） 
圧縮強度試験 64 

地先境界ブロック 

（各種） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
65 

境界杭 曲げ試験 

ひび割れ荷重 
65 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

コンクリート柵工 

（RC杭,RC柵板） 

材料 

 

必須 

 

曲げ試験 

ひび割れ荷重 
65 

階段ブロック(450

×500×100・60) 

コンクリート品質 

圧縮強度 
65 

鉄筋コンクリート

管（各種） 

曲げ試験 

ひび割れ荷重及び破壊荷重 
65 

鉄筋コンクリート
管（ボックスカルバ
ート） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
65 

普通れんが 

（JIS製品以外） 
吸水率及び圧縮強度試験 66 

ダクタイル鋳鉄管 

（JIS製品以外） 
引張試験、硬さ試験、水圧試験 66 

ダクタイル鋳鉄異

形管（JIS製品以外） 
引張試験、硬さ試験、水圧試験 66 

陶磁器質タイル 

（JIS製品以外） 
JIS A 5209 ５ 品質特性に準じる 66 

山砂（客土用） その他 骨材のふるい分け試験 66 

土懸濁液のPH試験方法 66 

有害物質（電気伝導度：ECメーター）の試験 66 

転圧コンクリート 材料 その他 設計図書による 66 

製造 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

補強土壁工 材料 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

現場吹付法枠工 材料 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

捨石工 材料 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

路上再生路盤工 材料 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

路上表層再生工 材料 その他 設計図書による 66 

施工 その他 設計図書による 66 

たたき粘土 材料 その他 土の粒度試験 67 

土粒子の密度試験 67 

土の含水比試験 67 

土の透水試験 67 

土舗装材 材料 その他 土の粒度試験 67 

土粒子の密度試験 67 

土の含水比試験 67 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工種 種別 区分 試験項目 頁 

クレー舗装材 

補強土壁工 

材料 その他 土の粒度試験 67 

土粒子の密度試験 67 

土の含水比試験 67 

硬度（プロクターニドール） 67 

アンツーカー舗装

材 

材料 その他 物性値・成分値は製造者からの試験表による。 67 

土の含水比試験 67 

粗骨材の形状試験 67 

硬度（プロクターニドール） 67 

舗装用石材 

積・張用石材 

材料 

 

その他 岩石の見掛比重 67 

岩石の吸水率 67 

岩石の圧縮強さ 67 

岩石の形状 68 

高木 材料 必須 高さ（Ｈ） 68 

幹周（Ｃ） 68 

枝張（Ｗ） 68 

中低木 材料 必須 高さ（Ｈ） 68 

枝張（Ｗ） 68 

特殊樹木 材料 必須 高さ（Ｈ） 68 

幹周（Ｃ） 68 

枝張（Ｗ） 68 

地被類 材料 必須 茎長（Ｌ） 68 

芽立 68 

木材 材料 その他 木材の加圧式保存処理方法 68 

木材の浸漬式防腐処理方法 68 

含水比 68 

保存処理剤浸度試験 68 
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工種 種別 区分 試験項目 頁 

（様式 １） 品質管理表 69 

（様式１－１） 材料品質管理表 70 

（様式１－２） 施工の品質管理表 75 

別途様式―１ テストハンマーによる強度推定調査票（１） 76 

テストハンマーによる強度推定調査票（２） 77 

テストハンマーによる強度推定調査票（３） 78 

テストハンマーによる強度推定調査票（４） 79 

テストハンマーによる強度推定調査票（５） 80 

テストハンマーによる強度推定調査票（６） 81 

別途様式―２ ひびわれ調査票（１） 82 

ひびわれ調査票（２） 83 

ひびわれ調査票（３） 84 

ひびわれ調査票（４） 85 

ひびわれ調査票（５） 86 

別添 ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項 87 

表―１ 補修の要否に関するひびわれ幅の限度 88 

図―１ 図－１ 施工時に発生する初期欠陥の例 89 

表－2 公的機関等一覧表 90 

参考資料 

表２ JIS A 5001 表２ 

別添１ 微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領 

別添２ 
非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 

             〃                  （解説） 

別表第三 土壌汚染対策法施行規則（（別表第三）第三十一条第一項関係） 

（参考資料） ロックボルトの引抜試験 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク
リ－ト、舗装コン
クリート 
〈レディ－ミク
ストコンクリー
ト及び 
現場練コンクリ
－ト〉 

材料 必須 配合試験   ・特記仕様書で指示した場合 
・JIS A 5308以外のレディーミクストコンク

リート製品を使用する場合 
・JIS A 5308の規定により粗骨材材の最大寸

法、空気量、水セメント比及び呼び強度等
を指定する場合 

・JIS表示認証工場以外のレディーミクスト
コンクリート製品を使用する場合 

・使用材料を変更したり、示方配合を修正す
る場合 

・現場練りコンクリートの場合 

使用量が 25m3未満の場合は、省略
できるものとする。 

 

アルカリシリカ
反応抑制対策 

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平成
14 年 7 月 31 日付け国
官技第 112 号、国港環
第 35 号、国空建第 78
号）」 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成 14
年 7月 31日付け国官技第112号、国港環第35号、
国空建第 78号）」 

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事
中１回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合 

 

○ 

その他 
(JIS マ
ーク表示
されたレ
ディーミ
クストコ
ンクリー
トを使用
する場合
は除く) 

骨材のふるい分
け試験 

JIS A 1102 
JIS A 5005 
JIS A 5011-1～４ 
JIS A 5021 

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地
が変わった場合  
 

 

○ 

骨材の密度及び
吸水率試験 

JIS A 1109 
JIS A 1110 
JIS A 5005 
JIS A 5011-1～４ 
JIS A 5021 

絶乾密度：2.5 以上 
細骨材の吸水率：3.5％以下 
粗骨材の吸水率：3.0％以下 
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケル
スラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値について
は摘要を参照） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地
が変わった場合  
 

JIS A 5005（コンクリート用砕石及
び砕砂）  
JIS A 5011-1（コンクリート用スラ
グ骨材-第１部：高炉スラグ骨材） 
JIS A 5011-2（コンクリート用スラ
グ骨材-第２部：フェロニッケルスラ
グ骨材） 
JIS A 5011-3（コンクリート用スラ
グ骨材-第３部：銅スラグ骨材） 
JIS A 5011-4（コンクリート用スラ
グ骨材-第４部：電気炉酸化スラグ骨
材） 
JIS A 5021 （コンクリート用再生
骨材 H） 

○ 

粗骨材のすりへ
り試験 

JIS A 1121 
JIS A 5005 

砕石 40％以下 
砂利 35％以下 
舗装コンクリートは 35％以下 

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地
が変わった場合 
ただし、砂利の場合は工事開始前、工事中

１回/月以上及び産地が変わった場合 

 

○ 

骨材の微粒分量
試験 

JIS A 1103 
JIS A 5005 
JIS A 5308 

粗骨材 
砕石 3.0％以下（ただし、粒形判定実績率が58％
以上の場合は 5.0％以下） 
スラグ粗骨材 5.0％以下それ以外（砂利等）
1.0％以下 
細骨材 
砕砂 9.0％以下（ただし、すりへり作用を受け
る場合は 5.0％以下） 
砕砂 （粘土、シルト等を含まない場合）7.0％
以下（ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0％
以下） 
スラグ細骨材 7.0％以下（ただし、すりへり作
用を受ける場合は 5.0％以下） 
それ以外（砂等） 5.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は 3.0％以下） 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地
が変わった場合 
（山砂の場合は、工事中１回/週以上） 

 

○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク
リ－ト、舗装コン
クリート 
〈レディ－ミク
ストコンクリー
ト及び 
現場練コンクリ
－ト〉 

材料 その他 

(JIS マ

ーク表示

されたレ

ディーミ

クストコ

ンクリー

トを使用

する場合

を除く) 

砂の有機不純物

試験  

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が

90%以上の場合は使用できる。 

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地

が変わった場合 

濃い場合は、JIS A 1142「有機不

純物を含む細骨材のモルタル圧縮

強度による試験方法」による。  

○ 

モルタルの圧縮

強度による砂の

試験 

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標

準色液の色より濃い場合 

   

○ 

骨材中の粘土塊

量の試験  

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地

が変わった場合  

 

○ 

硫酸ナトリウム

による骨材の安

定性試験  

JIS A 1122 

JIS A 5005 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

砂、砂利 

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上及び

産地が変わった場合 

砕砂、砕石 

工事開始前、工事中１回/年以上及び産

地が変わった場合 

寒冷地で凍結のおそれのある地

点に適用する。  

 
○ 

セメントの物理

試験  

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上    

○ 

ポルトランドセ

メントの化学分

析  

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメント） 

JIS R 5212（シリカセメント） 

JIS R 5213（フライアッシュセメント） 

JIS R 5214（エコセメント） 

工事開始前、工事中１回/月以上    

○ 

練混ぜ水の水質

試験 

上水道水及び上水道水

以外の水の場合 

JIS A 5308付属書C 

懸濁物質の量：2g/ℓ以下 

溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ以下 

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結

は60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以

上 

工事開始前、工事中１回/年以上及び水質

が変わった場合 

 

 上水道を使用している場合は試験 

に換え、上水道を使用していること

を示す資料による確認を行う。  

○ 

回収水の場合： 

JIS A 5308附属書C 

塩化物イオン量：200ppm以下 

セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結

は60分以内 

モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90％以

上 

工事開始前、工事中１回/年以上及び水質

が変わった場合 

スラッジ水の濃度は1回/日 

・ただし、その原水は、上水道水及

び上水道水以外の水の規定に適合

するものとする。  ○ 

製造 

（プラン

ト） 

その他 

(JIS マ

ーク表示

されたレ

ディーミ

クストコ

ンクリー

トを使用

する場合

が除く) 

計量設備の計量

精度 

 水    ：±1％以内 

セメント ：±1％以内 

骨材    ：±3％以内 

混和材   ：±2％以内（高炉スラグ微粉末の場合

は±1％以内） 

混和剤   ：±3％以内 

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上及び水

質が変わった場合 

レディーミクストコンクリートの

場合、印字記録により確認を行う。  

○ 

 



 

請負工事品質管理基準     
                                

 - 19 -

 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク

リ－ト・舗装コン

クリ－ト  

〈レディ－ミク

ストコンクリー

ト及び 

現場練コンクリ

－ト〉 

製造 

（ プ ラ

ント） 

その他 

(JIS マ

ー ク 表

示 さ れ

た レ デ

ィ ー ミ

ク ス ト

コ ン ク

リ ー ト

を 使 用

す る 場

合 は 除

く) 

ミキサの練混ぜ

性能試験 

バッチミキサの場合： 

JIS A 1119  

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合： 

コンクリート中のモルタルの単位容積質量

差：0.8％以下  

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度平均値からの差：7.5％以下 

空気量平均値からの差：10％以下 

スランプ平均値からの差：15％以下 

公称容量の1/2の場合：  

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：

0.8％以下  

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

工事開始前及び工事中１回/年以上 ・小規模工種注）で1工種当りの総使用

量が50m3未満の場合は1工種１回以

上とする。ただし、レディ-ミクスト

コンクリート工場（JISマーク表示認

定工場）の品質証明書等のみとする

ことができる。   

注） 小規模工事とは、以下の工種

を除く工種とする。（橋台、橋脚、

杭類（場所打杭）、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床板、高欄等）、

擁壁工（高さ１ｍ以上）、函渠工、

樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0

ｍ以上）、護岸、ダム及び堰、トン

ネル、舗装、その他これらに類する

工種及び特記仕様書で指定された工

種） 

○ 

連続ミキサの場合：土

木学会規準 

JSCE-I 502-2013 

コンクリート中のモルタル単位容積質量差  

         ：0.8％以下 

コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下 

圧縮強度差：7.5％以下 

空気量差  ：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

工事開始前及び工事中１回/年以上 ・小規模工種で1工種当りの総使用量

が50m3未満の場合は1工種１回以上

とする。ただし、レディ-ミクストコ

ンクリート工場（JISマーク表示認定

工場）の品質証明書等のみとするこ

とができる。  

○ 

細骨材の表面水

率試験  

JIS A 1111 設計図書による。 

 

２回/日以上 レディ－ミクストコンクリート以

外の場合に適用する。   
○ 

粗骨材の表面水

率試験  

JIS A 1125 設計図書による。 

 

１回/日以上 レディ－ミクストコンクリート以

外の場合に適用する。   
○ 

施工 必須 塩化物総量規制 土木工事標準仕様書 

第3編 2.17.2 

コンクリート中の塩化

物総量規制による。 

原則0.3㎏/m3以下 ① コンクリートの打設が午前と午後にまた

がる場合は、午前に１回打設前に行い、そ

の試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以

下の場合は、午後の試験を省略することが

できる。 

②１回の試験（検査）に必要な測定回数は３

回とする。 

③ 試験の判定は３回の測定値の平均値で行

う。 

④ １工種あたりの総使用量が50ｍ3以上の場

合は、50ｍ3ごとに１回の試験を行う。 

 

例 

 50ｍ3未満        １工種１回 

 50ｍ3～100ｍ3    １工種１回注 

  注（50ｍ3に満たないため） 

100ｍ3～150ｍ3未満  １工種２回 

150ｍ3～200ｍ3未満  １工種３回 

・ 小規模工種注で１工種当りの総使

用量が50m3未満の場合は１工種１

回以上とする。ただしレディ-ミク

ストコンクリート工場（JISマーク

表示認定工場）の品質証明書等のみ

とすることができる。  

・  骨材に海砂を使用する場合は、

「 海砂の塩化物イオン含有率試  

験方法」（JSCE-C502,503-2018）ま

たは設計図書の規定により行う。 

・  用心鉄筋等を有さない無鉄筋構

造物の場合は省略できる。 

注 小規模工事とは、以下の工種を

除く工種とする。（橋台、橋脚、杭

類（場所打杭）、井筒基礎等）、橋

梁上部工（桁、床板、高欄等）、擁

壁工（高さ１ｍ以上）、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路（内幅2.0ｍ

以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ

ル、舗装、その他これらに類する工

種及び特記仕様書で指定された工

種） 
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 工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク
リ－ト・舗装コン
クリ－ト 
〈レディ－ミク
ストコンクリー
ト及び 
現場練コンクリ
－ト〉 

施工 必須 単位水量測定 土木工事標準仕様書 

第3編 2.17.4「レディ

－ミクストコンクリー

ト単位水量測定」によ

る。 

1)  測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎥の

範囲にある場合は、そのまま施工してよい。 

2)  測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎥を

超え±20kg/㎥の範囲にある場合は、水量変動の

原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、

その運搬車の生コンは打設する。その後、配合

設計±15kg/㎥以内で安定するまで、運搬車の3

台毎に1回、単位水量の測定を行う。 

なお、「15kg/㎥以内で安定するまで」とは、2

回連続して15kg/㎥以内の値を観測することを

いう。 

3)  配合設計±20kg/㎥の指示値を超える場合

は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変

動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示

しなければならない。 

その後の配合設計±15kg/㎥以内になるまで

全運搬車の測定を行う。 

なお、単位水量測定値が、配合設計±15kg/㎥ま

たは20kg/㎥を超えた場合は、１回に限り再試験

を実施することができる。再試験を実施した場合

は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対

値の小さい測定値を採用し評価してよい。 

①打設量が100ｍ３/日以上の場合 

２回/日（午前１回、午後１回）測定する。 

②重要構造物注の場合 

２回/日（午前１回、午後１回）測定する。

また100ｍ３を超える毎に１回測定する。 

③荷卸し時に品質の変化が認められた時は、

測定する。 

④測定回数は、①、②の規定が適用されるケ

ースを勘案して多くなるケースを採用す

る。 

 

注 重要構造物とは、土木工事標準仕様書第

３編第２章２．17．４ 表２－７による。 

水中コンクリート、転圧コンクリ

ート等の特殊なコンクリートを除

き、１日あたりコンクリートの種別

ごとの使用量が100ｍ3以上施工す

るコンクリート工を対象とする。 

示方配合の単位水量の上限値は、

粗骨材の最大寸法が20～25㎜の場

合は、175㎏/m3、 

粗骨材の最大寸法が、40㎜の場合

は、165㎏/m3を基本とする。 

 

スランプ試験  JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 

 ：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下 

：許容差±2.5㎝ 

スランプ2.5㎝ 

：許容差±1.0㎝ 

（コンクリート舗装の場合）スランプ2.5cm 

：許容値±1.0㎝ 

（道路橋床版の場合) 

スランプは、土木工事標準仕様書第３編第２

章2．3．3配合第８による。 

①荷卸し時 

 強度試験の供試体採取ごとに１回、及び

荷卸し時に品質変化が認められた時行う。 

  ただし道路橋鉄筋コンクリート床版に

レディ－ミクストコンクリートを用いる

場合、原則として全車試験を行う。 

②道路橋床版の場合 

  全車試験を行う。 

ただしスランプ試験の結果が安定し良

好な場合はその後スランプ試験の頻度に

ついて監督員と協議し低減することがで

きる。  

③１工種あたりの総使用量が50ｍ3以上の場

合は、50ｍ3ごとに１回の試験を行う。 

 

例 

 50ｍ3未満        １工種１回 

 50ｍ3～100ｍ3    １工種１回注 

  注（50ｍ3に満たないため） 

100ｍ3～150ｍ3未満  １工種２回 

150ｍ3～200ｍ3未満   １工種３回 

 小規模工種注で１工種当りの総使

用量が50ｍ3未満の場合は１工種１

回以上とする。ただし、レディ-ミ

クストコンクリート工場（JISマー

ク表示認定工場）の品質証明書等の

みとすることができる。  

 注 小規模工事とは、以下の工種

を除く工種とする。（橋台、橋脚、

杭類（場所打杭）、井筒基礎等）、

橋梁上部工（桁、床板、高欄等）、

擁壁工（高さ１ｍ以上）、函渠工、

樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0

ｍ以上）、護岸、ダム及び堰、トン

ネル、舗装、その他これらに類する

工種及び特記仕様書で指定された

工種） 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク
リ－ト・舗装コン
クリ－ト 
〈レディ－ミク
ストコンクリー
ト及び 
現場練コンクリ

－ト〉 

施工 必須 コンクリートの

圧縮強度試験  

JIS A 1107 

JIS A 1108 

 

１回の試験結果は指定した呼び強度の85％以

上、かつ３回の試験結果の平均値は、指定した呼

び強度以上であること。 

（１回の試験結果は、３個の供試体の 

試験値の平均値） 

荷卸し時 

① コンクリート種別毎に日当り打設量

が50m3以上150m3以下の場合 

１回/日 

② 日当り打設量150㎥を超える場合は

150m3ごとに１回、及び荷卸し時に品質

変化が認められた時 

 例 

  150ｍ3～300ｍ3以下  １回/日 

  300ｍ3～450ｍ3以下  ２回/日 

  

③ コンクリート種別毎に日当り打設量

が50m3未満の場合は、打設量累計が50m3

ごとに１回 

 例 

  50ｍ3未満         １回 

50ｍ3～100ｍ3以下  ２回 

                  

③ なお、供試体は打設場所で採取し１回

につき6本（σ7…3本 、σ28…3本とす

る。） 

※σ28の試験は、公的機関等による品質試

験の対象とする。 

 小規模工種注で１工種当りの総使用

量が50m3未満の場合は１工種１回

以上とする。ただし、レディ-ミク

ストコンクリート工場（JISマーク

表示認定工場）の品質証明書等のみ

とすることができる。  

・圧縮強度試験は、均しコンクリー

トを除く。 

注 小規模工事とは、以下の工種を

除く工種とする。（橋台、橋脚、杭

類（場所打杭）、井筒基礎等）、橋

梁上部工（桁、床板、高欄等）、擁

壁工（高さ１ｍ以上）、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路（内幅2.0ｍ

以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ

ル、舗装、その他これらに類する工

種及び特記仕様書で指定された工

種） 

 

空気量測定  JIS A 1116 
JIS A 1118 
JIS A 1128 

±1.5%（許容差） 荷卸し時・ 
強度試験供試体採取毎に１回及び荷卸し

時に品質に変化が認められたとき 

・ 小規模工種で１工種当りの総使用
量が50ｍ3未満の場合は１工種１回
以上とする。ただし、レディ-ミク
ストコンクリート工場（JISマーク
表示認定工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。  

   

その他 コンクリートの
曲げ強度試験  
（コンクリート
舗装の場合は必
須） 

JIS A 1106 １回の試験結果は指定した呼び強度の85％以
上、かつ３回の試験結果の平均値は、指定した呼
び強度以上であること。 

 荷卸し時 
コンクリート舗装の場合に適用し、打設日

１日につき２回（午前・午後）の割りで行う。
なお供試体は打設場所で採取し、１回につき
原則として３個とする。 
 

※  
σ28（３個）の試験は、公的機関等による品
質試験の対象とする。 

・ 小規模工種で１工種当りの総使用
量が50ｍ3未満の場合は１工種１回
以上とする。ただし、レディ-ミク
ストコンクリート工場（JISマーク
表示認定工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。  

・ コンクリート舗装の場合には、曲
げ試験強度を適用する。 

 

コアによる強度
試験 
 
  

JIS A 1107 設計図書による。 
 

品質に異常が認められた場合に行う。 
 

  

  

コンクリートの
洗い分析試験  
 
 

JIS A 1112 設計図書による。 
 

品質に異常が認められた場合に行う。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

無筋・鉄筋コンク

リ－ト・舗装コン

クリ－ト 

〈レディ－ミク

ストコンクリー

ト及び 

現場練コンクリ

－ト〉 

施工後
試験 

 

必須 ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2㎜ 本数 
総延長 
最大ひび割れ幅等 

高さが、5m以上の鉄筋コンクリ
ート擁壁（ただし、プレキャスト
製品は除く。）、 
内空断面積が25㎡以上の鉄筋コ

ンクリートカルバート類、 
橋梁上・下部工（ただしいづれ

かの工種についてもＰＣは除く。）
及び高さが３m以上の堰・水門・樋
門を対象とし構造物躯体の地盤や
他の構造物との接触面を除く全表
面とする。 
フーチング・底版等で竣工時に

地中、水中にある部位については
竣工前に調査する。 

 

テストハンマー
による強度推定
調査  

JSCE-G 504－2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、ト
ンネルについては目地間（ただし100ｍを超え
るトンネルでは、100ｍを超えた箇所以降は、
30ｍ程度に１ヶ所）で行う。 
その他の構造物については、強度が同じブロ

ックを１構造物の単位とし、各単位につき３ヶ
所の調査を実施 
また、調査の結果、平均値が設計基準強度を

下回った場合と、１回の試験結果が設計基準強
度の85％以下となった場合は、その箇所の周辺
において、再調査を５ヶ所実施。材齢28日～91
日の間に試験を行う。 

高さが、５m以上の鉄筋コンクリ
ート擁壁、内空断面積が25m2以上
の鉄筋コンクリートカルバート
類、橋梁上・下部工、トンネル及
び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋
門を対象 
（ただし、いずれの工種において
もプレキャスト製品およびプレス
トレストコンクリートは対象とし
ない。） 
また、再調査の平均強度が、所

定の強度が得られない場合、もし
くは１ヶ所の強度が設計強度の
85％を下回った場合は、コアによ
る強度試験を行う。工期等により、
基準期間内に調査を行えない場合
は監督員と協議するものとする。 
 

 

その他 コアによる強度

試験  

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付近において、

原位置のコアを採取 

コア採取位置、供試体の抜き取

り寸法等の決定に際しては、設置

された鉄筋を損傷させないよう十

分な検討を行う。 

圧縮強度試験の平均強度が所定

の強度が得られない場合、もしく

は１ヶ所の強度が設計強度の85％

を下回った場合は、監督員と協議

するものとする。  

 

配筋状態及びか

ぶり 

「非破壊試験によるコン

クリート構造物中の配筋

状態及びかぶり測定要

領」（国土交通省）によ

る。 

「非破壊試験によるコンクリート構造物中の

配筋状態及びかぶり測定要領」（国土交通省）

による。 

「非破壊試験によるコンクリート構造物中

の配筋状態及びかぶり測定要領」（国土交通省）

による。 

「非破壊試験によるコンクリー

ト構造物中の配筋状態及びかぶり

測定要領」（国土交通省）による。 

 

強度測定 「微破壊・非破壊試験に

よるコンクリート構造物

の強度測定要領」（国土

交通省）による。 

「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造

物の強度測定要領」（国土交通省）による。 

「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構

造物の強度測定要領」（国土交通省）による。 

「微破壊・非破壊試験によるコ

ンクリート構造物の強度測定要

領」（国土交通省）による。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

鉄筋コンクリ－
ト  
（鉄筋コンクリ
－ト用棒鋼） 

 

材料 必須 機械試験 
（引張試験、 
曲げ試験） 

JIS G 3112 JIS G 3112 重要構造物の主鉄筋となる棒鋼 
注 重要構造物とは、土木工事標準仕様書第
３編第２章２．17．４ 表２－７による。 

種別ごとに、当初及び50ｔにつき１回 
例 
 50ｔ未満        当初のみ実施 
50ｔ～100t未満   当初＋１回 
100t～150t未満  当初＋２回 

※ 公的機関等による品質試験の対象とする。 
重要構造物の主鉄筋以外となる棒鋼 
・ミルシ－ト及びタグにより品質証明ができ
る場合は、品質試験は省略できるものとする。 

ミルシ－ト及びタグにより品質証明ができない
場合は、重要構造物の主鉄筋と同等の取り扱
いとする 

１回当たりの試験片は、２本とする。 

重要構造物の主鉄筋 
・総使用量が10ｔ未満の場合は、
主鉄筋のうち代表的な１種類の
棒鋼を選定し１回試験を行うも
のとする。 
重要構造物の主鉄筋以外 
・ ミルシ－ト及びタグにより品質
証明ができない場合で総使用量
が１ｔ以上～10ｔ未満の場合は、
代表的な1種類の棒鋼を選定し１
回試験を行うものとし、１ｔ未満
の場合は、省略できるものとす
る。 

 

鋼材（ガス圧接） 施工前

試験 

必須 外観検査 ・目視         

圧接面の研磨状況 

たれ下がり   

焼き割れ  

折れ曲がり等 

・ノギス等による計測 

（ 詳 細 外 観 検 査 ） 

軸心の偏心 

ふくらみ 

ふくらみの長さ  

折れ曲がり 

圧接部のずれ等 

熱間押抜法以外の場合 

①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は細

い方の鉄筋）の1/5以下 

②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は細い

方の鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方又

はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は

1.5倍以上 

③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合

は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、

両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場

合は1.2倍以上 

④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径

（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1/4

以下 

⑤たれ下がり、焼き割れ、折れ曲がり、へこ

みがない。 

⑥折れ曲がり角度が２°以下 

⑦片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合 

 異なる場合は、細い方の鉄筋）の1/5以下 

⑧その他有害と認められる欠陥があっては

ならない。 

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動

ガス圧接の場合は各２本、手動ガス圧接及び熱

間押抜ガス圧接の場合は各３本のモデル供試

体を作成し実施する。 

・ モデル供試体の作成は、実際の

作業と同一条件・同一材料で行

う。直径19㎜未満の鉄筋について

手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接

を行う場合、監督員と協議の上、

施工前試験を省略することがで

きる。 

(1）SD490以外の鉄筋を圧接する場

合 

・ 手動ガス圧接及び熱間押抜ガ

ス圧接を行う場合、材料、施工

条件などを特に確認する必要が

ある場合には、施工前試験を行

う。 

・ 特に確認する必要がある場合

とは、施工実績の少ない材料を

使用する場合、過酷な気象条

件・高所などの作業環境下での

施工条件、圧接技量資格者の熟

練度などの確認が必要な場合

などである。 

・自動ガス圧接を行う場合には、

装置が正常で、かつ装置の設定

条件に誤りのないことを確認

するため、施工前試験を行わな

ければならない。 

(2)SD490の鉄筋を圧接する場合、

手動ガス圧接、自動ガス圧接、

熱間押抜法のいずれにおいて

も、施工前試験を行わなければ

ならない。 

 

熱間押抜法の場合 

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応す

る位置の割れ、へこみがない。 

②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。た

だし、SD490の場合は1.2倍以上 

③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不

整があってはならない。 

④その他有害と認められる欠陥があっては

ならない。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

鋼材（ガス圧接） 施工前
試験 

 必須 ガス圧接継手 
引張試験 

JIS Z 3120  すべての試験片の引張強さが、母材の規格強
度以上でなければならない。 

圧接する鉄筋の組み合わせ種類毎につき１回
行うものとする。１回の試験につき試験片は、
１組とする。 

 
 

施工後
試験 

 必須 外観検査 ・目視         

圧接面の研磨状況 

たれ下がり   

焼き割れ  

折れ曲がり 

等 

・ノギス等による計測 

（ 詳 細 外 観 検 査 ） 

軸心の偏心 

ふくらみ 

ふくらみの長さ  

圧接部のずれ 

折れ曲がり 

等 
 

熱間押抜法以外の場合 
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合は細
い方の鉄筋）の1/5以下 

②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合は細い
方の鉄筋）の1.4倍以上。ただし、両方又
はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は
1.5倍以上 

③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。ただし、
両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場
合は1.2倍以上 

④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径
（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）の1/4
以下 

⑤たれ下がり、へこみ、焼き割れ、折れ曲が
りがない。 

⑥折れ曲がりの角度が２°以下 

⑦片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる場合 
 異なる場合は、細い方の鉄筋）の1/5以下 
⑧その他有害と認められる欠陥があっては
ならない。 

・目視は全数実施する。 
・特に必要と認められたものに対してのみ詳細
外観検査を行う。 

熱間押抜法以外の場合 
・ 規格値を外れた場合は下記に
よる。いずれの場合も監督員の
承諾を得る。 

・ ①は、圧接部を切り取って再
圧接し、外観検査および超音波
探傷検査を行う。 

・ ②③は、再加熱し、圧力を加
えて所定のふくらみに修正し、
外観検査を行う。 

・ ④は、圧接部を切り取って再
圧接修正し、外観検査および超
音波探傷検査を行う。 

・ ⑤は、著しい折れ曲がりが生
じた場合は、再加熱して修正
し、外観検査を行う。 
また、著しい焼き割れおよび

垂れ下がりなどが生じた場合
は、圧接部を切り取って再圧接
し、外観検査および超音波探傷
検査を行う。 

 

熱間押抜法の場合 

①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応す

る位置の割れ、へこみがない。 

②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。た

だし、SD490の場合は1.2倍以上 

③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不

整があってはならない。 

④その他有害と認められる欠陥があっては

ならない。 

熱間押抜法の場合 

・規格値を外れた場合は下記に

よる。いずれの場合も監督員の

承諾を得る。 

・ ①②③は、再加熱、再加圧、

押抜きを行って修正し、修正後

外観検査を行う。 

・ ④は、再加熱して修正し、修

正後外観検査を行う。 

ただし、現場条件により溶接

機械の設置ができない場合に

は、添筋で補強する。 

（コンクリート充填性が低下

しない場合に限る） 

超音波探傷検査  JIS Z 3062 ・ 各検査ロットごとに30ヶ所のランダムサ

ンプリングを行い、超音波探傷検査を行っ

た結果、不合格箇所数が1ヶ所以下の時はロ

ットを合格とし、２ヶ所以上のときはロッ

トを不合格とする。 

 ただし、合否判定レベルは基準レベルよ

り－24db感度を高めたレベルとする。 

超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。 

抜取検査の場合は、各検査ロット毎に30ヶ所

抜き取るものとする。 

抜取検査１ロットとは、原則として同一作業

班が同一日に施工した箇所とし、その大きさは

200ヶ所程度を標準とする。 

  ただし、１作業班が１日に施工した箇所を１

ロットとし、自動と手動は別ロットとする。 

規格値を外れた場合は、下記に

よる。 

・ 不合格ロットの全数について

超音波深傷検査を実施し、その

結果不合格となった箇所は、監

督員の承認を得て、補強筋（ラ

ップ長の2倍以上）を添えるか、

圧接部を切り取って再圧接す

る。 

・ 圧接部を切り取って再圧接に

よって修正する場合には、修正

後外観検査及び超音波探傷検

査を行う。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

既製杭工 

 

材料 必須 外観検査 

（鋼管杭 

・コンクリート

杭・H鋼杭） 

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は変形

など、コンクリート杭はひび割れや損傷など）

がないこと。 

設計図書による。 

 ○ 

施工 必修 外観検査 

（鋼管杭）  

JIS A 5525 [円周溶接部の目違い] 

・ 外径700㎜未満：許容値2㎜以下 

・ 外径700㎜以上1016㎜以下：許容値3㎜以下 

・ 外径1016㎜を超え2000㎜以下：許容値4㎜以

下 

 ・ 外径700㎜未満：上ぐいと下ぐ

いの外周長の差で表し、その差

を2㎜×π以下とする。 

・ 外径700㎜以上1016㎜以下：上

ぐいと下ぐいの外周長の差で表

し、その差を3㎜×π以下とす

る。 

・ 外径1016㎜を超え2000㎜以下：

上ぐいと下ぐいの外周長の差で

表し、その差を4㎜×π以下とす

る。 

  

鋼管杭・コンク

リート杭・H鋼杭

の現場溶接 

浸透深傷試験

（溶剤除去性染

色浸透探傷試

験）  

JIS Z 2343－1～6 割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行う。 

ただし、施工方法や施工順序等から全数量の

実施が困難な場合は監督員との協議により、現

場状況に応じた数量とすることができる。 

 なお、全溶接箇所の10％以上は、JIS Z 2343

－1～6により定められた認定技術者が行うも

のとする。 

試験箇所は杭の全周とする。 

注 鋼矢板の溶接は、本試験項目

を適用するとともに、目視検査

を併用すること。 

  

鋼管杭・H鋼杭の

現場溶接 

放射線透過試験  

JIS Z 3104 JIS Z 3104の１類から３類であること。 原則として溶接20ヶ所毎に１ヶ所とするが、

施工方法や施工順序等から実施が困難な場合

は現場状況に応じた数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を４方向から透過

し、その撮影長は30cm/1方向とする。 

（20ヶ所毎に１ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工

した毎にその20ヶ所から任意の１ヶ所を試験

することである。） 

  

  

その他 鋼管杭の現場溶

接 

超音波探傷試験  

JIS Z 3060 JIS Z 3060の１類から３類であること。 原則として溶接20ヶ所毎に１ヶ所とするが、

施工方法や施工順序等から実施が困難な場合

は現場状況に応じた数量とする。 

なお、対象箇所では鋼管杭を４方向から深傷

し、その深傷長は30cm/1方向とする。 

（20ヶ所毎に１ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工

した毎にその20ヶ所から任意の１ヶ所を試験

することである。） 

中堀り杭工法等で、放射線透過

試験が不可能な場合は、放射線透

過試験に替えて超音波深傷試験と

することができる。 
 

鋼管杭・コンク

リート杭 

（根固め） 

水セメント比試

験 

比重の測定による水セメ

ント比の推定 

 

設計図書による。 

また、設計図書に記載されていない場合は60%

～70%（中堀り杭工法）、60％（プレボーリン

グ杭工法及び鋼管ソイルセメント杭工法）とす

る。 

試料の採取回数は一般に単杭では30本に１

回、継杭では20本に１回とし、採取本数は１回

につき３本とする。 

 

 

鋼管杭・コンク

リート杭 

（根固め） 

セメントミルク

の圧縮強度試験 

セメントミルク工法に用

いる根固め液及びくい周

固定液の圧縮強度試験

JIS A 1108 

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に

１回、継杭では20本に１回とし、採取本数は１

回につき３本とすることが多い。 

なお、供試体はセメントミルクの供試体の作

成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試

体によって求めるものとする。 

参考値：20N/㎜2 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

下層路盤  材料 必須 修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧 

E001 

[4]－68 

 

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン鉄

鋼スラグは修正CBR30%以上） 

・ アスファルトコンクリート再生骨材を含む

再生クラッシャランを用いる場合で、上層路

盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場

合は30%以上とする。 

 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例  100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

骨材のふるい分

け試験 

JIS A 1102 JIS A 5001 表２参照 

 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例  100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 
 

土の液性限界・

塑性限界試験  

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下 ・施工前及び材料変更時 

 

・ ただし、鉄鋼スラグには適用し

ない。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

○ 

鉄鋼スラグの水

浸膨張性試験 

舗装調査・試験法便覧 

E004 

[4]－80 

1.5%以下 ・施工前及び材料変更時 

 

・ CS:クラッシャラン鉄鋼スラグ

に適用する。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

○ 

道路用スラグの

呈色判定試験  

JIS A 5015 呈色なし。 ・施工前及び材料変更時 

 

・ 高炉徐冷スラグに適用する。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

○ 

その他 粗骨材のすりへ

り試験 

JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセメントコンク

リート再生骨材は、すりへり量が50％以下とす

る。 

・施工前及び材料変更時 ・ 再生クラッシャランに適用す

る。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

○ 

施工 必須 現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 

G021-2 

[4]－256 

最大乾燥密度の93%以上 

X 10   95%以上 

X 4～6  96%以上  

X 3    97%以上 

 

歩道路盤 

最大乾燥密度の93%以上 

X 10   95%以上 

X 4～6  96%以上  

X 3    97%以上 

 

・1,000㎡につき１個 

例 

500㎡～1,000㎡未満       ３個 

1,000㎡～2,000㎡未満    ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 

2,000㎡～3,000㎡未満    ３＋１個＝４個 

3,000㎡～4,000㎡未満    ４＋１個＝５個 

 

・締固め度は、個々の測定値が最

大乾燥密度の93%以上を満足する

ものとし、かつ平均値については

以下を満足するものとする。 

・締固め度は、10個の測定値の平

均値X10が合格判定値を満足する

のが、望ましいが、10個の測定値

が得がたい場合は3個の測定値の

平均値X3が合格判定値を満足して

いなければならない。 

・ X3が合格判定値をはずれた場合

は、さらに3個のデータを加えた平

均値X4～6が合格判定値を満足し

ていればよい。 

・ 施工面積が500m2未満の場合は、

異常が認められたとき行うものと

する。 

 

プル－フローリ

ング 

舗装調査・試験法便覧 

G023 

[4]－288 

 ・随時 

・全幅、全区間について実施。 

・歩道路盤、路肩路盤を除く。 

・ 確認試験である。 

・ ただし、荷重車については、施

工時に用いた転圧機械と同等以上

の締固効果を持つローラやトラッ

ク等を用いるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

下層路盤 

 

施工 その他 平板載荷試験  JIS A 1215 設計図書による。  設計図書による。 セメントコンクリートの路盤に

適用する。 

・確認試験である。 

・設計図書による。 

 

骨材のふるい分

け試験  

 

JIS A 1102 JIS A 5001 表２参照 

 

異常が認められた時 

 

 

 

土の液性限界・

塑性限界試験 

  

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下 異常が認められた時  

 

含水比試験  

 

 

JIS A 1203 設計図書による。 異常が認められた時  

 

透水性舗装路盤 

※ 

透水係数及び空

隙率以外は、下層

路盤の「材料」「施

工」の各項目に準

じる 

材料 必須 透水係数 JIS A 1218 透水係数（㎝/s） 

3×10－３～4×10－２ 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 
 

空隙率 JIS A 1104 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 1125 

空隙率 （％） 

6～18％ 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 
 

上層路盤  

（改良路盤材 

除く） 

材料 必須 修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧 

E001 

[4]－68 

修正CBR 80%以上 

（アスファルトコンクリート再生骨材含む場

合90%以上。ただし40℃で試験を行った場合は、

80％以上） 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

鉄鋼スラグの修

正CBR試験 

舗装調査・試験法便覧 

E001 

[4]－68 

修正CBR 80%以上 ・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

骨材のふるい分

け試験 

 

JIS A 1102 骨材2.36㎜の粒度範囲（％） ±15以内 

 

骨材75μｍの粒度範囲（％） ±6以内 

 

・施工前及び1,000ｍ３につき１回、また材料変

更時にも行う。 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

上層路盤工 
（改良路盤材 
除く） 

材料 必須 
 

土の液性限界・

塑性限界試験  

JIS A 1205 塑性指数PI：４以下 ・施工前及び材料変更時 

 

 

 

・ ただし、鉄鋼スラグには適用し

ない。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

○ 

鉄鋼スラグの呈

色判定試験  

JIS A 5015 

舗装調査・試験法便覧 

E002 

[4]－73 

呈色なし。 ・施工前及び材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び

HMS：水硬性粒度調整スラグに適

用する。 

・使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

○ 

鉄鋼スラグの水

浸膨張性試験 

舗装調査・試験法便覧 

E004 

[4]－80 

1.5%以下 ・施工前及び材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び

HMS：水硬性粒度調整スラグに適

用する。 

・使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

○ 

鉄鋼スラグの一
軸圧縮試験 

舗装調査・試験法便覧 
E003 
[４]－75 

1.2Mpa以上(14日) ・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例  100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 公的機関等による品質試験の対象とする。 

・ HMS：水硬性粒度調整スラグに
適用する。 

・ 使用量が100m3未満の場合は、
省略できるものとする。  

鉄鋼スラグの単
位容積質量試験 

舗装調査・試験法便覧 
A023 
[2]－131 

1.50kg/ℓ以上 ・施工前及材料変更時 
 

・ MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び
HMS：水硬性粒度調整スラグに適
用する。 

・ 使用量が100ｍ３未満の場合は、
省略できるものとする。 

○ 

粗骨材のすりへ
り試験  

JIS A 1121 50%以下 ・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例 100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 公的機関等による品質試験の対象とする。 

・ 粒度調整及びセメントコンクリ
ート再生骨材を使用した再生粒
度調整に適用する。 

・ 使用量が100ｍ３未満は、省略で
きるものとする。 

 

その他 硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験  

JIS A 1122 20%以下 ・施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が100ｍ３未満の場合は、
省略できるものとする。 ○ 

施工 必須 現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 
G021-2 
[4]－256 

最大乾燥密度の93%以上 
X 10   95%以上 
X 4～6  95.5%以上  
X 3    96.5%以上 
 
歩道路盤 
最大乾燥密度の93%以上 
X 10   95%以上 
X 4～6  95.5%以上  
X 3    96.5%以上 
 
 

・1,000㎡につき１個 
例 

500㎡～1,000㎡未満        ３個 
1,000㎡～2,000㎡未満        ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ３＋１＝４個 
3,000㎡～4,000㎡未満    ４＋１＝５個 

 

・締固め度は、個々の測定値が最
大乾燥密度の93%以上を満足す
るものとし、かつ平均値につい
ては以下を満足するものとす
る。 

・ 締固め度は、10個の測定値の平
均値X10が合格判定値を満足す
るのが、望ましいが、10個の測
定値が得がたい場合は3個の測
定値の平均値X3が合格判定値を
満足していなければならない。 

・ X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに3個のデータを加えた
平均値X4～6が合格判定値を満
足していればよい。 

・ 施工面積が500㎡未満の場合は、
異常が認められたとき行うもの
とする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

上層路盤工 
（改良路盤材 
除く） 
 

施工  必須 
粒度（2.36mm フ

ルイ） 

舗装調査・試験法便覧 
A003  

[2]－16 

2.36mmふるい：±15%以内 
 

異常が認められた時 

 
  

粒度（75μmフル
イ） 

舗装調査・試験法便覧 
A003 
[2]－16 

75μmふるい：±6%以内 異常が認められた時 
 

 
 

その他 平板載荷試験  JIS A 1215 ・セメントコンクリート舗装の場合 
N5～N7  K30 200Mpa/m 
N1～N4  K30 150Mpa/m 

・合計路盤厚 20㎝未満の場合 
加熱As安定処理有り    

K30   0.196 N/㎜3 
 加熱As安定処理無し 
   K30   0.177 N/㎜3 

・1,000㎡につき１回 
例 

500㎡～1,000㎡未満        １回 
1,000㎡～2,000㎡未満    １回注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    １＋１＝２回 
3,000㎡～4,000㎡未満    ２＋１＝３回 

・ セメントコンクリート舗装の路
盤に適用する。  

・合計路盤厚20㎝未満の場合に適
用する。 

・ 施工面積が500m2未満の場合は、
異常が認められたとき行うもの
とする。 

 

土の液性限界・
塑性限界試験  

JIS A 1205 塑性指数PI：4以下 異常が認められた時 
 

 

 

含水比試験  舗装調査・試験法便覧 
F003 
[4]－93 

設計図書による。 観察により異常が認められた時 
 

 
 

上層路盤工 
（改良路盤材） 

材料 必須 修正 CBR 
または 
 
即時 CBR 

・修正 CBR の場合 
舗装調査・試験法便覧 

E001 
・即時 CBR の場合 
注） 

即時 CBR は、改良路
盤材を安定させたあ
とで、4.5kg の 
ランマーを用いＣＢ
Ｒモールドで各層６
７回・３層突固め供
試体を作成し、養生
日数なしで非水浸の
CBR 値をいう。 

80％以上 
 
 
80％以上 
 

・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

・修正CBR試験の１回当り供試体数は、舗装試
験法便覧E001の規定によるものとするが、即時
CBRの１回当り供試体数は、３個とする。 
 
※公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が 100m3 未満の場合は、
省略できるものとする。 
 

 

骨材のふるい分
け試験 

JIS A 1102 土木工事標準仕様書 
第３編 3,8,4「アスファルト舗装の材料」表
3－33に示す粒度範囲による。 

・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例 
    100ｍ3～1,000ｍ3 未満   施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 
 

※公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が 100m3 未満の場合は、
省略できるものとする。 
 

 

施工  
 

必須 平板載荷試験  JIS A 1215 加熱As安定処理有り    
K30   0.196 N/㎜3 

 加熱As安定処理無し 
   K30   0.177 N/㎜ 3 

・1,000㎡につき１回 
例 

500㎡～1,000㎡未満     １回 
1,000㎡～2,000㎡未満    １回注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    １＋１＝２回 
3,000㎡～4,000㎡未満    ２＋１＝３回 

路盤面積が500m2未満の場合は、
異常が認められたとき行うものと
する。 

 

その他 骨材のふるい分
け試験 

JIS A 1102 土木工事標準仕様書 
第３編 3,8,4「アスファルト舗装の材料」表
3－33に示す粒度範囲による。 
 

・異常が認められた時  

 

含水比試験  舗装調査・試験法便覧 
F003 
[4]－93 

設計図書による。 ・観察により異常が認められた時  
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工種 種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
試験成績表等 
による確認 

セメント・石灰 
安定処理路盤 

材料 必須 一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便覧 
E013 
［4]－102 

・セメント安定処理の場合 
下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］ 
0.98Mpa 
上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］ 
2.9Mpa （アスファルト舗装） 
2.0Mpa （セメントコンクリート舗装） 

・石灰安定処理の場合 
下層路盤：一軸圧縮強さ［10日間］ 
0.7Mpa （アスファルト舗装） 
0.5Mpa （セメントコンクリート舗装） 
上層路盤：一軸圧縮強さ［10日間］ 
0.98Mpa  

・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 
公的機関等による品質試験の対象とする。 
 

・ 安定処理材に適用する。 
・ 安定処理対象路盤が100m3未満

の場合は、省略できるものとす
る。 

 

骨材の修正CBR
試験 

舗装調査・試験法便覧 
E001 
[4]－68 
 

下層路盤：10%以上 
上層路盤：20%以上 

・施工前及び1,000m3につき１回、また材料変更
時にも行う。 
例  100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※公的機関等による品質試験の対象とする。 

・ アスファルト舗装に適用する。 
・ 安定処理対象路盤が100m3未満 

の場合は、省略できるものとす
る。 

 

土の液性限界・
塑性限界試験  

JIS A 1205 
舗装調査・試験法便覧 
F005 

・セメント安定処理 
下層路盤 
塑性指数PI：9以下 

上層路盤 
塑性指数PI：9以下 

・石灰安定処理 
下層路盤 
塑性指数PI：6～18以下 

上層路盤 
塑性指数PI：6～18以下 

・施工前及び1,000m3につき１回 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満  施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 

・ 定処理対象路盤が100m3未満の
場合は、省略できるものとする。 

 

施工 必須 粒度（2.36mmフ
ルイ）  

舗装調査・試験法便覧 
A003 
[2]－16 

2.36mmふるい：±15%以内 
 

・定期的又は随時（１回～２回/日） 
 
 

施工面積が500ｍ２未満の場合
は、異常が認められたとき行うも
のとする。 

 

粒度（75μmフル
イ） 

舗装調査・試験法便覧 
A003 
[2]－16 

75μmふるい   ：±6%以内 ・定期的又は随時（１回～２回/日） 
 

施工面積が500ｍ２未満の場合
は、異常が認められたとき行うも
のとする。 

 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 
G021-2 
[4]－256 
 

最大乾燥密度の93％以上 
X 10  95%以上  
X 4～6 95.5%以上 
X 3   96.5%以上 
 

・1,000㎡につき１個 
例  

500㎡～1,000㎡未満       ３個 
1,000㎡～2,000㎡未満    ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ３＋１＝４個 
3,000㎡～4,000㎡未満    ４＋１＝５個 

 

・締固め度は、個々の測定値が最
大乾燥密度の93%以上を満足す
るものとし、かつ平均値につい
ては以下を満足するものとす
る。 

・ 締固め度は、10個の測定値の平
均値X10が合格判定値を満足す
るのが、望ましいが、10個の測
定値が得がたい場合は３個の測
定値の平均値X3が合格判定値を
満足していなければならない。 

・X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに３個のデータを加え
た平均値X4～6が合格判定値を
満足していればよい。 

・ 施工面積が500m2未満の場合は、
異常が認められたとき行うも
のとする。 

 

セメント量及び
石灰量試験 

舗装調査・試験法便覧 
G024・G025[4]－293、[4]
－297 

±1.2%以内 ・定期的または随時（１回～２回/日）。 ・ 施工面積が500m2未満の場合は、
異常が認められたとき行うもの
とする。 

 

その他 含水比試験  
 

舗装調査・試験法便覧 
F003 [4]－93 

設計図書による。 ・観察により異常が認められた時  
 

加熱アスファル
ト安定処理路盤 

  アスファルト舗
装に準じる。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

アスファルト 
舗装（再生アスフ
ァルト舗装含む） 
（注） 
アスファルト混
合物事前審査制
度の認定を受け
た混合物につい
ては、種別の「材
料」、「プラント」
に係る品質試験
を省略できるも
のとする。 

材料 必須 再生骨材アスフ
ァルト抽出後の
骨材粒度 

舗装調査・試験法便覧 
A003 
[2]－16 

  再生骨材使用量500ｔごとに１回  
例  500ｔ未満         １回 

500ｔ～1,000ｔ未満  １回注 
     注（500ｔに満たないため） 
1,000ｔ～1,500ｔ未満 ２回 

 

○ 

再生骨材旧アス
ファルト含有量 

舗装調査・試験法便覧 
G028 
[4]－318 

3.8％以上 再生骨材使用量500ｔごとに１回  
例  500ｔ未満         １回 

500ｔ～1,000ｔ未満  １回注 
     注（500ｔに満たないため） 
1,000ｔ～1,500ｔ未満 ２回 

 

○ 

再生骨材旧アス
ファルト針入度 

マーシャル安定度試験
による再生骨材の旧アス
ファルト性状判定方法 

20(1/10mm)以上（25℃） 再生混合物製造日ごとに１回 
１日の再生骨材使用量が500ｔを超える場合は
２回。１日の再生骨材使用量が500ｔ未満の場
合は、再生骨材を使用しない日を除いて２日に
１回とする。 

 
 

○ 
 

再生骨材の洗い
試験で失われる
量） 

舗装再生便覧 5％以下 再生骨材使用量500ｔごとに１回 
例 500ｔ未満         １回 

500ｔ～1,000ｔ未満  １回注 
     注（500ｔに満たないため） 
1,000ｔ～1,500ｔ未満 ２回 

洗い試験で失われる量とは、試料
のアスファルトコンクリート再生
骨材の水洗い前の75㎛ふるいにと
どまるものと、水洗い後の75㎛ふ
るいにとどまるものを気乾もしく
は60℃以下の炉乾燥し、その質量
の差からもとめる。 

○ 

再生アスファル

ト 混合物 

 

JIS K 2207 JIS K 2207石油アスファルト規格 ２回以上及び材料の変化  

○ 

骨材のふるい分

け試験  

JIS A 1102 JIS A 5001 表２参照 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

骨材の密度及び

吸水率試験  

JIS A 1109 

JIS A 1110 

表層・基層 

 表乾密度 ：2.45g/cm3以上  

吸水率  ：3.0%以下 

施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 

骨材中の粘土塊

量の試験  

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 

粗骨材の形状試

験 

舗装調査・試験法便覧 

A008 

[4]－51 

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 

フィラーの粒度

試験  

JIS A 5008 舗装施工便覧（平成18年版） 

 表3.3.17による。 

施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする 
○ 

フィラーの水分

試験  

JIS A 5008 １%以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

その他 フィラーの 

塑性指数試験 

JIS A 1205 ４以下 

 

 

施工前及び材料変更時 

 

 

 

・ 火成岩類を粉砕した石粉を用い

る場合に適用する。 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

○ 

フィラーの 

フロー試験 

舗装調査・試験法便覧 

A016 

[2]－83 

50%以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 火成岩類を粉砕した石粉を用い

る場合に適用する。 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

アスファルト 

舗装（再生アスフ

ァルト舗装含む） 

（注） 

アスファルト混

合物事前審査制

度の認定を受け

た混合物につい

ては、種別の「材

料」、「プラント」

に係る品質試験

を省略できるも

のとする。 

材料 その他 フィラーの 

水浸膨張試験 

舗装調査・試験法便覧 

A013 

[2]－74 

３%以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 火成岩類を粉砕した石粉を用い

る場合に適用する。 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

○ 

フィラーの剥離

抵抗性試験 

舗装調査・試験法便覧 

A014 

[2]－78 

1/4 以下 施工前及び材料変更時 

 

 

・ 火成岩類を粉砕した石粉を用い

る場合に適用する。 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

○ 

製鋼スラグの 

水浸膨張性試験 

舗装調査・試験法便覧 

A018 

[2]－94 

水浸膨張比：2.0%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

製鋼スラグの 

密度及び 

吸水率試験  

JIS A 1110  SS  

表乾密度：2.45g/cm3以上  

吸水率 ：3.0%以下 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

粗骨材のすりへ

り試験  

JIS A 1121 すり減り量 

 砕石 ：30%以下  

CSS ：50%以下  

SS  ：30%以下 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 

硫酸ナトリウム

による骨材の 

安定性試験   

JIS A 1122 損失量：12%以下 施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○  

針入度試験  JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

軟化点試験  JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3  

施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

伸度試験  JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3  

施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

トルエン可溶分

試験  

 

JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

引火点試験  JIS K 2265－1～4 

 

 

舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3 

施工前及び材料変更時 

 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

薄膜加熱試験  JIS K 2207 

 

舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3 

施工前及び材料変更時 

 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

蒸発後の針入度

比試験  

JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

密度試験  JIS K 2207 舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 ○ 

タフネス・テナ

シティ試験 

舗装調査・試験法便覧 

A057 

[2]－289 

舗装施工便覧（平成18年版）参照 

・ポリマ－改質アスファルト：表3.3.3 

施工前及び材料変更時 

 

・使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

アスファルト 

舗装（再生アスフ

ァルト舗装含む） 

（注） 

アスファルト混

合物事前審査制

度の認定を受け

た混合物につい

ては、種別の「材

料」、「プラント」

に係る品質試験

を省略できるも

のとする。 

プ ラ ン
ト 

 

必須 配合試験及び 

試験練り 

加熱骨材ふるい分け試験 

アスファルト抽出試験 

マーシャル安定度試験 

密度試験・空隙率試験 

飽和度試験・フロー値試

験・プラント温度管理・ 

混合時間など 

 

設計図書及び室内配合試験による。 施工前及び材料変更時 

※ 

試験練り時においては、マーシャル試験及

び密度試験は、公的機関等による品質試験の

対象とする。 

・ 使用量が50t未満の場合は、使

用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 
 

粒度（2.36mmフ

ルイ） 

舗装調査・試験法便覧 

A003 

[2]－16 

2.36mmふるい：±12%以内基準密度 

再生アスの場合、2.36㎜：±15％以内印字記

録による場合は、舗装再生便覧表-2.9.3によ

る。 

定期的または随時 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

省略できるものとする。 
○ 

粒度（75μmフ

ルイ） 

舗装調査・試験法便覧 

A003 

[2]－16 

75μmふるい   ：±5%以内基準密度 

再生アスの場合、75μm：±6％以内印字記録

による場合は、舗装再生便覧表-2.9.3による。 

定期的または随時 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

省略できるものとする。 ○ 

アスファルト

量 

舗装調査・試験法便覧 

G028 

 

アスファルト量：±0.9％以内 

再アス処理の場合、アスファルト量：1.2％以

内印字記録による場合は、再生舗装技術指針

表-8.10による。 

定期的または随時 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

省略できるものとする。 
○ 

アスファルト

量抽出粒度分

析試験 

舗装調査・試験法便覧 

G028 

[4]－318 

アスファルト量 ：±0.9%以内 定期的または随時 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

省略できるものとする。 
○ 

温度測定（アス

ファルト・骨

材・混合物） 

JIS Z 8710 

温度計による。 

配合設計で決定した混合温度 随時 ・ 使用量が50t未満の場合は、 

省略できるものとする。 ○ 

マーシャル 

安定度試験 

舗装調査・試験法便覧 

B001 

設計図書による。 ・施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

使用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 

 

基準密度試験 舗装調査・試験法便覧 

B008 

 ・施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

使用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 

 

その他 
 

 

動的安定度試

験 

舗装調査・試験法便覧 

B003 [3]-44 

設計図書による。 

 

施工前（試験練り時）及び250ｔにつき１回 

例  

50ｔ～250ｔ未満         施工前のみ実施  

250ｔ～500ｔ未満    施工前＋１回 

500ｔ～750ｔ未満   施工前＋２回 

 

※ 公的機関等による品質試験の対象とする。 

・ 使用量が50t未満の場合は、 

使用実績のある試験成績表の提

出に代えることができるものと

する。  

水浸ホイール

トラッキング

試験 

舗装調査・試験法便覧 

B004 [3]－65 

設計図書による。 

 

設計図書による。 

 

アスファルト混合物の耐剥離性の

確認  

 

 

○ 

ラベリング試

験 

 

舗装調査・試験法便覧 

B002 [3]－18 

設計図書による。 

 

設計図書による。 

 

アスファルト混合物の耐磨耗性の

確認  

 

 

○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

アスファルト 

舗装（再生アスフ

ァルト舗装含む） 

 

舗設 
現場 
 

必須 現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 
B008 
[3]－218 

表層・基層 
基準密度の94%以上。 
X10   96%以上 
X4～6   96%以上 
X3    96.5%以上 

アスファルト安定処理 
基準密度の93%以上。 
X10   95% 以上 
X4～6   95.5%以上 
X3    96.5%以上 

歩道舗装 
 基準密度90％以上 
  X⒑   90％  以上 
  X4～6  90.5％以上 
  X3    91％  以上 

・1,000㎡につき１個 
例 

500㎡～1,000㎡未満     ３個 
1,000㎡～2,000㎡未満    ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ３＋１＝４個 
3,000㎡～4,000㎡未満    ４＋１＝５個 

 
※ 
 公的機関等による品質試験の対象とする。 

・締固め度は、個々の測定値が規
格値の基準密度以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
は以下を満足するものとする。 

・ 締固め度は、10個の測定値の平
均値X10が合格判定値を満足する
のが、望ましいが、10個の測定値
が得がたい場合は３個の測定値の
平均値X3が合格判定値を満足して
いなければならない。 
・ X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに３個のデータを加えた
平均値X4～6が合格判定値を満足
していればよい。 
・ 施工面積が500m2未満の場合は、
異常が認められた場合に行うもの
とする。 

 

温度測定（初期
締固め前） 

温度計による。 
JIS Z 8710 

110℃以上 随時 測定値の記録は、１日４回（午前・
午後各２回） 

 

混合物のアスフ
ァルト抽出試験 

舗装調査・試験法便覧 
G028 

表層・基層 
アスファルト量 ±0.9%以内 
X10   ±0.55％以内         
X4～6  ±0.50％以内 
X3   ±0.50％以内 

アスファルト安定処理 
 アスファルト量 ±1.2%以内 
X10   －0.8％以上         
X4～6  －0.8％以上  
X3   －0.7％以上 

・250ｔにつき１個 
例 
    50ｔ～250ｔ未満    ３個 

250ｔ～500ｔ未満    ３個注 
     注（250ｔに満たないため） 
500ｔ～750ｔ未満   ３＋１＝４個 

  
※ 
 公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

最低3個の測定値の平均値X3が
合格判定値を満足していなけれ
ばならない。 
・ X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに３個のデータを加えた
平均値X4～6が合格判定値を満足
していればよい。 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、異

常が認められた場合に行うもの

とする。 

 

混合物の骨材 

粒度分析試験 

舗装調査・試験法便覧 

G028 

 

表層・基層 

2.36mmふるい：±12％以内 

X10  ±8.0%以内  

X4～6 ±7.5%以内  

X3   ±7.0%以内          

75μmふるい：±5％以内 

X10  ±3.5%以内 

X4～6 ±3.5%以内 

X3   ±3.0%以内 

アスファルト安定処理 

 2.36mmふるい：±15％以内 

X10  ±10.0%以内  

X4～6 ±9.5%以内  

X3   ±8.5%以内          

75μmふるい：±6％以内 

X10  ±4.0%以内  

X4～6 ±4.0%以内 

X3   ±3.5%以内 

・250ｔにつき１個 
例 
    50ｔ～250ｔ未満    ３個 

250ｔ～500ｔ未満    ３個注 
     注（250ｔに満たないため） 
500ｔ～750ｔ未満   ３＋１＝４個 

  
※ 
 公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

最低3個の測定値の平均値X3が
合格判定値を満足していなけれ
ばならない。 
・ X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに３個のデータを加えた
平均値X4～6が合格判定値を満足
していればよい。 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、異

常が認められた場合に行うもの

とする。  

外観検査（混合
物） 

目視  随時  
 

その他 すべり抵抗試験 舗装試験法便覧  

S021 

[1]－101 

設計図書による。 設計図書による。  
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

グースアスファ
ルト舗装 
（注）  
アスファルト混
合物事前審査制
度の認定を受け
た混合物につい
ては、種別の「材
料」、「プラント」
に係る品質試験
を省略できるも
のとする。 
  
 

材料 
 

必須 骨材のふるい分
け試験  
 

JIS A 1102 JIS A 5001 表２参照 施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

骨材の密度及び
吸水率試験  

JIS A 1109   
JIS A 1110 

表層・基層 
 表乾密度           ：2.45g/cm3以上 
吸水率            ：3.0%以下 

施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

骨材中の粘土塊
量の試験  
 

JIS A 1137 粘土、粘土塊量      ：0.25%以下 施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

粗骨材の形状試
験 

舗装調査・試験法便覧 
A008 
[2]－51 

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

フィラーの粒度
試験  
 

JIS A 5008 舗装施工便覧3.3.17による。 施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

フィラーの水分
試験  
 

JIS A 5008 １%以下 施工前及び材料変更時 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

その他 
 

粗骨材のすりへ
り試験  

JIS A 1121 30%以下 施工前及び材料変更時 
 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験   

JIS A 1122 損失量：12%以下 施工前及び材料変更時 
 
 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 ○ 

針入度試験  
 

JIS K 2207 15～30(1/10mm) 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

軟化点試験  
 

JIS K 2207 58～68℃ 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

伸度試験  
 

JIS K 2207 10㎝以上（25℃） 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

トルエン可溶分
試験  

JIS K 2207 86～91% 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

引火点試験  
 

JIS K 2265-1～4 240℃以上 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

蒸発質量変化率
試験  

JIS K 2207 0.5%以下 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 

○ 

密度試験  
 

JIS K 2207 1.07～1.13g/cm3 施工前及び材料変更時 
 

・ 規格値は、石油アスファルト（針
入度20～40）にトリニダット 
レイクアスファルトを混合したも
のの性状値である。 
 
 

○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

グースアスファ
ルト舗装 
（注）  

アスファルト混

合物事前審査制

度の認定を受け

た混合物につい

ては、種別の「材

料」、「プラント」

に係る品質試験

を省略できるも

のとする。 

プラン
ト 
 

必須 
 

配合試験及び 
試験練り 

貫入試験 
リュエル流動性試験 
動的安定度試験・ 
加熱骨材ふるい分け試験 
アスファルト抽出試験 
曲げ試験 
など 

 施工前及び材料変更時  

 

貫入試験40℃ 舗装調査・試験法便覧 
C001 
[3]－402 

貫入量（40℃）目標値  
 表層：1～4mm  
 基層：1～6mm 

施工前及び材料変更時 
 

 
○ 

リュエル流動性
試験240℃ 

舗装調査・試験法便覧 
C002 
[3]－407 

3～20秒（目標値） 施工前及び材料変更時 
 

 
○ 

動的安定度試験 舗装調査・試験法便覧 
B003 
[3]－44 

300以上 施工前（試験練り時）及び材料変更時 
 
※  
公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

 

曲げ試験 舗装調査・試験法便覧 
B005 
[3]－79 

破断ひずみ（-10℃、50mm/min）8.0×10-3以上 施工前及び材料変更時  
○ 

粒度（2.36mmフ
ルイ） 

舗装調査・試験法便覧 
A003 
[2]－16 

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 定期的または随時 
 
印字記録の場合：全数 
または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 
 

 

○ 

粒度（75μmフル
イ） 

舗装調査・試験法便覧 
A003 

[2]－16 

75μmふるい   ：±5%以内基準粒度 定期的または随時 
 
印字記録の場合：全数 
または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 
 

 

○ 

アスファルト量
抽出粒度分析試
験 
 

舗装調査・試験法便覧 
G028 
[4]－318 

アスファルト量：±0.9%以内 定期的または随時 
 
印字記録の場合：全数 
または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 
 

 

○ 

温度測定（アス
ファルト・骨
材・混合物） 
 

温度計による。 
JIS Z 8710 

アスファルト：220℃以下 
石 粉：常温～150℃ 

随時  

○ 

舗 設 現
場 

必須 温度測定（初期
締固め前） 
 

温度計による。 
JIS Z 8711 

  随時 測定値の記録は、１日４回（午
前・午後各２回）  

埋戻工及び 

盛土工 

（建設発生土） 

 

材料 必須 土の粒度試験  JIS A 1204 埋戻 

最大粒径 一般 50 ㎜以下 

管廻り 25 ㎜以下 

75μｍふるい通過百分率 

            25％以下 

盛土 

 最大粒径   

設計図書による。 

 75μｍふるい通過百分率 

      設計図書による。 

施工前及び 1,000m3につき 1回 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満     施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 

※ 

 公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が 100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 



 

請負工事品質管理基準     
                                

 - 37 -

 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

埋戻工及び 

盛土工 

（建設発生土） 

 

材料 必須 発生土CBR試験 注） 
発生土CBRとは、自然含水
状態の試料土を15㎝モー
ルドに3層に分けていれ、
各層67回ずつ突き固めて
4日間水浸した後測定し
たCBR値をいう。なお、試
料採取地点の現地盤が2
種類以上の異なる土質か
ら構成されている場合
は、その構成比に合わせ
て混合した土を試料土と
する。 
（JIS A 1211に準拠） 

埋戻・道路一般及び管廻り 
発生土CBR  8％以上 

盛土・道路路床部 
   発生土CBR  6％以上 
盛土・道路路体部 
   発生土CBR  設計図書による。 

 

施工前及び1,000m3につき１回 
例 
  100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 
１回当りの供試体数は、３個とする。 
 
※ 
 公的機関等よる品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
 

 

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 施工前及び1,000m3につき１回 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※ 
 公的機関等よる品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
 

 

締固めた土のコ
－ン指数試験 

JIS A 1228 
※一層ごとの突き固め回
数は、25回とする。 

埋戻・道路一般及び管廻り 
   コ－ン指数 800KN/㎡以上 

施工前及び1,000m3につき１回 
例 
  100ｍ3～1,000ｍ3 未満   施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

１回当りの供試体数は、２個とする。 
※  
公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 

 

 

施工 
    

必須 現場密度の測定 最大粒径≦53mm 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm 

JIS A 1210 A・B法 

 

 

 

車道部 

路体：最大乾燥密度の85%以上 

路床：最大乾燥密度の90%以上 

歩道部 

    最大乾燥密度の85%以上 

その他 

設計図書による。 

車道部 

 路床以外の場合、1,000ｍ3につき１回 

 例 

    100ｍ3～1,000ｍ3未満     １回 

  1,000ｍ3～2000ｍ3未満   １回注 

        注（1,000ｍ3に満たないため） 

  2,000ｍ3～3,000ｍ3未満     １＋１＝２回  

 

路床の場合、500m3につき１回 

例 

     100ｍ3～500ｍ3  未満        １回 

   500ｍ3～1,000ｍ3未満   １回注 

          注（500ｍ3に満たないため） 

 1,000ｍ3～1,500ｍ3未満   １＋１＝２回 

１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低

値で判定を行う。 

歩道部 （車道部に準じる。）  

左記の規格値を満たしていて

も、規格値を著しく下回っている

点が存在した場合は、監督員と協

議の上で、（再）転圧を行うもの

とする。 

埋戻土量及び盛土土量（締固め

後土量）が、100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

 

プルーフローリ

ング 

舗装調査・試験法便覧 

G023 

[4]－288 

 路床仕上げ後全幅、全区間について実施す

る。 ただし、現道打換工事、仮設用道路維持

工事は除く。 

・ 確認試験である。 

・ 但し、荷重車については、施工

時に用いた転圧機械と同等以上

の締固め効果を持つローラやト

ラック等を用いるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

埋戻工及び 
盛土工 
（建設発生土） 

施工 その他 平板載荷試験 

 

JIS A 1215 設計図書による。 
 

各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行
う。 

・ 確認試験である。 
・ セメントコンクリート舗装の路
床に適用する。 

 

現場CBR試験  
 
 

JIS A 1222 設計図書による。 
 

各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行
う。 

確認試験である。 
  

含水比試験  
 
 

JIS A 1203 設計図書による。 
 

降雨後または、含水比の変化が認められたと
き。 

確認試験である。 
  

コーン指数の測
定 
 

舗装調査・試験法便覧 
S044 
[1]-273 

設計図書による。 
 

トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 
  

たわみ量 舗装調査・試験法便覧 
S046 
[1]－284 

設計図書による。 
 

プルーフローリングでの不良個所について実
施。 

確認試験である。 
  

埋戻工及び 
盛土工 
（改良土） 

材料 必須 
     
     

土の粒度試験  JIS A 1204 最大粒径 道路一般  50㎜以下 
管廻り   25㎜以下 

75μｍふるい通過百分率 
            25％以下 
 

施工前及び1,000m3につき１回 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満  施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満  施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 
※  
公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
 

 

標準CBR試験 注） 
標準 CBR は、改良土を安
定させた後、試料土を
15㎝モールドに 3層に
分けていれ、各層 42回
ずつ突き固めて 6日間
室内養生し、4日間水浸
した後、測定した CBR 値
をいう。 
 

標準CBR値 10％以上 施工前及び1,000m3につき１回 
例 

 100ｍ3～1,000ｍ3 未満  施工前のみ実施 
1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

１回当りの供試体数は、３個とする。 
 
※  
公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
 

 

締固めた土のコ
－ン指数試験 

JIS A 1228 
※一層ごとの突き固め回
数は、25回とする。 

埋戻・道路一般及び管廻り 
   コ－ン指数 800KN/㎡以上 

施工前及び1,000m3につき１回 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

１回当りの供試体数は、２個とする。 
 
※  
公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
 

 

特定有害物質の 
土壌溶出量基準 
及び土壌含有量 
基準  

土壌の汚染に係る環境基
準について」（平成 3年 8
月 23 日付 環告 46号 
（以下 環境基準とい
う。））に測定方法及び 
「土壌含有量調査に係る
測定方法を定める件」（平
成15年3月6日付 環境
告 19号）に定める特定有
害物質の種類毎に含有量
測定基準に定める測定方
法。 
 

溶出量： 
環境基準に掲げる環境上の条件（溶出基準）に
適合すること。 
含有量： 
土壌汚染対策法施行規則「別表第三」の下欄に
掲げる要件（含有量基準）に該当すること。 
 

土質改良プラントが、実施した品質管理結果
（品質証明書類）で、代替できるものとする。 

 

 
○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

埋戻工及び 
盛土工 
（改良土） 

施工 必須 現場密度の測定 最大粒径≦53mm 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm 
JIS A 1210 A・B法 
 
 

道路一般： 
標準CBR試験時の乾燥密度の90％以
上。 

管廻り： 
標準CBR試験時の乾燥密度の85％以
上。 

路床以外の場合、1,000ｍ3につき１回 
 例 
    100ｍ3～1,000ｍ3未満   １回 
  1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   １回注 

        注（1,000ｍ3に満たないため） 
  2,000ｍ3～3,000ｍ3未満   １＋１＝２回 
 
路床の場合、500m3につき１回 
例 

     100ｍ3～ 500ｍ3  未満    １回 
   500ｍ3～1,000ｍ3未満   １回注 

          注（500ｍ3に満たないため） 
 1,000ｍ3～1,500ｍ3未満   １＋１＝２回 
１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最低

値で判定を行う。 
 
 

埋戻土量及び盛土土量（締固め
後土量）が、100m3未満の場合は、
省略できるものとする。 

 

プルーフローリ
ング 

舗装調査・試験法便覧 
G023 
[4]－288 

 路床仕上げ後全幅、全区間について実施す
る。 ただし、現道打換工事、仮設用道路維持
工事は除く。 

・ 確認試験である。 
・ただし、荷重車については、施

工時に用いた転圧機械と同等
以上の締固効果を持つローラ
やトラック等を用いるものと
する。 

 

 

その他 平板載荷試験  JIS A 1215  各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で
行う。 

・確認試験である。 
・セメントコンクリート舗装の路
床に適用する。 

 

 

現場CBR試験  
 

JIS A 1222 設計図書による。 
 

各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で
行う。 

確認試験である。 
 
 

 

含水比試験  
 

JIS A 1203 設計図書による。 
 

降雨後又は、含水比の変化が認められたとき 確認試験である。 
 
 

 

コーン指数の測
定 

舗装調査・試験法便覧 
S044 
[1]-273 

設計図書による。 
 

トラフィカビリティが悪いとき 確認試験である。 
 
 

 

たわみ量 舗装調査・試験法便覧 
S046 
[1]-284 

設計図書による。 
 

プルーフローリングでの不良個所について実
施 

確認試験である。 
 
 

 

埋戻工及び 
盛土工 
（管廻り〈管頂部
まで〉 
溶融スラグ 

骨材） 

材料 必須 表乾密度及び 
吸水率試験 

JIS A 1109 表乾密度：2.45g/cm３以上 
吸水率 ：3.0％  以下 

溶融スラグ骨材製造者が、実施した品質管理結
果（品質証明書類）で、代替できるものとする。 
 

 
○ 

水締CBR試験 注） 
水締 CBR とは、ろ紙を敷
いたモールドに水を混
ぜて飽和させた試料（砂
等）を全厚が、15 ㎝に
なるようにいれ、その上
にろ紙及び自重５㎏の
軸付き有孔板を乗せ、モ
ールドの周囲を木槌で
たたいて落ちつかせ、大
気中に 15 分間放置して
測定した CBR 値をいう。 
 
 
 
 

水締CBR値 ：2％以上 施工前及び1,000m3につき１回 
例 
   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 
2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

１回当りの供試体数は、２個とする。 
 
※ 
公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省
略できるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 
埋戻工及び 
盛土工 
（管廻り〈管頂部
まで〉 
溶融スラグ 

骨材） 

材料 必須 有害物質の 

溶出量 

及び含有量 

 

土壌の汚染に係る環境基

準について」（平成 3年 8

月 23 日付 環告 46号 

以下 環境基準という。）

に定める測定方法及び 

JIS K 0058-２に定める含

有量試験方法 

 

溶出量： 

JIS A 5032 に定める溶出量基準 

含有量： 

JIS A 5032 に定める含有量基準 

 

溶融スラグ骨材製造者が、実施した品質管理

結果（品質証明書類）で、代替できるものとす

る。 

 

○ 

骨材のふるい分

け試験  

JIS A 1102 設計図書による。 溶融スラグ骨材製造者が、実施した品質管理

結果（品質証明書類）で、代替できるものとす

る。 

 

○ 

埋戻工及び 

盛土工 

（購入土： 

砂系、土系） 

 

材料 その他 土の粒度試験  JIS A 1204 設計図書による。  施工前及び1,000m3につき１回 

例 
 100ｍ3～1,000ｍ3 未満   施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧 

E001 

修正CBR：20％以上 

 

施工前及び1,000m3につき１回 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満   施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

水締CBR試験 注） 

溶融スラグ骨材の項 

と同じ。 

設計図書による。 

 

施工前及び1,000m3につき１回 

例 

   100ｍ3～1,000ｍ3 未満    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

１回当りの供試体数は、２個とする。 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

土の液性限界・

塑性限界試験  

 

 

JIS A 1205 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 
○ 

土の一軸圧縮試

験  

 

 

JIS A 1216 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 
 

土の三軸圧縮試

験 

地盤材料試験の方法と解

説 

設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

土の圧密試験  

 

JIS A 1217 設計図書による。 施工前及び土質の変化した時 使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

 

 

土のせん断試験 土質試験の方法と解説 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

埋戻工及び 

盛土工 

（購入土： 

砂系、土系） 

 

材料 その他 

 

土の透水試験  

 

 

JIS A 1218 設計図書による。 施工前及び土質の変化した時 使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。  

土の締固め試験 JIS A 1210  施工前及び土質の変化した時 

 

※ 

 公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

使用量が100m3未満の場合は、省

略できるものとする。 

 

施工 必須 現場密度の測定 最大粒径≦53mm 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm 

JIS A 1210 A・B法 

 

 

車道部 

路体：最大乾燥密度の85%以上 

路床：最大乾燥密度の90%以上 

歩道部 

    最大乾燥密度の85%以上 

その他 

設計図書による。 

車道部 

 路床以外の場合、1,000ｍ3につき１回 

 例 

    100ｍ3～1,000ｍ3未満   １回 

  1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   １回注 

        注（1,000ｍ3に満たないため） 

  2,000ｍ3～3,000ｍ3未満   １＋１＝２回 

 

路床の場合、500m3につき１回 

例 

     100ｍ3～500ｍ3  未満    １回 

   500ｍ3～1,000ｍ3未満   １回注 

          注（500ｍ3に満たないため） 

 1,000ｍ3～1,500ｍ3未満   １＋１＝２回 

１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最

低値で判定を行う。 

歩道部 （車道部に準じる。）  

 

左記の規格値を満たしていて

も、規格値を著しく下回っている

点が存在した場合は、監督員と協

議の上で、（再）転圧を行うもの

とする。 

埋戻土量及び盛土土量（締固め

後土量）が、100m3未満の場合は、

省略できるものとする。 

 

プルーフローリ

ング 

舗装調査・試験法便覧 

G023 

[4]－288 

 

 

路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。 

但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除

く。 

 

 

・確認試験である。・但し、荷重車

については、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固効果を持つ

ローラやトラック等を用いるもの

とする。 

 

 

その他 平板載荷試験  JIS A 1215 設計図書による。 各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行

う。 

 

 

・確認試験である。 

・セメントコンクリート舗装の路

床に適用する。 
 

現場CBR試験  

 

JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行

う。 

 

 

確認試験である。 

 

含水比試験  

 

JIS A 1203 設計図書による。 降雨後又は、含水比の変化が認められたとき。 

 

 

確認試験である。 

 

コーン指数の測

定 

舗装調査・試験法便覧 

S044 

[1]－273 

 

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 

 

たわみ量 舗装調査・試験法便覧 

S046 

[1]-284 

 プルーフローリングでの不良個所について実

施 

 

 

確認試験である。 
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 工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

河川土工 

（築堤） 

材料 

 

必須 

 

 

 

土の粒度試験  JIS A 1204 最大寸法： 

50㎜以下 

75μｍふるい通過百分率： 

     15％以上50％以下 

 

施工前及び1,000m3につき１回 
例 
 1,000ｍ3 未満                    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 

※ 

公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

省略限度は、設計図書による。 

 

土の三軸圧縮試

験 

地盤材料試験の方法と解

説 

設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

省略限度は、設計図書による。 

 

その他 土の液性限界・

塑性限界試験  

 

 

JIS A 1205 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 省略限度は、設計図書による。 

○ 

土の一軸圧縮試

験  

 

 

JIS A 1216 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

省略限度は、設計図書による。 

 

土の圧密試験  

 

 

JIS A 1217 設計図書による。 施工前及び土質の変化した時 省略限度は、設計図書による。 
 

 

土のせん断試験 土質試験の方法と解説 設計図書による。 

 

施工前及び土質の変化した時 

 

 

省略限度は、設計図書による。 

 

土の透水試験  

 

 

JIS A 1218 設計図書による。 施工前及び土質の変化した時 省略限度は、設計図書による。 

 

土の締固め試験 JIS A 1210  施工前及び1,000m3につき１回 
例 
 1,000ｍ3 未満                    施工前のみ実施 

1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   施工前＋１回 

2,000ｍ3～3,000ｍ3未満  施工前＋２回 

 

※ 

公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

省略限度は、設計図書による。 

 

施工 必須 現場密度の測定 最大粒径≦53mm 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm 

JIS A 1210 A・B法 

 

 

最大乾燥密度の90%以上 

 

・1,000ｍ3につき１回 

 例 

    100ｍ3～1,000ｍ3未満   １回 

  1,000ｍ3～2,000ｍ3未満   １回注 

        注（1,000ｍ3に満たないため） 

  2,000ｍ3～3,000ｍ3未満   １＋１＝２回 

 

１回の試験につき３孔で測定し、３孔の最

低値で判定を行う。 

 

 

 

省略限度は、設計図書による。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

河川土工 

（築堤） 

施工 必須 含水比試験  

 

 

JIS A 1203 設計図書による。 設計図書による。 省略限度は、設計図書による。 

 

その他 平板載荷試験  

 

 

JIS A 1215 設計図書による。 

 

設計図書による。 

 

確認試験である。 

  

現場CBR試験  

 

 

JIS A 1222 設計図書による。 設計図書による。 確認試験である。 

  

コーン指数の測

定 

舗装調査・試験法便覧 

S044 

[1]－273 

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 

  

たわみ量 舗装調査・試験法便覧 

S046 

[1]－284 

設計図書による。 設計図書による。 確認試験である。 

  

路床安定処理工 

 

材料 必須 CBR試験 舗装調査・試験法便覧 

F031、F032 

[4]－277、[4]－230 

設計図書による。 施工前及び土質の変化したとき。 

CBR試験は、配合設計CBRとする。 

 

※ 

 公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

安定処理対象路床が100m3未満

の場合省略できるものとする。 

 
 

土の締固め試験  JIS A 1210 設計図書による。 施工前及び土質の変化したとき。 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

安定処理対象路床が100m3未満

の場合省略できるものとする。 

  

施工 必須 

 

 

現場密度の測定 最大粒径≦53mm 

JIS A 1214 

最大粒径＞53mm 

JIS A 1210 A・B法 

最大乾燥密度の90%以上 1000ｍ２につき１個 

ただし、500m2以上の工事は１工事当り３個以
上。 
例  

500㎡～1,000㎡未満        ３個 
1,000㎡～2,000㎡未満    ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ３＋１＝４個 
3,000㎡～4,000㎡未満    ４＋１＝５個 
 

安定処理対象路床が500m2未満

の場合は、異常が認められたとき

行うものとする。 

 

プルーフローリ

ング 

舗装調査・試験法便覧 

G023 

[4]－288 

 路床仕上げ後、全幅、全区間について実施す

る。 ただし、現道打換工事、仮設用道路維持

工事は除く。 

・確認試験である。 

但し、荷重車については、施工

時に用いた転圧機械と同等以上

の締固め効果を持つローラやト

ラック等を用いるものとする。 

 

 

その他 平板載荷試験  JIS A 1215 設計図書による。 

 

各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行

う。 

・確認試験である。 

・セメントコンクリートの路床に

適用する。 

 

 

現場CBR試験  

 

JIS A 1222 設計図書による。 

 

各車線ごとに延長40mについて１箇所の割で行

う。 

確認試験である。 
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 工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

路床安定処理工 

 

施工 その他 含水比試験  

 

JIS A 1203 設計図書による。 

 

降雨後または、含水比の変化が認められたと

き。 

確認試験である。 

 
 

コーン指数の測

定 

舗装調査・試験法便覧 

S044 

[1]－273 

設計図書による。 

 

トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 

  

たわみ量 舗装調査・試験法便覧 

S046 

[1]－284 

設計図書による。 

 

プルーフローリングでの不良個所について実

施 

確認試験である。 

  

粉体噴射攪拌工、

高圧噴射攪拌工、

スラリ－攪拌工 

施工 必須 土の一軸圧縮試

験  

(改良体の強度) 

JIS A 1216 ① 各供試体の試験結果は改良地盤設計強度

の85%以上 

② １回の試験結果は改良地盤設計強度以上。

なお、１回の試験とは３個の供試体の試験

値の平均値で表したもの 

改良体500本未満は3本、500本以上は250本増え

るごとに１本追加する。試験は１本の改良体に

ついて、上、中、下それぞれ１回、計３回とす

る。ただし、１本の改良体で設計強度を変えて

いる場合は、各設計強度毎に３回とする。現場

の条件、規模等により上記によりがたい場合は

監督員の指示による。 

※ 公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

 

中層混合処理 

＊全面改良の場

合に適用。 

混合処理改良体

（コラム）を造成

するには適用し

ない。 

材料 

 

必須 土の含水比試験 

 

JIS A 1203 設計図書による。 

 

土質の変化したとき必要に応じて実施する。 
 

 

 
 

土の湿潤密度試

験  

JIS G 0191 

 

 
 

テーブルフロー

試験 

JIS R 5201  
 

土の一軸圧縮試

験（改良体の強

度） 

JIS A 1216  

 

その他 土粒子の粒度試

験  

JIS A 1202  
 

土の粒度試験  JIS A 1204  

 
 

土の液性限界・

塑性限界試験  

JIS A 1205  
 

土の一軸圧縮試

験 

JIS A 1216 

 

 
 

土の圧密試験 JIS A 1217  

 
 

土懸濁液のpH試

験  

JIS 0211 有機質土の場合は必要に応じて実施する。 

 

 
 

土の強熱減量試

験 

JIS 0221  

 
 

施工 必須 深度方向の品質

確保（均質性） 

試料採取器またはボーリ

ングコアの目視確認 

採取した試料のフェノールフタレイン反応試

験による均質性の目視確認 

1,000m3～4,000m3につき１回の割合で行う。 

試料採取器またはボーリングコアで採取され

た改良体上、中、下において連続されて改良さ

れていることをフェノールフタレイン反応試

験により均質性を目視確認する。 

現場の条件、規模等により上記によりがたい場

合は監督員の指示による。 

１．実施頻度は、監督員との協議

による。 

２．ボーリング等により供試体を

採取する。  

土の一軸圧縮試

験（改良体の強

度） 

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の

85%以上 

②１回の試験結果は改良地盤設計強度以上 

なお、１回の試験とは３個の供試体の試験値の

平均値で表したもの 

1,000m3～4,000m3につき１回の割合で行う。 

試験は、改良体について上、中、下それぞれ１

供試体で１回とする。 

現場条件、規模等により上記によりがたい場合

は監督員の指示による。 

実施頻度は、監督員との協議によ

る。 
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 工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

排水性舗装工・ 

透水性舗装工 

（注） 

アスファルト混

合物事前審査制

度の認定を受け

た混合物につい

ては、種別の「材

料」、「プラント」

に係る品質試験

を省略できるも

のとする。 

 

材料 

 

必須 骨材のふるい分

け試験  

 

 

JIS A 1102 土木工事標準仕様書による。 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

骨材の密度及び

吸水率試験  

 

 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS） 

表乾比重 ：2.45以上  

吸水率  ：3.0%以下 

施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

骨材中の粘土塊

量の試験  

 

 

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

粗骨材の形状試

験 

 

 

舗装調査・試験法便覧 

A008 

[2]－51 

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

フィラーの粒度

試験 

 

  

JIS A 5008 舗装施工便覧（平成18年版） 

表3.3.17による。 

施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

フィラーの水分

試験 

 

  

JIS A 5008 １%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

その他 フィラーの 

塑性指数試験  

 

 

JIS A 1205 ４以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

フィラーの 

フロー試験 

舗装調査・試験法便覧 

A016 

[2]－83 

 

50%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

製鋼スラグの 

水浸膨張性試験 

舗装調査・試験法便覧 

A018 

[2]－94 

 

水浸膨張比：2.0%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

粗骨材のすりへ

り試験  

 

 

JIS A 1121 砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）： 

30%以下 

施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

硫酸ナトリウム

による骨材の 

安定性試験 

JIS A 1122 

 

 

 

損失量：12%以下 施工前及び材料変更時 ・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
○ 

針入度試験 JIS K 2207 

 

 

 

40(1/10mm）以上 施工前及び材料変更時 ・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 ○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

排水性舗装工・ 

透水性舗装工 

（注） 

アスファルト混

合物事前審査制

度の認定を受け

た混合物につい

ては、種別の「材

料」、「プラント」

に係る品質試験

を省略できるも

のとする。 

 

材料 

 

その他 軟化点試験  

 

 

 

JIS K 2207 80.0℃以上 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

伸度試験  

 

 

 

JIS K 2207 50cm 以上（15℃） 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

引火点試験  

 

 

 

JIS K 2265－1～4 260℃以上 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

薄膜加熱質量変

化率  

 

 

JIS K 2207 0.6%以下 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

薄膜加熱針入度

残留率  

 

 

JIS K 2207 65%以上 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

タフネス・テナ

シティ試験 

舗装調査・試験法便覧 

A057 

[2]－289 

 

タフネス：20N・m 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

密度試験  

 

 

 

JIS K 2207   施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 
○ 

プ ラ ン

ト 

 

必須 

 

配合試験及び 

試験練り 

加熱骨材ふるい分け試験 

アスファルト抽出試験 

マーシャル安定度試験 

動的安定度試験 

密度試験・空隙率試験 

残留安定度試験 

透水係数試験 

プラント温度管理・ 

混合時間など 

 

 設計図書及び室内配合試験による 施工前及び材料変更時 

 

※ 

試験練り時においては、マーシャル試験、

密度試験は、公的機関等による品質試験の対

象とする。 

・ 使用量が50t未満の場合は、使

用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 
 

 
 

粒度（2.36mmフ

ルイ） 

舗装調査・試験法便覧 

A003 

[2]－16 

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 定期的または随時 

 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 ○ 

粒度（75μmフル

イ） 

 

 

舗装調査・試験法便覧 

A003 

[2]－16 

75μmふるい  ：±5%以内基準粒度 定期的または随時 

 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 

○ 
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工種 種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
試験成績表等 
による確認 

排水性舗装工・ 

透水性舗装工 

（注） 
アスファルト混
合物事前審査制
度の認定を受け
た混合物につい
ては、種別の「材
料」、「プラント」
に係る品質試験
を省略できるも
のとする。 

プ ラ ン

ト 

 

必須 

 

アスファルト量

抽出粒度分析試

験 

舗装調査・試験法便覧 

G028 

[4]－318 

アスファルト量 ±0.9%以内 定期的または随時 

 

印字記録の場合：全数 

または、抽出・ふるい分け試験１～２回／日 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

 ○ 

温度測定（アス

ファルト・骨

材・混合物） 

 

 

温度計による。 配合設計で決定した混合温度 随時 ・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 

○ 

マーシャル 

安定度試験 

 

 

舗装調査・試験法便覧 

B001 

設計図書による。 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合は、使

用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 

 

基準密度試験 舗装調査・試験法便覧 

B008 

 

 

 施工前及び材料変更時 

 

・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
 

動的安定度試験 舗装調査・試験法便覧 

B003 

設計図書による。 

※排水性舗装に適用する。 

施工前（試験練り時）及び250ｔにつき１回 
例  
   50ｔ～250ｔ未満    施工前のみ実施 

250ｔ～500ｔ未満    施工前＋１回 
500ｔ～750ｔ未満   施工前＋２回 
 

※ 

公的機関等による品質試験の対象とする。 

 

・ 使用量が50t未満の場合は、使

用実績のある試験成績表の提出

に代えることができるものとす

る。 
  

空隙率 舗装調査・試験法便覧 

B011 

 

 

排水性舗装 20％程度 

透水性舗装 12％以上 

施工前及び材料変更時 ・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
 

透水係数試験 舗装調査・試験法便覧 

B012 

 

 

1×10－２（cm／sec）以上 施工前及び材料変更時 ・ 使用量が50t未満の場合 

省略できるものとする。 
 

その他 水浸ホイールト

ラッキング試験 

 

 

 

舗装調査・試験法便覧 

B002 

[3]－65 

 

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性

の確認。 

○ 

ラベリング試験 舗装調査・試験法便覧 

B002 

[3]－18 

 

 

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐磨耗性

の確認  

○ 

カンタブロ試験 舗装調査・試験法便覧 

B010 

[3]－110 

 

 

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の骨材飛散

抵抗性の確認  

○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

排水性舗装工・ 

透水性舗装工 

 

 

舗設 

現場 

 

必須 

 

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 

B008 

[3]－224 

排水性舗装 

基準密度の94%以上。 

X10   96%以上 

X4～6   96%以上 

X3    96.5%以上 

透水性舗装 
 基準密度90％以上 
  X⒑   90％  以上 
  X4～6  90.5％以上 

  X3    91％  以上 

・1,000㎡につき１個 
例 

500㎡～1,000㎡未満        ３個 
1,000㎡～2,000㎡未満    ３個注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ４個 
3,000㎡～4,000㎡未満    ５個 
 

・締固め度は、個々の測定値が規
格値の基準密度以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
は以下を満足するものとする。 

・  締固め度は、10個の測定値の

平均値X10が合格判定値を満足

するのが、望ましいが、10個の

測定値が得がたい場合は３個の

測定値の平均値X3が合格判定値

を満足していなければならな

い。 

・  X3が合格判定値をはずれた場

合は、さらに３個のデータを加

えた平均値X4～6が合格判定値

を満足していればよい。（透水

性舗装には、適用しない。） 

・  舗設面積が500m2未満の場合

は、異常が認められた場合に行

うものとする。 

 

温度測定（初期

締固め前） 

 

温度計による。 110℃以上 随時 測定値の記録は、１日４回（午

前・午後各２回）。 

 

 

混合物のアスフ

ァルト 

抽出試験 

舗装調査・試験法便覧 

G028 

排水性舗装・透水性舗装 

アスファルト量 ±0.9%以内 

X10   ±0.55％以内         

X4～6  ±0.50％以内 

X3   ±0.50％以内 

 

・250ｔにつき１個 
例 

   50ｔ～250ｔ未満    ３個 
250ｔ～500ｔ未満    ３個注 
     注（250ｔに満たないため） 
500ｔ～750ｔ未満   ４個 

 

※  

公的機関等による品質試験の対象とする。 

最低３個の測定値の平均値X3

が合格判定値を満足していなけ

ればならない。 

・  X3が合格判定値をはずれた場

合は、さらに３個のデータを加

えた平均値X4～6が合格判定値

を満足していればよい。 

・  使用量が50ｔ未満の場合は、

省略できるものとする。 

 

 

 

混合物の骨材 
粒度分析試験 

舗装調査・試験法便覧 
G028 
 

排水性舗装・透水性舗装 
2.36mmふるい：±12％以内 

X10  ±8.0以内  
X4～6 ±7.5以内  
X3   ±7.0以内           

75μmふるい：±5％以内 
X10  ±3.5以内 
X4～6 ±3.5以内 
X3   ±3.0以内 

・250ｔにつき１個 
例 

50ｔ～250ｔ未満     ３個 
250ｔ～500ｔ未満    ３個注 

注（250ｔに満たないため） 
500ｔ～750ｔ未満   ４個 
 

※ 
公的機関等による品質試験の対象とする。 
 

最低３個の測定値の平均値X3
が合格判定値を満足していなけ
ればならない。 

・ X3が合格判定値をはずれた場合
は、さらに３個のデータを加え
た平均値X4～6が合格判定値を
満足していればよい。 

・ 使用量が50ｔ未満の場合は、省
略できるものとする。 

 

 

現場透水試験 舗装調査・試験法便覧 
S025 
[1]－154 

Ｘ10 1000（mℓ/15sec）以上 
Ｘ10  300（mℓ/15sec）以上（歩道箇所） 
 

・1,000㎡につき１回 
例  

500㎡～1,000㎡未満        １回 
1,000㎡～2,000㎡未満    １回注 

注（1,000㎡に満たないため） 
2,000㎡～3,000㎡未満    ２回 
3,000㎡～4,000㎡未満    ３回 
 

 

舗装面積が、500m2未満は、省
略できるものとする。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

コンクリ－ト 
ブロック舗装 
（クッション材 
 目地材） 

材料 必須 骨材のふるい分
け試験  

JIS A 1102 土木工事標準仕様書による。 
（3.8.18 ブロック舗装工による） 

・施工前及び1,000㎡につき１回 
例  

300㎡～1,000㎡未満   施工前のみ実施 
1,000㎡～2,000㎡未満   施工前＋１回 
2,000㎡～3,000㎡未満  施工前＋２回 
 

・材料変更時に行う。 
 
 

舗装面積が、300m2未満は、省
略できるものとする。 

○ 

ガス切断工 施工 必須 表面粗さ 目視 主要部材：50μmRy以下 

二次部材：100μmRy以下 

（ただし、切削による場合は、50μmRy以下） 

  表面粗さとは、JIS B 601(2013)

に規定する表面の粗度をあらわ

し、50μmRyとは表面あらさ 

50/1000mmの凸凹を示す。 

 

 

ノッチ深さ 

 

 

 

目視・計測 主要部材：ノッチがあってはならない 

二次部材：1mm以下 

  ノッチ深さとは、ノッチ上縁か

ら谷までの深さを示す。 
 

スラグ 

 

 

 

目視 塊状のスラグが点在し、付着しているが、痕

跡を残さず容易にはく離するもの。 

    

 

上縁の溶け 

 

 

 

目視 わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態

のもの。 

    

 

その他 平面度 

 

 

 

目視 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切

断面の品質基準」に基づく） 

    

 

ベベル精度 

 

 

 

計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切

断面の品質基準」に基づく） 

    

 

真直度 

 

 

 

計測器による計測 設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切

断面の品質基準」に基づく） 

    

 

溶接工 施工試

験 

必須 引張試験：開先

溶接  

JIS Z 2241 引張強さが母材の規格値以上 試験片の形状：JIS Z 3121 1号 

試験片の個数：２ 

・ 溶接方法は「日本道路協会道路

橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部

材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図

-20.8.1開先溶接試験溶接方法に

よる。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ

以上の条件で溶接施工試験を行

い、かつ施工経験をもつ工場では、

その時の試験報告書によって判断

し、溶接施工試験を省略すること

ができる。 

 ○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

溶接工 

 

施工 

試験 

 

必須 

 

 

型 曲 げ 試 験

（19mm未満裏曲

げ）（19mm以上

側曲げ）：開先

溶接  

JIS Z 3122 亀裂が生じてはならない。ただし、亀裂の発

生原因がブローホールまたはスラグ巻き込み

であることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm

以下の場合は許容するものとする。 

試験片の形状：JIS Z 3122 

試験片の個数：２ 

・ 溶接方法は「日本道路協会道路

橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部

材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図

-20.8.1開先溶接試験溶接方法に

よる。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ

以上の条件で溶接施工試験を行

い、かつ施工経験をもつ工場で

は、その時の試験報告書によって

判断し、溶接施工試験を省略する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

○ 

衝撃試験：開先

溶接  

JIS Z 2242 溶着金属及び溶接熱影響部で母材の要求値

以上（それぞれ３個の平均値） 

試験片の形状：JIS Z 2242 Vノッチ 

試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示

方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施

工法 図-20.8.2衝撃試験片試験片の個数：各

部位につき3 

・ 溶接方法は「日本道路協会道路

橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部

材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図

-20.8.1開先溶接試験溶接方法に

よる。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ

以上の条件で溶接施工試験を行

い、かつ施工経験をもつ工場で

は、その時の試験報告書によって

判断し、溶接施工試験を省略する

ことができる。 

 

 

 

 

○   

マクロ試験：開

先溶接 

JIS G 0553に準じる。 欠陥があってはならない。 試験片の個数：3 ・ 溶接方法は「日本道路協会道路

橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部

材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図

-20.8.1開先溶接試験溶接方法に

よる。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ

以上の条件で溶接施工試験を行

い、かつ施工経験をもつ工場で

は、その時の試験報告書によって

判断し、溶接施工試験を省略する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

溶接工 

 

施工 

試験 

 

必須 

 

非破壊試験：開

先溶接  

「日本道路協会道路橋示

方書・同解説」Ⅱ鋼橋・

鋼部材編20.8.6外部きず

検査20.8.7内部きず検査

の規定による  

同左  試験片の個数：試験片継手全長 ・ 溶接方法は「日本道路協会道路

橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部

材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図

-20.8.1開先溶接試験溶接方法に

よる。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ

以上の条件で溶接施工試験を行

い、かつ施工経験をもつ工場で

は、その時の試験報告書によって

判断し、溶接施工試験を省略する

ことができる。 

 

（非破壊試験を行う者の資格） 

・磁粉探傷試験または浸透探傷試

験を行う者は、それぞれの試験の

種類に応じたJIS A 2305（非破壊

試験－技術者の資格及び認証）に

規定するレベル２以上の資格を

有していなければならない。 

・放射線透過試験を行う場合は、

放射線透過試験におけるレベル

２以上の資格とする。 

・超音波自動探傷試験を行う場合

は、超音波探傷試験におけるレベ

ル３の資格とする。 

・手探傷による超音波探傷試験を

行う場合は、超音波探傷試験にお

けるレベル２以上の資格とする。 

○ 

マクロ試験：す
み肉溶接 

JIS G 0553に準じる。 欠陥があってはならない。 試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工
法図-20.8.3すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶
接方法及び試験片の形状 
試験片の個数：１ 

・ 溶接方法は「日本道路協会道路
橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部
材 編 20.8.4 溶 接 施 工 法  図
-20.8.3すみ肉溶接試験（マクロ
試験）溶接方法及び試験片の形状
による。 

・ なお、過去に同等もしくはそれ
以上の条件で溶接施工試験を行
い、かつ施工経験をもつ工場で
は、その時の試験報告書によって
判断し、溶接施工試験を省略する
ことができる。 

  
 ○ 
  

引張試験：スタ
ッド溶接  

JIS Z 2241 降伏点は、235N/mm2以上、引張強さは400～550 
N/mm2、伸びは20%以上とする。ただし溶接で切
れてはいけない。 
 

試験片の形状：JIS B 1198 
試験片の個数：３ 

なお、過去に同等もしくはそれ
以上の条件で溶接施工試験を行
い、かつ施工経験をもつ工場で
は、その時の試験報告書によって
判断し溶接施工試験を省略する
ことができる。 

 ○ 

曲げ試験：スタ
ッド溶接  

JIS Z 3145 溶接部に亀裂を生じてはならない。 試験片の形状：JIS Z 3145 
試験片の個数：３ 

なお、過去に同等もしくはそれ
以上の条件で溶接施工試験を行
い、かつ施工経験をもつ工場で
は、その時の試験報告書によって
判断し溶接施工試験を省略する
ことができる。 

 ○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

   突合せ溶接継手

の内部欠陥に対

する検査 

JIS Z 3104 

JIS Z 3060 

試験で検出されたきず寸法は、設計上許容さ

れる寸法以下でなければならない。ただし、寸

法によらず表面に開口した割れ等の面状きず

はあってはならない。 

なお、放射線透過試験による場合において、

板厚が25mm以下の試験の結果については、以下

を満たす場合には合格としてよい。 

・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104付属

書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に

示す2種類以上とする。 

・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104付属

書4（透過写真によるきずの像の分類方法）に

示す3種類以上とする。 

なお、板厚が25mmを超える場合は、内部きず寸

法の許容値を板厚の1/3とする。 

ただし、疲労の影響が考えられる継手では、所

定の強度等級を満たす上で許容できるきず寸

法はこの値より小さい場合があるので注意す

る。 

放射線透過試験の場合はJIS Z 3104による。 

超音波探傷試験（手探傷）の場合はJIS Z 3060

による。 

・「日本道路協会道路橋示方書・

同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編表-解

20.8.6及び表‐解20.8.7に各継手

の強度等級を満たす上での内部き

ず寸法の許容値が示されている。

なお、表-解20.8.6及び表‐解

20.8.7に示されていない強度等級

を低減させた場合などの継手の内

部きず寸法の許容値は、「日本道

路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ

鋼橋・鋼部材編8.3.2継手の強度等

級に示されている。 

（非破壊試験を行う者の資格） 

・放射線透過試験を行う場合は、

放射線透過試験におけるレベル2

以上の資格とする。 

・超音波自動探傷試験を行う場合

は、超音波探傷試験におけるレベ

ル3の資格とする。 

・手探傷による超音波探傷試験を

行う場合は、超音波探傷試験にお

けるレベル2以上の資格とする。 

 

外観検査（割れ） 目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にした上で、目視

は全延長実施する。ただし、判定が困難な場合

は、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を用い

る。 

磁粉探傷試験または浸透探傷試験

を行う者は、それぞれの試験の種

類に対応したJIS Z 2305（非破壊

試験-技術者の資格及び認証）に規

定するレベル２以上の資格を有し

ていなければならない。 

 

外観形状検査

（ビート表面の

ピット） 

目視・ノギス等による計

測 

断面に考慮する突合せ溶接継手、十字溶接継

手、角溶接継手には、ビード表面にピットがあ

ってはならない。１継手につき３個または継手

長さ１ｍにつき３個までを許容する。ただし、

ピットの大きさが１㎜以下の場合は、３個を１

個として計算する。 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確

認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延

長実施する。 

  

 

外観形状検査

（ビート表面の

凹凸） 

目視・ノギス等による計

測 

ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲

で３mm以下。 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視確

認により疑わしい箇所を測定する。目視は全延

長実施する。 

 

 

外観形状検査

（アンダーカッ

ト） 

目視・ノギス等による計

測 

「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋・鋼部材編20.8.6外部きず検査の規定によ

る。 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視

確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全

延長実施する。 

「日本道路協会道路橋示方書・同

解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編 表-解

20.8.4及び表‐解20.8.5に各継手

の強度投球を満たす上でアンダー

カットの許容値が示されている。

表-解20.8.4及び表‐解20.8.5に

示されていない、継手のアンダー

カットの許容値は、「日本道路協

会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・

鋼部材編8.3.2継手の強度等級に

示されている。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

溶接工 

 

施工 

試験 

 

必須 

 

外観検査（オー

バーラップ） 

 

 

 

目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にした上で、目視

検査する。 

 

 

 

外観形状検査

（すみ肉溶接サ

イズ） 

目視・ノギス等による計

測 

すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ

肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。 

だだし、１溶接線の両端各50mmを除く部分で

は、溶接長さの10％までの範囲で、サイズ及び

のど厚ともに－1.0mmの誤差を認めるものとす

る。 

 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視

確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全

延長実施する。 

 

 

外観形状検査
（余盛高さ） 

目視・ノギス等による計
測 
 

設計図書による。 
設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接
は、以下に示す範囲内の余盛は仕上げなくとも
よい。余盛高さが以下に示す値を超える場合
は、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げ
るものとする。 
ビード幅(Ｂ[㎜])余盛高さ(ｈ[㎜]） 
   Ｂ＜15  ：  ｈ≦３ 
 15≦Ｂ＜25  ：  ｈ≦４ 
   25≦Ｂ   ： ｈ≦(４/25）･Ｂ 
 
 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視
確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全
延長実施する。 

  

 

外観形状検査

（アークスタッ

ド） 

目視・ノギス等による計

測 
・ 余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり

包囲していなければならない。なお、余盛り

は高さ1mm、幅0.5mm以上 
・割れ及びスラグ巻込み：あってはならない。 

・アンダーカット：するどい切欠状のアンダー

カットがあってはならない。ただし、グライ

ンダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるもの

は仕上げて合格とする。 
・スタッドジベルの仕上り高さ：（設計値±２
mm）を超えてはならない。 

 
 

検査体制、検査方法を明確にした上で、目視

確認により疑わしい箇所を測定する。目視は全

延長実施する。 

  

 

その他 ハンマー打撃試

験 

ハンマー打撃 割れなどの欠陥を生じないものを合格 外観検査の結果が不合格となったスタッド

ジベルについて全数 

外観検査の結果が合格のスタッドジベルの

中から１％について抜取り曲げ検査を行なう

ものとする。 

・  余盛が包囲していないスタッ

ドジベルは、その方向と反対の

15°の角度まで曲げるものとす

る。 

・  15°曲げても欠陥の生じない

ものは、元に戻すことなく、曲

げたままにしておくものとす

る。 

 

   

工場製作工 
（鋼橋用鋼材及
び門、樋門等） 

材料 必須 

 

外観・規格 

（主部材） 

現物照合、帳票確認  現物とミルシートの整合性が確認できるこ

と。 

規格、品質がミルシートで確認できること。 

 

 

 

○ 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

工場製作工 
（鋼橋用鋼材及
び門、樋門等） 

材料 必須 

 

機械試験 
（JISマーク表
示品以外かつミ
ルシート照合不
可） 

JIS規格による。 JIS 規格による。 

 
JIS 規格による。 

 
※ 

代表的な鋼板を下記の規格グル

ープ毎に原則 1 枚を抽出して、機

械試験を行う。 

（規格グループ） 

第一グループ 

  SS400、SM400A、SM400B 

  SM400C 

第二グループ 

  SM490A、SM490B、SM490C 

  SM490YA、SM490YB 

  SM520B、SM520C 

第三グループ 

  SM570Q 

 

外観検査 

（付属部材） 

 

計測器による計測  JISによる。 

 

JISによる。 

 

 

 

プレストレスト

コンクリート橋 

材料 必須 ＰＣ鋼棒の 

引張試験 

 

 

JIS G 3536 JIS 規格による。 

 

納入時に１回行う。  

 

ＰＣ鋼線の 

引張試験 

 

 

JIS G 3109 

JIS G 3137 

JIS規格による。 納入時に１回行う。  

 

グラウトの 

流動性試験 

コンクリ－ト標準示方書

［施工編：特殊コンクリ

－ト］12.7.2に示すPCグ

ラウトの試験・検査方法 

 

施工計画書に規定された範囲であること。 注入前、１回/日以上及び品質変化が認めら

れたとき。 

 

 

グラウトの 

ブリーディング

率及び 

膨張率試験 

コンクリ－ト標準示方書

［施工編：特殊コンクリ

－ト］12.7.2 に示す PC

グラウトの試験・検査方

法 

 

ブリーディング率 

0.3％以下（24時間後 0.0％） 

膨張率 

  -0.5％～＋0.5％ 

 

注入前、１回/日以上及び品質変化が認めら

れたとき。 

 

 

グラウトの 

圧縮強度試験 

コンクリ－ト標準示方書

［施工編：特殊コンクリ

－ト］12.7.2 に示す PC

グラウトの試験・検査方

法 

 

材齢 28日で 30N/㎜ 2以上 注入前、１回/日以上及び品質変化が認めら

れたとき。 

 

 

グラウトの 

塩化物含有量測

定 

コンクリ－ト標準示方書

［施工編：特殊コンクリ

－ト］12.7.2 に示す PC

グラウトの試験・検査方

法 

 

 

セメント質量の 0.08％以下 注入前、１回/日以上及び品質変化が認めら

れたとき。 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 

試験成績表等 

による確認 

橋梁補修工 施工 

 

必須 

 

エポキシ樹脂の

外観検査  

 

 硬化状態の確認 １回／日  

 

エポキシ樹脂の

比重 

 

JIS K 7112 設計図書による。 施工中２回以上  

 

エポキシ樹脂の

圧縮降伏強度 

 

JIS K 7208 設計図書による。 施工中２回以上  

 

エポキシ樹脂の

曲げ強度 

 

JIS K 7203 設計図書による。 施工中２回以上  

 

エポキシ樹脂の

引張強度 

 

JIS K 7113 設計図書による。 施工中２回以上  

 

エポキシ樹脂の

圧縮弾性係数 

 

JIS K 7208 設計図書による。 施工中２回以上  

 

鉄筋挿入工 材料 必須 品質検査（芯

材・ナット・プ

レート等） 

ミルシート 設計図書による。 材料入荷時  

○ 

定着材のフロー

値試験 

JSCE-F521-2018 9～22 秒 施工開始前１回及び定着材の材料や配合変更

時に実施。１回の試験は測定を２回行い、測定

値の平均をフロー値とする。 

定着材をセメントミルクまたはモ

ルタルとする場合  

その他 外観検査（芯

材・ナット・プ

レート等） 

目視 

寸法確認 

設計図書による。 材料入荷時  

 

必須 圧縮強度試験 JIS A 1108 設計図書による。 施工開始前１回及び施工日毎に１回（３本／

回） 

 

定着材をセメントミルクまたはモ

ルタルとする場合  

施工 必須 引き抜き試験 地山補強土法設計・施工

マニュアル 

設計図書による。 施工全数量の３％かつ３本以上を標準とする。 

載荷サイクルは１サイクルとする。 

 

 

 

その他 適合性試験 地山補強土法設計・施工

マニュアル 

設計図書による。 地層毎に３本以上を標準とする。 

載荷サイクルは多サイクルを原則とする。 

初期荷重は 5.0kN もしくは計画最大荷重の 0.1

倍程度とする。 
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注 例  331 個～1,000 個未満  1 回試験を実施 
    1,000 個～2,000 個未満 １回（1,000 個に満たないため） 
    2,000 個～3,000 個未満 １＋１＝２回 

 

工種 
プレキャストコンクリート
製品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 
摘要 

（省略限度） 

試験成績表
等による確

認 

歩
車
道 

境
界
ブ
ロ
ッ
ク 

A 

材料  必須 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5363 に準じる。  

JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-2 の規
定に準じる。 

1，000 個につき 1回 注  2 個   330 個  

 

B 

C 

D 

E 

Ｌ
形
街
渠 

ブ
ロ
ッ
ク 

A 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5371 の付属書Ｅの推奨仕様 E-4 の規定
に準じる。 

1，000 個につき 1回 注  2 個   330 個  

 

B 

C 

R ブロック 
コンクリート
品質圧縮強度 

JIS A 5371 の付属書Ｅの推奨仕様 E-4-1 の規
定に準じる。 

コンクリート圧縮強度管理代
用 - - 

 

地
先
境
界 

ブ
ロ
ッ
ク 

A 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様 B-2 の規定
に準じる。 

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個  

 

C 

Ｌ
形
側
溝 

C-1 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5371 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-１の規
定に準じる。 

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個  

 

C - 3 ( 歩 道 用 ） 

C - 4 ( 頭 な し ） コンクリート
品質圧縮強度 

JIS A 5371 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-１の規
定に準じる。  

コンクリート圧縮強度管理代
用 

                     
-  

 
-  

 

C-5（頭なし） 

B 曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5371 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-１の規
定に準じる。  

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個  
 

Ｖ
形
側
溝 

A-1（標準用） 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5371 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-１の規
定に準じる。 

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個  

 

A-2（乗入用） 

A-3（頭なし） 
コンクリート
品質圧縮強度 

JIS A 5371 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-１の規
定に準じる。 

コンクリート圧縮強度管理代
用 

                     
-  

 
-  

 

Ｕ 
 

形 
 

側 
 

溝 

A 180 
（1種） 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規
定に準じる。   

1，000 個につき 1回注  2 個  330 個 

 

上ふた式 
（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規
定に準じる。   

A 240 
（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規
定に準じる。   

上ふた式 
（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規
定に準じる。   

A 300B 
（１種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規
定に準じる。   

上ふた式 
（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規
定に準じる。   

A 300C 
（１種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規
定に準じる。   

上ふた式 
（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規
定に準じる。   

A 360B 
（１種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規
定に準じる。   

上ふた式 
（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規
定に準じる。   
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工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績表

等による確

認 

Ｕ 
 

形 
 

側 
 

溝 

A 450 

（１種） 

材料  必須 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5363 に準じる。 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規

定に準じる。   

1，000 個につき 1回注  2 個  330 個  

 

 

 

 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規

定に準じる。   

A 600 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規

定に準じる。   

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規

定に準じる。   

B 250 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。   

B 300A 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。   

B 300B 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる 。  

B300C 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

B 400A 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

B 400B 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

B 500A 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

B 500B 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 250 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

300A 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 300B 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 300C 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 400A 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 400B 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 500A 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

C 500B 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規

定に準じる。 

 

注 例  331 個～1,000 個未満  1 回試験を実施 

    1,000 個～2,000 個未満 １回（1,000 個に満たないため） 

    2,000 個～3,000 個未満 １＋１＝２回 
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注 例  331 個～1,000 個未満  1 回試験を実施 

    1,000 個～2,000 個未満 １回（1,000 個に満たないため） 

    2,000 個～3,000 個未満 １＋１＝２回 

 

 

工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績

表等によ

る確認 

 

Ｕ
形
側
溝
（
公
園
） 

A 180 

（1種） 

材料 必須 
曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5363 に準じる。 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規 

定に準じる。 

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個  
 

 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

A 240 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規定

に準じる。 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

A 300（300B） 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規定

に準じる。 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

透水性(UB240） 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規定

に準じる。 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

透水性(UB300） 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-１の規定

に準じる。 

上ふた式 

（1種、2種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 
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工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績表

等による確

認 

Ｕ

形

側

溝

用

ふ

た 

A 1 種 180 

材料 

  
必須 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 
JIS A 5363 に準じる。 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

1，000 個につき 1回注  2 個   330 個   

A 1 種 240 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 1 種 300 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 1 種 360 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 1 種 450 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 1 種 600 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 2 種 180 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 2 種 240 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。   

A 2 種 300 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

A 2 種 360 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

A 2 種 450 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

A 2 種 600 
JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-２の規定

に準じる。 

B 250 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

B 300 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

B 400 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

B 500 

（1種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

C 250 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

C 300 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

C 400 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

C 500 

（3種） 

JIS A 5372 の付属書Ｅの推奨仕様Ｅ-３の規定

に準じる。 

 

注 例  331 個～1,000 個未満    1 回試験を実施 

    1,000 個～2,000 個未満   １回（1,000 個に満たないため） 

     2,000 個～3,000 個未満   １＋１＝２回 
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工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績

表等によ

る確認 

横
断
暗
渠
工
Ａ 

A 240 

材料 

  

必須 

 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 

該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 

300 個につき１回注１ ２個 100 個 

 

 

 

 A 300 該当 JIS 規格なし。 

A 360 該当 JIS 規格なし。 

A 450 該当 JIS 規格なし。 

横
断
暗
渠
工
Ｂ 

B 250 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 

該当 JIS 規格なし。 

300 個につき１回注１ ２個 100 個 

 

B 300A 該当 JIS 規格なし。 

B 300B 該当 JIS 規格なし。 

B 300C 該当 JIS 規格なし。 

B 400A 該当 JIS 規格なし。 

B 400B 該当 JIS 規格なし。 

B 500A 該当 JIS 規格なし。 

B 500B 該当 JIS 規格なし。 

横
断
グ
レ
ー
チ
ン
グ
工
Ｅ 

250 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 

該当 JIS 規格なし。 

1,000 個につき１回注２ ２個 330 個 

 

300A 該当 JIS 規格なし。 

300B 該当 JIS 規格なし。 

300C 該当 JIS 規格なし。 

400A 該当 JIS 規格なし。 

400B 該当 JIS 規格なし。 

500A 該当 JIS 規格なし。 

500B 該当 JIS 規格なし。 

 

注１ 例  101 個～300 個未満       １回試験を実施         注２ 例    331 個～1,000 個未満    1 回試験を実施           

300 個～600 個未満      １回（300 個に満たないため）       1,000 個～2,000 個未満   １回（1,000 個に満たないため） 

            600 個～900 個未満      １＋１＝２回               2,000 個～3,000 個未満   １＋１＝２回 
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工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績

表等によ

る確認 

桝

類
（
１
） 

桝用ブロック A 

材料 
 

必須 
 

コンクリート

品質圧縮強度 
該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 

コンクリート圧縮強度管理代

用 
― ― 

 
 

桝用ブロック B 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック C 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック D 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック E 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック F 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック(1) 該当 JIS 規格なし。 

桝用ブロック（2）
穴あき 

該当 JIS 規格なし。 

街渠特殊桝ブロッ

ク 
該当 JIS 規格なし。 

街渠特殊桝ブロッ

ク穴あき 
該当 JIS 規格なし。 

街渠桝用ブロック

A 
該当 JIS 規格なし。 

街渠桝用ブロック

B 
該当 JIS 規格なし。 

街渠桝用境界ブロ

ック B 
該当 JIS 規格なし。 

街渠桝用境界ブロ

ック C 
該当 JIS 規格なし。 

特殊桝ブロック L
形側溝用 

該当 JIS 規格なし。 

特殊桝ブロック L
形側溝用穴あき 

該当 JIS 規格なし。 

特殊街渠桝ロック 

H=600 
該当 JIS 規格なし。 

特殊街渠桝ロック 

H=900 
該当 JIS 規格なし。 

桝縁ブロック 該当 JIS 規格なし。 

側溝桝蓋 該当 JIS 規格なし。 

桝境界ブロック C 該当 JIS 規格なし。 

L 形桝上部ブロッ

クⅠ 
該当 JIS 規格なし。 

L 形桝上部ブロッ

クⅡ 
該当 JIS 規格なし。 
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注 例  331 個～1,000 個未満    1 回試験を実施 

    1,000 個～2,000 個未満  １回（1,000 個に満たないため） 

    2,000 個～3,000 個未満  １＋１＝２回 
 
 
 
 

工種 

プレキャストコンクリート製

品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 

（省略限度） 

試験成績

表等によ

る確認 

桝

類
（
２
） 

雨水桝蓋 

材料 
 

必須 
 

コンクリート

品質圧縮強度 

該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 

コンクリート圧縮強度管理代用 ― ― 

 

雨水桝ブロック B 
240 

該当 JIS 規格なし。 

雨水桝ブロック B 
300 

該当 JIS 規格なし。 

雨水桝ブロック B 
360 該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 雨水桝ブロック B 
400 
雨水桝ブロック B 
穴あき 240 

該当 JIS 規格なし。 

雨水桝ブロック B 
穴あき 300 

該当 JIS 規格なし。 

雨水桝ブロック B 
穴あき 360 

該当 JIS 規格なし。 

雨水桝ブロック B 
穴あき 400 

該当 JIS 規格なし。 

コンクリート角桝 
450×300 

該当 JIS 規格なし。 

コンクリート角桝 
450×150 

該当 JIS 規格なし。 

自
由
勾
配
側
溝
工 

自由勾配側溝 300
×（300～800） 

曲げ試験 

曲げ強度荷重 

該当 JIS 規格なし。 

1,000 個につき１回注 ２個 330 個 

 

自由勾配側溝 400
×（400～800） 

該当 JIS 規格なし。 

自由勾配側溝 500
×（500～800） 

該当 JIS 規格なし。 

300 用蓋 
（車道用） 

該当 JIS 規格なし。 

400 用蓋 
（車道用） 

該当 JIS 規格なし。 

500 用蓋 
（車道用） 

該当 JIS 規格なし。 

300 用蓋 
（軽荷重） 

該当 JIS 規格なし。 

400 用蓋 
（軽荷重） 

該当 JIS 規格なし。 

500 用蓋 
（軽荷重） 

該当 JIS 規格なし。 
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注１ 例  661 個～2,000個未満  １回試験を実施         注２ 例  331 ㎡～1,000 ㎡未満 １回試験を実施          注３ 例   331 個～1,000 個未満 １回試験を実施 
     2,000 個～4,000個未満  1 回（2,000 個に満たないため）       1,000 ㎡～2,000 ㎡未満 １回（1,000 ㎡に満たないため）       1,000個～2,000 個未満 １回（1,000 個に満たないため） 

     4,000 個～6,000 個未満  １＋１＝２回               2,000 ㎡～3,000 ㎡未満 １＋１＝２回                2,000 個～3,000 個未満 １＋１＝２回 
 

工種 
プレキャストコンクリート
製品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 
区分 試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 

摘要 
（省略限度） 

試験成績
表等によ
る確認 

舗
装
工 

一般平板 

材料 必須 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5363 に準じる。 

JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-1 の規
定に準じる。 

2000 個につき１回注1 

３個 

660 個 

 
 
 

透水性平板 JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-1 の規
定に準じる。 

洗出平板 

該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 

擬石平板 該当 JIS 規格なし。 

透水性ＩＬＢ 曲げ試験又は
曲げ試験がで
きない場合は
圧縮強度試験 

JIS A 5363 に準じる。 
 

JIS A 5371の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-３の規
定に準じる。 

1000 ㎡につき１回注2 330 ㎡ 

 

ＩＬＢ JIS A 5371の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-３の規
定に準じる。 

視覚障害者誘導用
点状ブロック 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 ― 2000 個につき１回注1 660 個  

基
礎
ブ
ロ
ッ
ク 

ＣＢ300×300× 
400 

コンクリート
品質圧縮強度 該当 JIS 規格なし。 

該当 JIS 規格なし。 

コンクリート圧縮強度管理代用 ― ― 

 

ＣＢ300×300× 
230 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ200×200× 
400 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ150×150× 
350 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ500×250× 
230 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ300×300× 
450 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ250×250× 
450 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ450×450× 
500 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ600×600× 
800 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ670×200× 
180 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ350／500／
×300×230 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ250・350×
500×100・150 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ350・400×
100・140×150 該当 JIS 規格なし。 

ＣＢ100・300×
500×200 該当 JIS 規格なし。 

中
央
帯
先

端
壁
工 

各種 コンクリート
品質圧縮強度 該当 JIS 規格なし。 該当 JIS 規格なし。 コンクリート圧縮強度管理代用 

 ― ― 

 

根枷ブ
ロック 根枷ブロック コンクリート

品質圧縮強度 該当 JIS 規格なし。 該当 JIS 規格なし。 コンクリート圧縮強度管理代用 ― ―  

Ｕ
形
柵
渠 

Ｕ型アームⅠ型 
600×600 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 ― 

― 

1000 個につき１回注３ ２個 330 個 

 

Ｕ型アームⅠ型 
600×1000 ― 

Ｕ型アームⅠ型 
900×600 ― 
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工種 

プレキャストコンクリート
製品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 
摘要 

（省略限度） 

試験成績
表等によ
る確認 

Ｕ
形
柵
渠 

Ｕ型アームⅠ型 
900×1000 

材料 必須 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

― 

― 

1000 個につき１回注 ２個 330 個 

 

Ｕ型アームⅠ型 
1200×1000 

― 

Ⅰ型パネル 
50×200×995 

― 

Ⅰ型パネル 
50×250×995 

― 

Ⅰ型パネル 
50×300×995 

― 

Ⅰ型パネル 
50×200×1490 

― 

Ⅰ型パネル 
50×250×1490 

― 

Ⅰ型パネル 
50×300×1490 

― 

Ⅰ型パネル 
50×400×1490 

 

Ⅰ型パネル 
50×200×2000 

― 

Ⅰ型パネル 
50×250×2000 

― 

Ⅰ型パネル 
50×300×2000 

― 

平
張
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

ブ
ロ
ッ
ク 

400×400×120 

圧縮強度試験 ― 

― 

1000 個につき１回注 ２個 330 個 

 

400×400×150 ― 

400×400×200 ― 

600×500×120 ― 

500×500×150 ― 

開渠ブ 
ロック 

開渠ブロック各
種 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

― ― 1000 個につき１回注 ２個 330 個 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

ブ
ロ
ッ
ク
積
工 

間知ブロック 
（積ブロック） 

圧縮強度試験 JIS A 5363 に準じる。 

JIS A 5371 の付属書Ｄの推奨仕様Ｄ-1 の規
定に準じる。 

1000 個につき１回注 ２個 330 個 

 

スプリットン間
知ブロック 
（積ブロック） 

JIS A 5371 の付属書Ｄの推奨仕様Ｄ-1 の規
定に準じる。 

根
囲
ブ
ロ
ッ
ク 

根囲いブロック
Ａ 

圧縮強度試験 ― 

― 

1000 個につき１回注 ２個 330 個 

 

根囲いブロック
Ｂ 

― 

根囲いブロック
Ｃ 

― 

根囲いブロック
Ｄ 

― 

注 例  331 個～1,000 個未満  １回試験を実施 
     1,000 個～2,000個未満 １回（1,000 個に満たないため） 
     2,000 個～3,000個未満 １＋１＝２回   



 

請負工事品質管理基準     
                                

 - 65 -

  
工種 

プレキャストコンクリート製
品（JIS 認証品以外） 

種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 １回試験当り個数 
摘要 

（省略限度） 

試験成績
表等によ
る確認 

地
先
境
界
ブ
ロ
ッ
ク 

地先境界ブロック
Ａ 

材料 必須 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5363 に準じる。 
 

JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-2 の規
定に準じる。 

1000 個につき１回注１ ２個 330 個  

地先境界ブロック
Ｃ 

JIS A 5371 の付属書Ｂの推奨仕様Ｂ-2 の規
定に準じる。 

擬石ブロック 
120×120×600 

― 

ベース付き 
地先境界ブロック 

― 

境
界
杭 

コンクリート境界
杭 90×90×600 曲げ試験 

ひび割れ荷重 
― 

― 

1000 個につき１回注１ ２個 330 個  
コンクリート境界
杭 200×200×900 

― 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
柵
工 

ＲＣ丸杭 
径 100 各種 

曲げ試験 
ひび割れ荷重 
 

JIS A 5363 に準じる。 

 
 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

1000 個につき１回注１ ２個 330 個 
 
 

ＲＣ丸杭 
径 127 各種 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 
1495×200×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 

1495×250×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 
1495×300×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 
1995×200×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 
1995×250×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

ＲＣ柵板 
1995×300×50 

JIS A 5372 の付属書Ｆの推奨仕様Ｆ-2 の規

定に準じる。 

階 段 ブ

ロック 
階段ブロック 450
×500×100・60 

コンクリート

品質圧縮強度 
― ― コンクリート圧縮強度管理代用 ― ―  

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
管 

各種（設計基準強

度により適用外あ

り） 

曲げ試験 
ひび割れ荷重

及び破壊荷重 

JIS A 5363 に準じる。 

 
JIS A 5372 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-1 の規

定に準じる。 
300 本につき１回注２ ２本 100 本  

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

カ
ル
バ
ー
ト 

各種（設計基準強

度により適用外あ

り） 

曲げ試験 
曲げ強度荷重 

JIS A 5363 に準じる。 

 
JIS A 5372 の付属書Ｃの推奨仕様Ｃ-4 の規

定に準じる。 
100 本につき１回注３ 1 本 30 本  

 
注１ 例  331 個～1,000個未満  １回試験を実施             注２ 例 101 本～300 本未満  １回試験を実施         注３ 例   31 本～100 本未満  １回試験を実施 
     1,000 個～2,000個未満 １回（1,000 個に満たないため）       300 本～600 本未満  １回（300 本に満たないため）         100 本～200 本未満 １回（100 本に満たないため） 
     2,000 個～3,000個未満 ２回                             600 本～900 本未満 ２回                       200 本～300 本未満 ２回 
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注 例   31ｍ3～300ｍ3未満  施工前のみ実施 
     300ｍ3～600ｍ3未満  施工前＋１回 
     600ｍ3～900ｍ3未満  施工前＋１＋１回 

工種 種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
試験成績表等 
による確認 

普通れんが 
（JIS認証品 

以外） 

材料 必須 吸水率及び 
圧縮強度試験 

JIS R 1250 に準じる。 JIS R 1250 に準じる。 施工前及び 2,000 個につき 1回。 
例   661 個～2,000個未満  施工前のみ実施 
  2,000 個～4,000個未満 施工前＋１回注 

注（2,000 個に満たないため） 
4,000 個～6,000 個未満 施工前＋１＋１＝ 

２回 
１試験につき供試体数は５個とし、全て規格値を満
足するものとする。 

省略限度は、660 個とする。 

 

ダクタイル 
鋳鉄管 
（JIS認証品 

以外） 

材料 必須 引張試験 
硬さ試験 
水圧試験 

JIS G 5526 に準じる。 JIS G 5526 に準じる。 施工前及び下記の呼び径種別毎に書きに定めるロ
ット毎に 1 回行うものとする。 
呼び径  75～300    200 本 

     350～600    100 本 
      700～1,000  50 本 
    1,100～2,600  25 本 

省略限度は、なし。 
 

 

ダクタイル 
鋳鉄異形管 
（JIS認証品 

以外） 

材料 必須 引張試験 
硬さ試験 
水圧試験 

JIS G 5527 に準じる。 JIS G 5527 に準じる。 施工前及び下記の呼び径種別毎に書きに定めるロ
ット毎に 1 回行うものとする。 
呼び径  75～300   200 本 

      350～600   100 本 
      700～1,000  50 本 
    1,100～2,600    25 本 

省略限度は、なし。 
 

 

陶磁器質タイル 
（JIS認証品 

以外） 

材料 必須 JIS A 5209 
５．品質特性に 
準じる 

JIS A 5209 6．試験方法
に準じる。 

JIS A 5209 6．試験方法に準じる。 JIS A 5209 7．検査に準じる。 省略限度は、330m2とする。 
 

山砂（客土用） 材料 その他 土の粒度試験  JIS A 1204 設計図書による。 施工前及び 300m3につき 1 回注 
 

省略限度は、30m3。 
 

土懸濁液の 
PH試験方法 

JGS 0211 設計図書による。 施工前及び 300m3につき 1 回注 省略限度は、30m3。 
 

有害物質 電気伝導度 
（EC メーター） 

設計図書による。 施工前及び 300m3につき 1 回注 省略限度は、30m3。 
 

転圧コンクリー
ト 

材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

製造 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

補強土壁工 材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

現場吹付法枠工 材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

捨石工 材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

路上再生路盤工 材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

路上表層再生工 材料 その他 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   

施工 設計図書による 設計図書による。 設計図書による。 設計図書による。   
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工種 種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
試験成績表等 
による確認 

たたき粘土 材料 その他 土の粒度試験 JIS A 1204 
 

設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。  

 

土粒子の密度試
験 

JIS A 1202 

土の含水比試験 JIS A 1203 
 

土の透水試験 JIS A 1218 
 

土舗装材 材料 その他 土の粒度試験 JIS A 1204 
 

設計図書による。 
 

当初及び土質の変化したとき。  

 
土粒子の密度試
験 

JIS A 1202 

土の含水比試験 JIS A 1203 
 

クレー舗装材 
補強土壁工 

材料 
 

その他 
 

土の粒度試験 JIS A 1204 
 

設計図書による。 
 

当初及び土質の変化したとき。  

 
土粒子の密度試
験 

JIS A 1202 

土の含水比試験 JIS A 1203 
 

硬度 プロクターニドール 陸上競技場   50～110 
野球場     30～80 
テニスコート  40～110 

1,000 ㎡ごと。  
 

アンツーカー舗
装材 
 

材料 
 

その他 
 

物性値・成分値
は製造者からの
試験表による。 

 試験表の確認   
 

土の含水比試験 JIS A 1203 
 

設計図書による。 路体 当初及び土質の変化した時 
路床 含水比の変化が認められた時 

 
 

粗骨材の形状試
験 

舗装調査・試験法便覧
[２]－45 

細長、あるいは扁平な石片 
        10％以下 

施工前及び材料編工事  
 

硬度 プロクターニドール 陸上競技場   50～110 
野球場     30～80 
テニスコート  40～110 

1,000 ㎡ごと。  
 

舗装用石材 
積・張用石材 
 

材料 
 

その他 
 

岩石の見掛比重 JIS A 5006 
 

設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化した時 500m3 以下は監督員の承諾を得て
省略できる。 
参考値 
  硬石  約 2.7～2.5g/㎝ 3 
  準硬石 約 2.5～2g/㎝ 3 

  軟石  約 2.5～2g/㎝ 3 

 

岩石の吸水率 JIS A 5006 
 

設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化した時 500m3 以下は監督員の承諾を得て
省略できる。 
参考値 
  硬石  5％未満 
  準硬石 5％以上 15％未満 

  軟石  15％以上 

 

岩石の圧縮強さ JIS A 5006 
 

設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化した時 500m3 以下は監督員の承諾を得て
省略できる。 
参考値 
  硬石  4903N/㎝ 2以上 
  準硬石 980.66 N/㎝ 2以上 

49035 N/㎝ 2未満 

  軟石  980.66 N/㎝ 2未満 
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工種 種別 
試験 
区分 

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要 
試験成績表等 
による確認 

舗装用石材 
積・張用石材 
 

材料 
 

その他 
 

岩石の形状 
 

JIS A 5006 
 

うすっぺらものな、細長いものであって
はならない。 
 

5,000ｍ3につき１回の割でおこう。 
ただし、5,000ｍ3以下のものは１工事２回実施する。 

500ｍ3 以下は監督員承諾を得て
省略できる。  

高木 材料 必須 高さ（Ｈ） 計測用具による計測 
 

設計値≦Ｈ 
 
 

樹種別、規格別に各設計数量の10％を計測する。 
※規格値については生産地によりばらつきがあり、
これにより支障が生じる場合には監督員との協議に
より決定する。 

 

 
幹周（Ｃ） 計測用具による計測 

 
 

設計値≦Ｃ＜上位階級の寸法値 

枝張（Ｗ） 計測用具による計測 
 
 

設計値≦Ｗ 

中低木 材料 
 

必須 高さ（Ｈ） 計測用具による計測 
 
 

設計値≦Ｈ＜上位階級の寸法値 樹種別、規格別に各設計数量の10％を計測する。 
※規格値については生産地によりばらつきがあり、
これにより支障が生じる場合には監督員との協議に
より決定する。 

 

 
枝張（Ｗ） 計測用具による計測 

 
 

設計値≦Ｗ 

特殊樹木 
 

材料 
 

必須 高さ（Ｈ） 計測用具による計測 
 
 

設計値≦Ｈ 
 

樹種別、規格別に各設計数量の10％を計測する。 
 

 

 
幹周（Ｃ） 計測用具による計測 

 
 

設計値≦Ｃ＜上位階級の寸法値 

枝張（Ｗ） 計測用具による計測 
 
 

設計値≦Ｗ 

地被類 材料 
 

必須 茎長（Ｌ） 計測用具による計測 
 
 

設計値≦Ｌ 設計数量の１％を計測する。 
※規格値については生産地によりばらつきがあり、
これにより支障が生じる場合には監督員との協議に
より決定する。 

 

 
芽立 目視 

 
 

設計値≦芽立数 

木材 材料 その他 木材の加圧式保
存処理方法 
 

JIS A 9002   
 

 

 

木材の浸漬式防
腐処理方法 
 

  

含水比 
 
 

JAS  

保存処理剤浸度
試験 
 

JAS  
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（様式 １） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品  質  管  理  表 
                           

 

 

 

 

               

 

 

               

 

種 目 

               

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
  

                注 打合せ記録簿（提出）にて提出すること。 

（日本産業規格Ａ４） 
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（様式 １－１） 

材 料 品 質 管 理 表 

 

 工事名 

 

 材料使用状況 

 

材料名 形状寸法 単位 
設計数量 

Ａ 

使用数量 

Ｂ 

差 引 

Ｂ－Ａ 

割 合 ％ 

B/A×100 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

（日本産業規格Ａ４）  
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品 質 管 理 総 括 

 

 土、砕石、スラグ類 

 

管理項目   

種   類 規格値 管理値 試験値 規格値 管理値 試験値 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（日本産業規格Ａ４）  
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 アスファルト合材  

 

種    類 （          ）粒度アスコン 

管 理 項 目 
協議値 

（範囲） 

管 理 値 試 験 値 

ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 平均値 

粒  度 

 

 

通過重量 

(％) 

2.36 

mm 

※（  ） 

 

 （  ） 

        

0.075 

mm 

※（  ） 

 

 （  ） 

        

アスファルト量（％）

※（  ） 

 

 （  ） 

        

マ
ー
シ
ャ
ル
試
験 

安定度（kN） 
 （  ）         

空隙率（％） 
 （  ）         

飽和度（％） 
 （  ）         

フロー 

（1/100 ㎜） 

 （  ）         

密 度（ｇ／㎝ 3） 
 （  ）         

再 生 率（％） 
 （  ）         

締固め度（％） 

※（  ） 

 

 （  ） 

        

  （  ）         

 

 （注）１．上段※の（    ）は検査規格値、下段の（    ）は合格判定値を

記入する。 

    ２．管理値及び試験値のｘは、試験数に応じて ｘ１、ｘ２……とする。 

 

（日本産業規格Ａ４）  
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 セメントコンクリート類 

 

 
管理項目 スランプ 空気量 圧縮強度(Ｎ/mm2) 曲げ強度 備考 

種  類 打設日 （ ㎝ ） （ % ） １ 週 ４ 週 （Ｎ/㎜ 2）
 

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

  （   ） （   ） （   ） （   ） （   ）  

 （注） （     ）内は、規格値     

（日本産業規格Ａ４）  
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 その他材料 

 

種  類 形状寸法 管理項目 規格値 管理値 
試験値 

備考 

ｘ ｘ ｘ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  注 試験値のｘは、試験数に応じて ｘ１、ｘ２…とする。    

（日本産業規格Ａ４）  
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（様式 １－２） 

施 工 の 品 質 管 理 表 

 

 工事名 

 作業の品質管理 

作業名 管理項目 規格値 
合 格 

判定値 

測    定    値 
計 

∑ｘ 

平均値 

x 
ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 注：測定値のｘは、試験数に応じて ｘ１、ｘ２…とする。 

（日本産業規格Ａ４）  
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別途様式１－１ 

テストハンマーによる強度推定調査票（１） 

工 事 名  

請 負 者 名  

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

現 場 代 理 人 名  

主 任 技 術 者 名  

監 理 技 術 者 名  

測 定 者 名  

位 置 測定№ 

構 造 物 形 式  

構 造 物 寸 法  

竣 工 年 月 日 令和  年  月  日 

適 用 仕 様 書  

コンクリートの種類  

コ ン ク リ ー ト の 

設 計 基 準 強 度 N／㎜ 2 

コンクリートの 

呼び強度 N／㎜ 2 

海 岸 か ら の 距 離 海上、海岸沿い、海岸から        ｋｍ 

周 辺 環 境 ① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（             ） 

周 辺 環 境 ② 普通地、雪寒地、その他（                     ） 

  

直 下 周 辺 環 境 河川・海、道路、その他（                     ） 

 

 

 

構造物位置図（１／５００００を標準とする） 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 

（日本産業規格Ａ４）    
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テストハンマーによる強度推定調査票（２） 

 

構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

 

 

 

 

 

一般図、立面図等 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、 

資料提出 

（日本産業規格Ａ４）  
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テストハンマーによる強度推定調査票（３） 

 

構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

 

 

 

 

 

全景写真 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、 

資料提出 

（日本産業規格Ａ４）  
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テストハンマーによる強度推定調査票（４） 

 

構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

調査箇所 ① ② ③ ④ ⑤ 

推定強度 

（Ｎ／㎜ 2） 

     

反発硬度 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

打撃方向 

（補正値） 

     

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

乾燥状態 

（補正値） 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

材  齢 日 日 日 日 日 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

推定強度結果の最大値                             Ｎ／㎜ 2 

推定強度結果の最小値                             Ｎ／㎜ 2 

推定強度結果の最大値と最小値の差                       Ｎ／㎜ 2 

（日本産業規格Ａ４）  
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テストハンマーによる強度推定調査票（５） 

 

構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

 

 

 

 

 

強度測定箇所 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、 

資料提出 

（日本産業規格Ａ４）  
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テストハンマーによる強度推定調査票（６） 

－ コア採取による圧縮強度試験 － 

 

コンクリートの圧縮試験結果 

 材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果  

       同     ２本目の試験結果  

       同     ３本目の試験結果  

       同     ３本の平均値  

 ［備 考］ 
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別途様式－２ 

ひび割れ調査票（１） 

工 事 名  

請 負 者 名  

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

現 場 代 理 人 名  

主 任 技 術 者 名  

監 理 技 術 者 名  

測 定 者 名  

（日本産業規格Ａ４）   

位 置 測定№ 

構 造 物 形 式  

構 造 物 寸 法  

竣 工 年 月 日 令和  年  月  日 

適 用 仕 様 書  

コンクリートの種類  

コ ン ク リ ー ト の  

設 計 基 準 強 度  N／㎜ 2 

コンクリートの 

呼び強度 N／㎜ 2 

海 岸 か ら の 距 離  海上、海岸沿い、海岸から        ｋｍ 

周 辺 環 境 ① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（             ） 

周 辺 環 境 ② 普通地、雪寒地、その他（                     ） 

  

直 下 周 辺 環 境  河川・海、道路、その他（                     ） 

 

構造物位置図（１／５００００を標準とする） 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 
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ひび割れ調査票（２） 

 

 

 

 

 

 

 

構造物一般図 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、 

資料提出 

（日本産業規格Ａ４）   
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ひび割れ調査票（３） 

 

 

ひび割れ 有、無 
本数：１～２本、３～５本、多数 

ひび割れ総延長      約   ｍ 

最大ひび割れ幅（○で囲む） 

0.2 ㎜以下、0.3 ㎜以下、 

0.4 ㎜以下、0.5 ㎜以下、 

0.6 ㎜以下、0.8 ㎜以下、 

    ㎜ 

発生時期（○で囲む） 

数時間～１日、数日、数１０日以上、不明 

規則性：有、 無 

形態：網状、表層、貫通、表層 or 貫通 

方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向、 

   鉄筋とは無関係 

（日本産業規格Ａ４）  
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ひび割れ調査票（４） 

 

 

 

 

 

 

 

ひび割れ発生状況のスケッチ図 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 

資料提出 

 （日本産業規格Ａ４）  
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ひび割れ調査票（５） 

構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

 

 

 

 

 

ひび割れ発生箇所の写真 

 

 

添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 

資料提出 

（日本産業規格Ａ４）  



- 87 - 

 

（別添） 

ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項 

 

【原因の推定方法】 

 原因の推定方法については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日本コンクリート工

学協会）で詳しく述べられており、これを参考にすると良い。ひび割れの発生パターン（発生時期、規

則性、形態）・コンクリート変形要因（収縮性、膨張性、その他）・配合（富配合、貧配合）・気象条件

（気温、湿度）を総合的に判断して、原因を推定することができる。 

 また、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」（土木学会）においても、ひびわれの発生原因の推

定等について記述されているので、参考にされたい。 

 

【判断基準】 

 補修の要否に関するひびわれ幅については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」に記

載されている（表－１）。施工時に発生する初期欠陥の例については、「コンクリート標準示方書［維持

管理編］」に示されている。（図－１）。 

 実際の運用にあたっては、対象とする構造物や環境条件により、補修・補強の要否の判断基準は異な

る。完成時に発生しているひびわれは、すべてが問題となるひびわれではない。例えばボックスカルバ

ートなどに発生する水和熱によるひびわれ（図―１参照）に関しては、ボックスカルバートの形状から

発生することを避けられないひびわれであるが、機能上何ら問題は無い。 
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表－１ 補修の要否に関するひびわれ幅の限度 

 

耐久性からみた場合 
防水性からみ

た場合 

 環境 

きびしい 中間 ゆるやか ―  その他の要因  

区分  

(A)補修を必要とする 

ひびわれ幅(㎜) 

大 

中 

小 

0.4 以上 

0.4 以上 

0.6 以上 

0.4 以上 

0.6 以上 

0.8 以上 

0.6 以上 

0.8 以上 

1.0 以上 

0.2 以上 

0.2 以上 

0.2 以上 

(B)補修を必要としない 

ひびわれ幅(㎜) 

大 

中 

小 

0.1 以下 

0.1 以下 

0.2 以下 

0.2 以下 

0.2 以下 

0.3 以下 

0.2 以下 

0.3 以下 

0.3 以下 

0.05 以下 

0.05 以下 

0.05 以下 

注：１）その他の原因（大、中、小）とは、コンクリート構造物の耐久性及び防水性に及ぼす有害性の

程度を示し、下記の原因の影響を総合して定める。 

    ひびわれの深さ・パターン、かぶり厚さ、コンクリート表面被覆の有無、材料・配（調）合、

打継ぎなど。 

  ２）主として鉄筋の錆の発生条件の観点からみた環境条件。 
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         ―水和熱（１）―           ―水和熱（２）― 

 

 

 

        ―乾燥収縮ひび割れ―        ―長時間の練り混ぜ― 

 

 

 

         ―沈みひび割れ―            ―型枠の変形― 

 

 

 

        ―急速な打込み―           ―不適切な打重ね処理― 

                           （コールドジョイント） 

 

 

図－１ 施工時に発生する初期欠陥の例 
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表―２     公的機関等一覧表 

 

 

 

公的機関等の名称 住所等 適用 

公益財団法人 なごや建設事業サービス財団 

名古屋建設技術センター 

〒454－0832 名古屋市中川区清船町 1－3 

 052－361－3700 
 

一般財団法人 日本品質保証機構中部試験センター 

 

〒481－0043 北名古屋市沖村沖浦 39 

 0568－23－0111 
 

一般財団法人 日本品質保証機構中部試験センター 

名古屋建材試験所 

〒459－8001 名古屋市緑区大高町川添 83 

 052－622－5046 
 

一般財団法人 東海技術センター 

 

〒465－0021 名古屋市名東区猪子石 2－710 

 052－771－5161 
 

一般財団法人 東海技術センター 

三河試験所 

〒441－8083  豊橋市大村町字橋元 68－1 

 0532－57－7797 
 

一般財団法人 東海技術センター 

ハイパーラボ 

〒489－0977  瀬戸市坂上町 420-1 

 0561－85－0214 
 

株式会社 愛建総合設計研究所 

 

〒448－0813 刈谷市小垣江町亥新田 20－2 

 0566－22－6100 
 

中部コンクリート検査株式会社 

 

〒486－0817 春日井市東野町 7－15－17 

 0568－82－3500 
 

一般財団法人 ベターリビング 名古屋ラボ 〒458－0804 名古屋市緑区亀が洞１丁目 101 

 052－879－2151 
 

株式会社 オーテック 名古屋試験センター 

 

〒475－0911 半田市星崎町三丁目 46-2 

 0569－47－5555 
 

中日本材料試験所株式会社 〒463－0068 名古屋市守山区瀬古三丁目 1431 

 052－726－3382 
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5! •ᐡ⪣྿! •ᐡ⪣྿ࠨㆌ⪄ఫྕㆌョࡽಞ࢝ᮇ㣌!

6! ౯⏻ࣃःࣺࢿऌࣘ! !㓢ྺᙧᗶࠨऌࣘ⚅ᪧ㓢ྺࣺࢿःࣃ

7! •ᐡ⤴! ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠⤴ࠨ!

ዃࢀಈㄆ్ࢲࣃ ऋ゙◸ኍ⊅ὁ㹄ᑾᚢࢀࢲࣃሷྺ㹅

8! ๖ᐡ⤴! ྺ࿎๖ᐡ!

ዃ㒨ಈㄆ్ࠨࡸࡖࡽㆌ⪄ఫྕㆌ⪣࢚࢜ᤄᑽ࡞⪣ࡱࡣྕࢤ•ᐡࡱࡩሷྺࠨᤄᑽ࠳ࡱࡣྕࢤョᮇ࠴ᮕ

!ࠩ࢝௺ ࢤऌࣤࣃࢀ࠴ョᮇ࠳ࢀ⪣ᤄᑽࠨࡽࡺࡺ࢝ノࢤỔ྿ࢀ⪣

⿐ 3! •ᐡ⤴ስᮇࡽノ㍳ࢋ㢍㹄㠞◸ኍㄆ㦠ࢀሷྺ㹅!

Op/! ስᐺ! ノ㍳ࢋ㢍!

2! ᵱ㐞≞྿⛾! ᖂ྿ࠨ•ᐡᑮㇽᵱ㐞≞ࢀᵉべࡻࡼ!

3! •ᐡᗘᮔ᫃! ㄆ㦠ᐥ᪩᫃㹄ㄆ㦠ᯄ㱩㹅ࠨऌࣘᢒポ᫃ࣺࢿःࣃ

4! •ᐡే⩆ࢀᵉべ㹄•ᐡే⩆ᅵ㹅! ㄆ㦠⟾ᢂే⩆ᅵ!

5! •ᐡ⪣྿! •ᐡ⪣྿ࠨㆌ⪄ఫྕㆌョࡽಞ࢝ᮇ㣌!

6! •ᐡᷓᄜࡽಞ࢝㉆! ㊖㢀〄⩆ࢀᇘᙅࠨ〥㐞ླࠨ!

•ᐡᷓᄜࢀᱍṥノ㘱!

7! ౯⏻ࣃःࣺࢿऌࣘ! !㓢ྺᙧᗶࠨऌࣘ⚅ᪧ㓢ྺࣺࢿःࣃ

8! ᴆ㔼⦘ࡽಞ࢝㉆! ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ᐥ᪩ᯄ㱩ࠨᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠⤴ࠨ!

ᴆ㔼⦘ࢀ㜓᩶ᙅ!

9! •ᐡ⤴! 㢀㐝ࡽ㜓࢝ㄆ㦠⤴㹄ᥦギᏨ㜉㞖 ࠨభᦷᬊ㜉ࠨ

㢀㐝೫ࠨࡻࡼ㹅 !

ᙧᗶᥬᐡ⤴㹄•ᐡᯄ㱩ᬊࢀᆛ⧎ᙧᗶࠨ㹅 !

ሔ⁛ᯄ㱩㹄39!᫃㹅〓ṥᙧᗶࠨ!

ᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ㹄ᙧᗶ๖ᐡ೫㹅!

:! ๖ᐡ⤴! ྺ࿎๖ᐡ!

!

ᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀᾔࢤ࢞ᅵ 2ྊࢅᅵ !ࠩ⚅ࡽ3

! !
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!

!

!

ᅵ 2! ᛂ◸ኍㄆ㦠ࢀᾔ࢞!

!

! !

㹅ᅵஎࢀ TM !⁛ポチሔࠨࢁ

ᙧᗶࢤᤄ!

ዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽᙧᗶㄆ㦠! ᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃᙧᗶㄆ㦠+!

ZFT!

OP! OP!

ZFT!

OP!

ྺ! ! ᱟ!

ᗗᆰᙧᗶ೫࡞ TM ఆ୴ࠨ

ᙧᗶࢀ࢞ࡰ࢞ࠨࡶ

•ᐡ೫1/96࡞TMఆ୴

ᙧᗶ•ᐡ!

㹄࣬ࣉಈㄆ్ࢀྔ࢜ ⧎ᆛࠨ

ᙧᗶㄆ㦠ࢀᐥ᪩㹅!

⁛ഹ!

㹄࣬ࣉᇘ᯽ࢀポ⩆㹅! ᙧᗶ•ᐡ!

㹄ࢲࣃᥥྔࠨᆛ⧎ᙧᗶ!

ㄆ㦠ࢀᐥ᪩㹅!

ᙧᗶᗗᆰ೫࡞ TMఆ୴ ࠨ

ᙧᗶ•ᐡࢀ࢞ࡰ࢞ࠨࡶ

೫࡞ 1/96TM ఆ୴!

ྺ! ! ᱟ!

ポチㅴපࢀ☺ㄤ!

᪩ᖂチ␊ᮇࢀᦄ!
!ࡲࢥ㏖࢜┰ࢤ࠴␊ㄆ㦠ᐥ᪩チ࠳

᪩ᖂチ␊ᮇౖࢀᡠ!

ㄆ㦠ὐࠨ•ᐡే⩆ࢀ㑣ᐡࠨ➅ᱪ!

ㄆ㦠ὐࢀ✞๗

୷ྺᱟ!

ᑮ⟥ࡸࡖࡶࡽ༾ㆽ!

•ᐡ⤴ስᮇౖࢀᡠ!

㹄๖ᐡሔ⁛ࡽ㑘ྺࡖࡼࡖࡸࡩሷྺࠨࢁ

ᑮ⟥ࢀࡸࡖࡶࡽ༾ㆽ⤴ࢤ࿓㹅!

•ᐡ⤴ስᮇࢀᦄ!

㹄•ᐡᚩ㐝ࡽ㹅!
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!

!

!

ᅵ 3! 㠞◸ኍㄆ㦠ࢀᾔ࢞! !

OP!

OP!

ZFT

ZFT

ZFT!

OP!

OP!ZFT!

ZFT!

OP!

OP!

ZFT!

ྺ! ! ᱟ!

4 !ᙧᗶ•ᐡࢀ⦗•

㹄ᙧᗶᥬᐡࠨᯄ㱩〓ṥ㹅!

࡞ᙧᗶᗗᆰ೫ࢀ⦗•4 TM

ఆ୴ࠨࡶࠨࠬࢀᙧᗶ

ᥬᐡ೫࡞ 1/96TM ఆ୴!

ྺ! ! ᱟ!

᪩ᖂチ␊ᮇࢀᦄ!

ᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ᐥ᪩+!

ㄆ㦠ὐࠨ•ᐡే⩆ࢀ㑣ᐡࠨ➅ᱪ!

ᢒポᯐ࡞྾୫ࢀ

ᢒポ࣓ࣽࣘࡽ௸࡞

࢝ࡔ

୷ྺᱟ!

ᑮ⟥ࡸࡖࡶࡽ༾ㆽ!

࡞ᙧᗶᗗᆰ೫ࢀ3ᮭ TMఆ

୴ࢀ࢞ࡰ࢞ࠨࡶࠨᙧ

ᗶ•ᐡ೫1/96࡞TMఆ୴

•ᐡ⤴ስᮇౖࢀᡠ!

㹄๖ᐡሔ⁛ࡽ㑘ྺࡖࡼࡖࡸࡩሷྺࠨࢁ

ᑮ⟥ࢀࡸࡖࡶࡽ༾ㆽ⤴ࢤ࿓㹅!

•ᐡ⤴ስᮇࢀᦄ!

㹄•ᐡᚩ㐝ࡽ㹅!

ポチㅴපࢀ☺ㄤ!

!ࡲࢥ㏖࢜┰ࢤ࠴␊ㄆ㦠ᐥ᪩チ࠳

᪩ᖂチ␊ᮇౖࢀᡠ!

⁛ഹ㹄ᴆ㔼⦘ౖࢀᡠ㹅!

෪ㄆ㦠㹄•ᐡే⩆௺㏤ࢀ!

!෪•ᐡ㹅ࡹ⩆ేࢀ௸

㹅ᅵஎࢀ TM !⁛ポチሔࠨࢁ

ᙧᗶࢤᤄ!

+!!ᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩࢝!

㞝3ᮭࠨࢁఆ୴ᥥྔ࢝!

࡞ᙧᗶᗗᆰ೫ࢀ⦗•4 TM

ఆ୴ࠨࡶࠨࠬࢀᙧᗶ

ᥬᐡ೫࡞ 1/96TM ఆ୴

྾୫ᢒポᯐࢀ௸ࢀ

ᢒポ࣓ࣽࣘࡹ 4•⦘

!࢝ࡖࡸࡩᐡ•ࢤ

2 !ᙧᗶ•ᐡࢀ⦗•

㹄ᙧᗶᥬᐡࠨᯄ㱩〓ṥ㹅!

ᙧᗶᥬᐡ೫࡞ TM

ఆ୴!
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!

5/┶▇⫩၆ࢀᐥ᪩㢍

5/2 ! ᥥ⏻࢝ㄆ㦠ὐࢀㅷ

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣࢛ᦄࡱ࢞ࡧᥥ⏻࢝ㄆ㦠ὐࡽ㜓࢝ᮇ㣌ࢤ☺ㄤࠨࡩ•ᐡࢤᐥ᪩

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝ㅷࡽ࢝

!

5/3 ! ᪩ᖂチ␊ᮇ࢝ࡣࡽノ㍳㢍ࢀᢳᦏ

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣࢛ᦄࡱ࢞ࡧ᪩ᖂチ␊ᮇࠨ࢚࢜ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠္࢚࢝ࡽ㉟⠔

⍌チ␊ࢀᵉべࢤᢳᦏࠩ࢝ᵉべࢀᢳᦏࠨࢁࡽḽࢀ㢍ࢀ☺ㄤࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࡸࡵ࢚ࡽ!

2*! ᑮㇽᵱ㐞≞!

3*! ㄆ㦠ὐ!

4*! •ᐡే⩆!

!

5/4 ! •ᐡࢀ➅ఫྊࢅስᮇࢀ☺ㄤ

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣ࡘ⾺࡞㠞◸ኍㄆ㦠ࡽᑮࠨࡩ㹍ᖂࡶࡽ㹍ᅥఆ୴➅ఫࠨࡽࡺࡺ࢝

ఓ឴ࢤ⩆ేࢀ㑣ᐡ㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࠨࡩ᪩ᖂ⪣ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠ࢤᐥ᪩ࠨࡧ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺

ㄤᮭࠨࡼࠩ࢝ࡺࢀ࢝•ᐡࢀᐥ᪩ࡽ㜓࢝㉆ࠨࢁᛐべࡽᛠࡸࡪ᪩ᖂஎࡽᦄ⚅ࢤự

!ࠩ࢝ࡹ࡞ࡺࡥ࢝

!

!

6/ᴆ᰻⫩၆ࢀᐥ᪩㢍

ᴆ᰻⫩၆ࠨࢁᐔᡠᴆ᰻ᬊࡽᑮㇽ࢝ࡼࡺැࢀࡸ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺ㄤࠨࡼࠩ࢝எ㜉⾿

ᴆ᰻ࠨࡸࡖࡽᑮㇽ࢝ࡼࡺැࢀࡸ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺ㄤࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

!

! !
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!

7/•ᐡᪧὐ

7/2 ! ㄆ㦠ὐࡸࡖࡶࡽ

)2* ! ᑮㇽᵱ㐞≞ࡽ㑘⏻࢝ㄆ㦠ὐ

2* ! ࣥऌ࣑ःࣀ㒨 
ᐔᡠᚩ୷ྫょ㒨ๆࣥ࢝ࡼࡺऌ࣑ःࣀ㒨ࠨࢁᵱ㐞≞ࢀഡ㠡ࡽポࡱࡣಈㄆ్㹄ఆ୵ ዃ࠳ࠨ

㒨ಈㄆ్ࡘࡖࡺ࠴㹅࢚࢝ࡽㄆ㦠ࢤᶤ⁛ࠨࡼࠩ࢝ࡺᇷࢀ⟚ࡩᖂ✊ࡽᩋ㞞ࡖࡼ࡞ሷ

ࢁࡽྺ ࡸᮎ࡚ࡽ࠴ዃ㒨ಈㄆ్࠳ࠨ ᐥ᪩ࢤ㠞◸ኍㄆ㦠ࢁࡖ࢝ࡔㄆ㦠࢚࢝ࡽ࠴ࢲࣃᑾᚢ࠳ࠨ

!ࠩࡖⰩࡸࡩ

3* ! ᰳ㒨ऋᙥࡩ㒨ࠨᱤ㒨 
ᐔᡠᚩྫょ㒨ๆࠨ࢝ࡔࡹ୵㒨ᖂᰳ㒨ऋᙥࡩ㒨ྊࢅ୴㒨ᖂᱤ㒨ࠨࢁ㠞◸ኍㄆ㦠ࡔࡹ

ㄆ㦠ᪧὐ㹄ఆ୵ࡱࡖ⏻ࢤ㊖㢀࢝ ㄆ㦠ࡱࡖ⏻ࢤᙬ᜔᧟⿈ࢅ㹅ྊࡘࡖࡺ࠴㊖㢀ὐ࠳ࠨ

ᪧὐ㹄ఆ୵࠳ࠨ⿈᧟ᙬ᜔ὐࡘࡖࡺ࠴㹅ࢀ࢞ࡖࢀᪧὐࡹᐥ᪩ࢤࡺࡥ࢝ᶤ⁛ࠩ࢝ࡺ!

7/6࠳࡞ᙧᗶᥬᐡ೫࢚࢝ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠ࠨࡼ ྺ࿎๖ᐡሔ⁛ࡖࡼࡧࡱ⁔ࢤ࠴ሷྺࠨࢁࡽ

!ࠩ࢝ᐥ᪩ࢤㄆ㦠࢚࢝ࡽ࠴ࢲࣃᑾᚢ࠳

⿐ 4! ᑮㇽᵱ㐞≞ࢀ•ᐡ㒨ేࡽ㑘⏻࢝ᙧᗶㄆ㦠ὐ!

ᑮㇽᵱ㐞≞! •ᐡ㒨ే! ᶤ⁛࢝ࡺㄆ㦠ὐ!

᷉୴㒨ᖂ! ᱤ㒨!
㠞◸ኍㄆ㦠㹄㊖㢀ὐྈࠨࢁ⿈᧟ᙬ᜔ὐ㹅!

㠞◸ኍㄆ㦠ࡸࡖࡽ๖ᐡሔ⁛ࡖࡼࡖࡸࡩࡱ⁔ࢤ

ሷྺࠨࢁࡽᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩!

᷉୵㒨ᖂ! ᰳ㒨ऋᙥࡩ㒨!
㠞◸ኍㄆ㦠㹄㊖㢀ὐྈࠨࢁ⿈᧟ᙬ᜔ὐ㹅!

㠞◸ኍㄆ㦠ࡸࡖࡽ๖ᐡሔ⁛ࡖࡼࡖࡸࡩࡱ⁔ࢤ

ሷྺࠨࢁࡽᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩!

ࣥऌ࣑ःࣀ㒨!
ዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽㄆ㦠!

ᖂ✊⟚ࡽᩋ㞞ࡖࡼ࡞ሷྺࠨࢁࡽᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃ

ㄆ㦠ࢁࡖ࢝ࡔ㠞◸ኍㄆ㦠ࢤᐥ᪩ࡖ࢚ࡸࡩ!

!

!

! !
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!

)3* ! ㄆ㦠ὐࢀᥥ⏻ᯐ⟚

ᙧᗶ•ᐡྐྵ࢝ࡖ⏻ࡽㄆ㦠ὐࠨࢁ⿐ !ࠩ࢝ࡺࢀࡱ⁔ࢤᯐ⚅ࡽ5

ࡸࡩ௺ ࢤ⾿㉆࢝㜓ࡽㄆ㦠ᪧὐࢀࡽࠨࢁࡸࡖࡶࡽㄆ㦠ὐ࢝⏻ᥥࠨࡼ

┶▇⫩၆ࢀㅷࢤᚱࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

⿐ 5! ㄆ㦠ὐࢀᥥ⏻ᯐ⟚!

ㄆ㦠ὐ! ㄆ㦠ὐࢀᯐ!

ᛂ!

◸!

ኍ!

ዃ㒨ಈㄆ్!
ऋዃ㒨ᇘ᯽ౖࢀᡠऋポ⩆ऋᙧᗶ•ᐡऋᙧᗶ〓ṥᪧὐ࢝ࡖࡸࡩ➅☺ࡸࡖࡶࡽᪧὐࢤ⏻

!ࡺࡥ࢝ࡖ

ᑾᚢࢲࣃ!

ऋɋ61nn ఆ୵ࡩࡺ㐙ᖴ⏻࢝ࡖࡸ࢛࢞ࡖɋ211nn ࡩ➅☺࡞ᙧᗶ〓ṥᪧὐ࢝ᑮࡽࢲࣃ

!ࡺࡥ࢝ࡖࡸ

ऋᑫὐ࡞☺ㄤ࢝ࡖࡸ࢞ࡧㄆ㦠ὐࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

㠞!

◸!

ኍ!

㊖㢀ὐ!
ऋࣃःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞ࢀ㢀㐝•ᐡᪧὐࠨᙧᗶᥬᐡᪧὐࡺࡥ࢝ࡖࡸ࢞ࡧ➅☺࡞!

ऋɋ211nn !ࡺࡥ࢝ࡖࡸࡩᮕࢤ⣋ᗶࢀᗶ✊&�26ࠨࡸࡩᑮࡽᙧᗶࢲࣃ

⿈᧟!

ᙬ᜔ὐ!

ऋࣃःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞ࢀᙬ᜔㐝ᗶ•ᐡᪧὐࠨᙧᗶᥬᐡᪧὐࡺࡥ࢝ࡖࡸ࢞ࡧ➅☺࡞

ऋɋ211nn !ࡺࡥ࢝ࡖࡸࡩᮕࢤ⣋ᗶࢀᗶ✊&�26ࠨࡸࡩᑮࡽᙧᗶࢲࣃ

!

!

! !



:!

!

)4* ! ྐྵㄆ㦠ὐࢀ␡឴↊

⿐ࢤ↊឴␡࢝ࡣࡽᐡ•࢚࢝ࡽ࠴㠞◸ኍㄆ㦠࠳ࡺ࠴ᛂ◸ኍㄆ㦠࠳ !ࠩ⚅ࡽ6

⿐ 6! ྐྵ✞ᙧᗶㄆ㦠ὐࢀ␡឴↊!

ㄆ㦠ὐ!
〓ಽࢀ!

べ࿎!

ㄆ㦠ྫ⬽!

ᬊᮥ!

ㄆ㦠ᐥ᪩!

ᛐべᯐ!

౯⏻ࣃःࣺࢿऌࣘ!

!ᯐࢀ
ഹ! ⪡!

ᛂ!
!

◸!
!

ኍ!

ዃ㒨ಈㄆ్!

୷べ!

㹄⩜゙⟚ࢀ

ႃ㢽࢚࢜ࡽ

ᛐべࡼሷྺ

!㹅࢜ࡔ

⭘ᇘ╂ᚩ!

!⬽ྫ࢛

㹄㹍㹅!

ᛐべỦᗗᖺࡸࡩࡺ

ዃ㒨ᇘ᯽ᑫὐ!

㹇211nn ఆ୴!

!ःࣧӫ9dnࣹࣉ

㹄㹏㹅!

⢰㧓ᯄᮏዏᑫὐ!

Ӫ51nn!

ዃ㒨ᇘ᯽ࢤポ⩆

ࡱ࢝ࡔ࡞ᛐべ࢝

ࡽ⓬⪣ࢀࡺ

༾ㆽ࡞ᛐべ!

ᑾᚢࢲࣃ! ᛐべ!

ᙧᗶ!

21O0nn3ఆ୴

!⬽ྫ࢚࢜

㹄㹎㹅!

㒨ᯄཪࣃࡸࡩࡺࡧ

㹎ೖఆ୴ࢀᚢ╂ࢲ

ᆛ⧎ᙧᗶӪ81O0nn3!

⢰㧓ᯄᮏዏᑫὐ!

Ӫ51nn!

㖐⟛ᥦ᰻࢚࢜ࡽ㖐

㑣ࢤ⩆ేࡖࡼ࡞⟛

ᐡ!

㠞!
!

◸!
!

ኍ!

㊖㢀ὐ!

୷べ!

⭘ᇘ╂ᚩ!

!⬽ྫ࢛

㹄㹍㹅!

ᛐべᖺࡸࡩࡺ

2111nn ఆ୴㹄ᥦギ

Ꮸポ⩆㜉㞖㹅!

!ࡩࡼࡽ≦

✞ࢀऌࣺࣘࢿःࣃ

㣌ࡽࡺࡦࡽ

ᰳಈㄆ్ࡱࡖ⏻ࢤ

ᴆ㔼⦘ౖࢀᡠ㹄ᆛ

⧎ᙧᗶᥬᐡ⏻㹅࡞

ᛐべ!

⿈᧟!

ᙬ᜔ὐ!

ᛐべᖺࡸࡩࡺ

561nn ఆ୴㹄ᥦギ

Ꮸऋࣟः࣮ऌ㜉㞖㹅

㹍㹅•ᐡ⣋ᗶࢤ࿃୴ࡼ⬽ྫࠨࡱ࢝㝦ࣃ࢜ःࣺࢿऌࣘᯄ㱩 39 ᫃ࡽ㏤ࡖᬊᮥࡽㄆ㦠ࢤᐥ᪩࡞ࡺࡥ࢝ᮡࡖࡩ

!ࠩ࢝ࡹ࡞ࡺࡥࡘ⾺ࢤㄆ㦠ࢀᢂ⟾〫᩶ࡽ྾᫃எࠨ࢛࢚ࡽᯄ㱩ࡘ࢚ࡖࡼࢂྊࢀᩋ㞞ࡽ✊ᖂࢀ⍅ሷࠨ࡞

㹎㹅ࣃःࣺࢿऌࣘࢀ㓢ྺࠨ࡞࢚࢝ࡽ┾ᐑࡸࡩࡺᢒポ᫃࢛㹍㐪㜉ఆ㝤ࠩ!

㹏㹅ࣹࣉःࣧ 9dn ࢝ࡔࡹ୵㝦೫ࢀミᐺࢁᐡ೫•ࠨ࢜ࡔࡹ೫࢝ᤄᐡࡽ㉬ᬊࢁ 6/6dn ఆ୴ࣃࢀःࣺࢿऌࣘࢤ౯

⏻ࠩ!

!

!

! !
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7/3 ! •ᐡ⪣

ᮭ•ᐡࢀᐥ᪩ࡽ㞝ྐྵࠨࢁࡸࡩㄆ㦠ࡽᅹᮕࢀᴆ᰻⾿ࢀࡽࢅ࢛ࡼヹὐࡸࡖࡶࡽ༯ๆࡼ●

ㆯࢤᮕ࡞ࡺࡥ࢝ᛐべࠨࡱࢀࡥࠩ࢝ࡔࡹ᪩ᖂ⪣ࠨࢁ•ᐡ⪣ࢀᮕ࢝⾿ऋ㉆ᱟࢤࡻࡼョ

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝ᚱࢤㅷࢀ၆⫩▇┶ࡽࠨࡩ௺ ࢤ㉆࢝

!

7/4 ! •ᐡᅥ᩶

ཬࡸࡩࡺᢒポᅥ㹄ఆ୵ 㹍ᢒポࣽࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࢤᐡ•ࡽࡺࡦ㹅ࡘࡖࡺ࠴ᢒポ࣓ࣽࣘ࠳ࠨ

࣓ࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ᩶ࢤ⿐ !ࠩ⚅ࡽ7

⿐ 7! 㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ᩶!

ㄆ㦠ὐ! 㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ᩶!

ᛂ
◸
ኍ!

ዃ㒨ಈㄆ్!

ऋ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘࢀ•ᐡ࢝ࡖ⏻ࡽዃ㒨ಈㄆ్ࢁ㹍్ࠩ࢝ࡺ!

ࠨࢁࡽሷྺ࢝࢞ࡧ᪩ᖂࡹ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘ࡞㹍ᵱ㐞㒨ే+2ࠨࡩࡲࡱ

㹍ᵱ㐞㒨ే࢜ࡱࡔ㹎ಈㄆ్ࠩ࢝ࡺ!

ᑾᚢࢲࣃ!

ऋ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘࢀ•ᐡ࢝ࡖ⏻ࡽᑾᚢࢁࢲࣃ㹎ᮭࠩ࢝ࡺ!

ࠨࢁࡽሷྺ࢝࢞ࡧ᪩ᖂࡹ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘ࡞㹍ᵱ㐞㒨ే+2ࠨࡩࡲࡱ

㹍ᵱ㐞㒨ే࢜ࡱࡔ㹐ᮭࠩ࢝ࡺ!

㠞
◸
ኍ!

㊖㢀ὐ!

ऋཬࡸࡩࡺ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࠨ࢜ࡱ㹏•⦘3ࠩ+࢝ࡺ!
⿈᧟!

ᙬ᜔ὐ!

+2㹖!ࠨࡹࡥࡥᵱ㐞㒨ేࢁࡺఆ୵ࠩࡘࡖࢤࡺࡥࢀ!

᷉୵㒨ᖂ㹖! ࣥऌ࣑ःࣀ㒨ࠨ⭌㒨㹄ᰳऋኆ㒨ࠨ㹅 ᙥ㒨!

᷉୴㒨ᖂ㹖! 2 ᚢ㜉ᙺࢀ࢜ࡱ୴㒨ᵱ㐞≞!

+3㹖!ᢒポᬊᮥࠨ㓢ྺࡻࡼ㹅྾୫ᯐࢀࡹᢒポ〫᩶࡞ᅥ࢝ࡱࢡࡽሷྺࠨࡽ୫ᐡࢀᯐࡱࡩࡱ⁔ࢤ

ሷྺࠨࢁ㹎ᢒポ┾ఆ㝤ࢀᢒポ࣓ࣽࣘࠨࢁࡸࡖࡶࡽ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ•⦘᩶ࢤ㹏

࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ—⧎ࡽ⦗•㹍࢛⦗• 㹄ࠩ•⦘᩶ࡽ—⧎ࢀಞ࢝ㄐ⤛ࠨࢁ๗㐓 7/7࠳ࠨ

•ᐡࢤ࠴ࡸࡖࡶࡽ—⧎ࢀ⦗•࢝ࡣࡽ྅⇕ࡺࡥࢀ 㹅ࠩ!

!

!

! !
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7/5 ! •ᐡే⩆

)2* ! •ᐡే⩆ࢀ㑣ᐡ

•ᐡే⩆ࠨࢁᅵ ᅵࠨ4 ᅵࠨ5 ࡸࡖࡽഡ㠡࢝ࡼࢀ≞ᑮㇽᵱ㐞࢜㝦ࡼ⬽ྫࡸࡩࡺ⪢྅ࢤ6

ᢒポ㧵ࢀࡧஎ㜉௺㏤ࢤ㑣ᐡࠩ࢝!

ሷࡖ㟒࢚࢜ࡽ୴ノ࢚࢜ࡽᵱ㐞⊄ᚅࢀ≞ᑮㇽᵱ㐞ࠨࡸࡖࡶࡽ⩆ᐡే•ㄆ㦠ᅥ᩶ࠨࡼ

!ࠩࡖ࢚ࡸࡩኸᮄࠨ୴ࢀ༾ㆽࡺ⪣⓬ࠨࢁࡽྺ

!

)3* ! •ᐡే⩆ἒᐡྊࢅ•ᐡࡽ㞝ࢀࡸࡩ␡឴↊

ྐྵ•ᐡᪧὐࡸࡖࡽ•ᐡే⩆ࢤἒᐡ࢝㞝ࠨࢁࡽ⿐ 8 ࢀ࢝ἒᐡࡩ៴㓢ࡽ㢍឴␡ࢀ

!ࠩ࢝

⿐ 8! •ᐡే⩆ἒᐡྊࢅ•ᐡࡽ㞝ࢀࡸࡩ␡឴↊!

ㄆ㦠ὐ! ␡឴↊!

ᛂ!
!

◸!
!

ኍ!

ዃ㒨ಈㄆ్!

ᇘ᯽ྔ௺ࠨࢁ⩆ేࡣᢒポチ␊࢛㧵ࢀࡧஎ㜉ᒷࢀஎዖ௺㏤ࠨࡩࡺఊポ≞ࢀࡺᗖࡪ⏳࡞

!ࠩ࢝឴␡ࡘ࢚ࡖࡼ

ᑾᚢࢲࣃ!

㖐⟛ే⩆ࢤ㑨ࡸࡣᥥྔ࡞ࡺࡥ࢝ᛐべࠨࡱ࢝ࡔࡹ㓢⟛⊅០ࢤᢳᦏࠩ࢝!

㠞!
!

◸!
!

ኍ!

㊖㢀ὐ!

㖐⟛ࢀᚑ㢈ࠨྯࡘ࢚ࡖࡼࡣྕࢤ ᅵࡽࡘ࢚⚅ࡽ

㖐⟛ࡽᑮࡸࡩ᪑ࡽ•ᐡࠩ࢝!

⿈᧟!

ᙬ᜔ὐ!

!

!

! !

•⦘

㹄ᰳ㠡㹅

ᅵ 㖐⟛ࡽᑮ࢝•⦘ポᐡ౹
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)4* ! •ᐡ⟾ᢂࢀ㓢⩆౹

!

ᅵ 4! ᷉୴㒨ᖂࢀ•ᐡే⩆㹄౹㹅!

!

ᅵ 5! ᷉୵㒨ᖂࢀ•ᐡే⩆㹄౹㹅!

!

!

! !

ഡ

㠡

ᅵ

㹄《㠡㹅



㠡

ᅵ

㹄 㹅 㹄 㹅

ഡࡹ•ᐡࡖ࢚ࡸࡩ

ࠨ 㠞◸ኍㄆ㦠•ᐡే⩆࠷ษ౹࠸

ࣥऌ࣑ःࣀ㒨 ᰳ㒨ࠨᙥࡩ㒨

ዃ㒨ಈㄆ్

㹄《㠡㹅

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᰳ㒨

ᙥࡩ㒨

ࠨ 㠞◸ኍㄆ㦠•ᐡే⩆

ഡ

㠡

ᅵ



㠡

ᅵ

࠸౹ษ࠷
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!

!

ᅵ 6! ᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ⟾ᢂ㓢⩆ᅵ㹄౹㹅!

⿐ 9! ᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ⟾ᢂ᩶㹄౹㹅!

ᵱ㐞㒨ే! ㄆ㦠ὐ!
㺶㻙㺴㻔㺬㻀!

㓢ྺ!

ᢒポ!

㻗㺫㻀᩶!

ಈㄆ్᩶!

ྈࢁ•⦘᩶!

㹄⟾ᢂ㹅!

୴!

㒨!
ᖂ!

B2㺚Q2!

㠞◸ኍㄆ㦠!

㹄㹍㹅!

47.9.36I! 3!
4!

4!!

Q2㺚B3! 47.9.36I! 3!
4!

4!!

୵!
!
!
!

㒨!
!
!
!

ᖂ!

ᙥ㒨! Q2! 41.9.36CC 2! 4!

ኆऋᰳ㒨!

B2!

38.9.36CC

3!
4!

4!!

Q2! 6!

4!

4!!

4!!

4!!

4!!

B3! 2! 4!

ࣥऌ࣑ःࣀ!

㒨㹄㹎㹅!

B2!

ᛂ◸ኍㄆ㦠! 35.9.51CC

3!
)2*!=3?!

)2*!=3?!

Q2! 4!

)2*!=3?!

)2*!=3?!

)2*!=3?!

B3! 2! )3*!=5?!

㹍㹅㠞◸ኍㄆ㦠ࢤᐥ᪩࢝ሷྺ࢝ࡹ—⧎ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ᩶⦗•ࠨሷྺ࢝ࡔ࡞㹄㹅ࠩ ㄐ⤛ࢁ ࡽᐡ•!7/7࠳ࠨ

!ࠩࡺࡥࢀ⇕྅ࢤ࠴ࡸࡖࡶࡽ—⧎ࢀ⦗•࢝ࡣ

㹎㹅ࣥऌ࣑ःࣀ㒨࢝ࡣࡽᛂ◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢀಈㄆ్᩶ࡸࡖࡶࡽ!

)!*ࠨࢁዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽㄆ㦠ࢀሷྺࠨ=!?ࠨࢁᑾチ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠ࢀሷྺࢀಈㄆ్᩶ࠩ⚅ࢤ!

ࠨ 㠞◸ኍㄆ㦠•ᐡే⩆

ዃ㒨ಈㄆ్

C CB

B

B2᷉ྫྷ

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

B3᷉ྫྷ

ᢒ⥣┾

Q2᷉⭌

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ
⥣
┾

㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅

ᢒ
⥣
┾

B!. B

C!. C

•⦘

࠸౹ษ࠷
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7/6 ! ๖ᐡሔ⁛

•ᐡ࢚࢜ࡽᚱࣃࡱ࢛࢞ःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞ࢀᙧᗶࢀ㑘࿎๖ᐡࢁ ⿐ࢀఆ୵ࠨ :ྊࢅ⿐ 21 ⚅ࡽ

๖ᐡሔ⁛ࠩࡘ⾺࢚࢜ࡽ!

⿐ :! ㄆ㦠ᅥ᩶ࡺ๖ᐡሔ⁛㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠ࢀሷྺ㹅!

ㄆ㦠ὐ! ๖ᐡሔ⁛!

ዃ㒨ಈㄆ్! ಈㄆ్ࢀᗗᆰᙧᗶ೫㹍ӫポチሔ⁛ᙧᗶ㹄TM㹅!

ࢀᙧᗶ೫ӫポチሔ⁛ᙧᗶࢀࠬࠨࡶ 96&!)1/96TM*!

!

㹍㹖㹍ᵱ㐞㒨ే࢜ࡱࡔ 3ಈㄆ్ఆ୴ࢀᗗᆰࠩ࢝ࡺ!

ᑾᚢࢲࣃ! !ᙧᗶᗗᆰ೫3ӫポチሔ⁛ᙧᗶ㹄TM㹅ࢀࢲࣃ

ࢀᙧᗶ೫ӫポチሔ⁛ᙧᗶࢀࠬࠨࡶ 96&!)1/96TM*!

!

3㹖㹍ᵱ㐞㒨ే࢜ࡱࡔ 5ᮭఆ୴ࢀᗗᆰࠩ࢝ࡺ!

!

⿐ 21! ㄆ㦠ᅥ᩶ࡺ๖ᐡሔ⁛㹄㠞◸ኍㄆ㦠ࢀሷྺ㹅!

㹍ᢒポ࣓ࣽࣘࢀ࢜ࡱࡔ•⦘᩶! ๖ᐡሔ⁛!

4 !ሷྺࢀ⦗• ᙧᗶᗗᆰ೫ӫポチሔ⁛ᙧᗶ㹄TM㹅!

ࢀᙧᗶᥬᐡ೫ӫポチሔ⁛ᙧᗶࢀࠬࠨࡶ 96&㹄1/96TM㹅!

2 !ሷྺ㹄㹍㹅ࢀ⦗• ᙧᗶ೫ӫポチሔ⁛ᙧᗶ㹄TM㹅!

㹍㹅ᢒポᬊᮥࠨ㓢ྺࡻࡼ㹅྾୫ᯐࢀࡹᢒポ〫᩶࡞ᅥ࢝ࡱࢡࡽሷྺࠨࡽ୫ᐡࢀᯐࡱࡩࡱ⁔ࢤ

ሷྺࠨࢁ㹎ᢒポ┾ఆ㝤ࢀᢒポ࣓ࣽࣘࠨࢁࡸࡖࡶࡽ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ•⦘᩶ࢤ㹏•

࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ—⧎ࡽ⦗•㹍࢛⦗ 㹄ࠩ•⦘᩶ࡽ—⧎ࢀಞ࢝ㄐ⤛ࠨࢁ๗㐓 7/7࠳ࠨ •ᐡࡽ

ࡺࡥࢀ⇕྅ࢤ࠴ࡸࡖࡶࡽ—⧎ࢀ⦗•࢝ࡣ 㹅ࠩ!

!

!

! !
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7/7 ! •ᐡࡸࡖࡶࡽ—⧎ࢀ⦗•࢝ࡣࡽ

ᢒポᬊᮥࠨ㓢ྺࡻࡼ྾୫ᯐࢀࡹᢒポ〫᩶࡞ᅥ࢝ࡱࢡࡽሷྺࠨࡽఆ୵ࢀᯐࡱࡩࡱ⁔ࢤ

ሷྺࠨࢁ㹎ᢒポ┾ఆ㝤ࢀᢒポ࣓ࣽࣘࠨࢁࡸࡖࡶࡽ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ•⦘᩶ࢤ㹏•

!ࠩ࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ—⧎ࡽ⦗•㹍࢛⦗

!

)2* ! ᯐ—⧎ࢀ᩶⦗•

2* ! ྾୫ᢒポᯐࢀᐡ⩭ 
ࡸࡖࡽᢒポ࣓ࣽࣘࢀ〫᩶ ⿐ࠨ 22 ሷྺ࢝ㄏᙺࡽ࢞ࡖࢀ㢍⚅ࡽ ᢒポᯐࠨ

!ࠩࡖ࢚ࡸࡩࡼむࡺ྾୫ࢁ

⿐ 22! ᢒポᯐ࡞྾୫ࡺむࡼᛐべᯐ!

㢍┾! ᛐべᯐ!

ᢒポᬊᮥ! ᬊᮥ࡞㏤ࡺࡥࡖ㹄ᵉࡿ㐡⥤࢝㹏आᮔ✊ᗶࠨࡶࠨ㤒⏳ᪧὐ࡞྾୫㹅

!ऌࣘ㓢ྺࣺࢿःࣃ ྾ࡺࡥ࢝ࡔࡹࡪ!

㠡ᚅ⊅! 㠡ᚅ⊅ࢎࢍ࡞྾ࡺࡥ࢝ࡔࡹࡪ!

㹍ᅥࢀᢒポ㔼! ᢒ㏖㧵ࢎࢍ࡞ࡧ྾ࡺࡥ࢝ࡔࡹࡪ!

!

3* !  ࡸࡖࡶࡽᙧᗶ๖ᐡ࢝ࡣࡽሷྺ࢝—⧎ࢤ᩶⦗•
ࡸࡖࡽᢒポ࣓ࣽࣘ࢝࢞ࡧࡼむࡺ྾୫ᯐ࢚࢜ࡽ࠴⩭ᐡࢀ྾୫ᢒポᯐ!*2࠳ ⦗•ࠨ

࢝ࡺࢀࡘ⾺ࢤᙧᗶ๖ᐡ࢚࢜ࡽᢋ㢎ࢀఆ୵ࠨࢁሷྺ࢝—⧎ࢤ᩶ 㹄ࠩᅵ 7྅⇕㹅!

b*!࢞ࡖ㹍ࢀࡶᢒポ࣓ࣽࣘ!

㐙ᖴࢀᢋ㢎ࡺ྾ᵻࠨ㹏•⦘ࢀチ•ࠨࡖ⾺ࢤᙧᗶ๖ᐡࠩࡘ⾺ࢤ!

c*!b*!ఆ㝤㹄㹎ᢒポ┾ఆ㝤㹅ࢀᢒポ࣓ࣽࣘ!

㹍•⦘ࢀチ•ࡖ⾺ࢤ ࢝ㄤ☺ࢤࡺࡥ࢝ࡔࡹポチሔ⁛ᙧᗶఆ୴࡞ᙧᗶᥬᐡ೫ࠨ !ࠩ

ࡺᢋ㢎ࢀ㐙ᖴࠨࢁሷྺ࢝୵ᅥࢤポチሔ⁛ᙧᗶ࡞ᙧᗶᥬᐡ೫ࢀ⦗•㹍ࠨࡩࡲࡱ

྾ᵻࠨ㹏•⦘ࢀチ•ࠨࡖ⾺ࢤᙧᗶ๖ᐡࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࢤ!

!

!

ᅵ 7! •ᐡ᩶࢝—⧎ࢤሷྺ࢝ࡣࡽᙧᗶ๖ᐡ! !

྾
୫
ᢒ
ポ
ᯐ

ࢀ
ᢒ
ポ
ࣽ
࣓
ࣘ

㹏•⦘ࢀ•ᐡࠨ࢚࢜ࡽᙧᗶ๖ᐡ࢝

㹍•⦘ࢀ•ᐡࠨ࢚࢜ࡽᙧᗶࢤ๖ᐡ࢝

Ж㹅ポチሔ⁛ᙧᗶఆ୴࡞ࡺࡥ࢝ࡔ☺ㄤ
࢝ࡺᱟྺࡹ⦗•㹍ࠨࢁሷྺࡱࡹ

З㹅ポチሔ⁛ᙧᗶࡖࡼࡱ⁔ࡽሷྺࠨࢁ

㹏•⦘ࢀ•ᐡࠨ࢚࢜ࡽᙧᗶ๖ᐡ࢝



27!

!

)3* ! •ᐡ⟾ᢂࢀ㓢⩆౹

!

ᅵ 8! ᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ⟾ᢂ㓢⩆ᅵ㹄౹㹅!

⿐ 23! ᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ⟾ᢂ᩶㹄౹㹅!

ᵱ㐞㒨ే! ㄆ㦠ὐ!
㺶㻙㺴㻔㺬㻀!

㓢ྺ!

㺶㻙㺴㻔㺬㻀ᢒポ! ಈㄆ్᩶!

ྈࢁ•⦘᩶!

㹄⟾ᢂ㹅!
ᢒポ!

㻗㺫㻀᩶!
ᢒポ㻗㺫㻀!

୴!

㒨!

ᖂ!

B2㺚Q2!

㠞◸ኍㄆ㦠!

47.9.36I 3 !ۅ
ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

Q2㺚B3! 47.9.36I 3 !ۅ
ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

୵!
!
!
!

㒨!
!
!
!

ᖂ!

ᙥ㒨! Q2 41.9.36CC 2! ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ኆऋᰳ㒨!

B2

38.9.36CC

3 !ۅ
ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

Q2 6

!ۅ
ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

!ۅ

ᢒポ㻗㺫㻀 4! 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 5! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 6! 22ࢁࡖ࢝ࡔ 4!

B3 2! ᢒポ㻗㺫㻀 2! 4!

ࣥऌ࣑ःࣀ!

㒨!

B2

ᛂ◸ኍㄆ㦠! 35.9.51CC

3!
ᢒポ㻗㺫㻀 2! )2*!=3?!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! )2*!=3?!

Q2 4!

ᢒポ㻗㺫㻀 2! )2*!=3?!

ᢒポ㻗㺫㻀 3! )2*!=3?!

ᢒポ㻗㺫㻀 4! )2*!=3?!

B3 2! ᢒポ㻗㺫㻀 2! )3*!=5?!

㹍! ᙧᗶᥬᐡ೫࡞ポチሔ⁛ᙧᗶఆ୴࡞ࡺࡥ࢝ࡔࡹ☺ㄤࡱࡹሷྺࠨࢁ㹍ᢒポ࣓ࣽࣘᙺࢀ࢜ࡱ•ᐡ•ᐡ᩶ࢤ

㹍•⦘ࠨࡩࡲࡱࠩࡖ࢚ࡸࡩࡺ㹍•⦘ࢀᙧᗶᥬᐡ೫࡞ポチሔ⁛ᙧᗶࢤ୵ᅥ࢝ሷྺࠨࢁ㹏•⦘ࢀ•ᐡࢤ⾺

!ࠩ࢝ࡺࢀࡘ

㹅ࣥऌ࣑ःࣀ㒨࢝ࡣࡽᛂ◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢀಈㄆ్᩶ࡸࡖࡶࡽ!

)!*ࠨࢁዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽㄆ㦠ࢀሷྺࠨ=!?ࠨࢁᑾチ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠ࢀሷྺࢀಈㄆ్᩶ࠩ⚅ࢤ!

ዃ㒨ಈㄆ్

ࠨ 㠞◸ኍㄆ㦠•ᐡే⩆

C CB

B

B2᷉ྫྷ

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

B3᷉ྫྷ

ᢒ⥣┾

Q2᷉⭌

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ⥣┾

ᢒ
⥣
┾

㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅 㹄《㠡㹖 㹅

ᢒ
⥣
┾

B!. B

C!. C

•⦘

ࠨ •ᐡࢤ╊ࡖ࢚ࡸࡩ•⦘

ࠨ ࠨ ࠨ ࠨ

྾୫ᯐࢀᢒポ࣓ࣽࣘࣻࣀऌࣧ

࠸౹ษ࠷



!

!

!

!

!

ྐྵᆣᪧ᩸ഹᒟఙ␊㒨!

⾿⠔⍌ㅀ㛵! Ẩ !

⾿ㅈ᰻ㅀ㛵! Ẩ !

་ᾭ㑆㜂⓬ᒟᴵᤘ⯤㒨!

⾿⠔⍌ㅀ㛵〓ొ ! Ẩ !

ἦ⦴⦐ྺ໙ᒟ㜂⓬ᘱポ㒨!

⾿⠔⍌ㅀ㛵! Ẩ !

!

!

ዏ⯅ᐟᢁ⾿ㅈ᰻ㅀ !

ᖂ┶ょᐟ!

!

!

!ࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠࠳

ᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ガㄻ㹅ࡸࡖࡶࡽ࠴!

!

!

ࡖࡶࡽ࠴ᙧᗶ•ᐡべ㢝ࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠࠳

࡞࢝ࡔࡹ࢟ࡥࡺࡱࡩ●㐙ࡸࡵࢤ๗㐓⾿ㅈ᰻ㅀ㛵྿ࠨࢁࡸ ◸ᛂ◸ኍऋ㠞࠳ࠨ

ኍㄆ㦠ࣃ࢚࢝ࡽःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞ࢀᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ガㄻ㹅ࢤ࠴๗ ࢜ࡺࢀᩓ

ᐡࠨࡹࢀࡱࡩ㐄௺ࠩ࢝!

ᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅ࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠࠵࠳ࠨࡼ

㹄ガㄻ㹅࠴ࡸࡖࡶࡽ࠶㹄ᗗᡠ 32 ᗘ 5 ᮔ 28 ᫃௺ࡣ໙㐡⤿㹅ࢁᘉṤࠩ࢝!

!

!

!

 ໙ 㐡 ⤿

ᗗᡠ 35 ᗘ 4 ᮔ 41 ᫃



!

!

!

!

!

!

ᛂ◸ኍ䞧㠞◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᵱ㐞≞㻪

䜜ᙧᗶ•ᐡべ㢝䠢ガㄻ䠣㻪

!

!

!

!

!

!

!

!

㻪

ᗗᡠ 㻼㻾 ᗘ 㻽 ᮔ㻪

!

ᅺᆓ㐙╊ዏ⯅ᐟᢁ⾿ㅈ᰻ㅀ!

!

! !



!

!

!

┾! ! ! ḽ!

2/!㑘⏻⠨ᅴ!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////!2 
3/!ᙧᗶ•ᐡべ㢝ࢀガㄻ㢍!///////////////////////////////////////////////////////////!2 

!ᐡべ㢝•࠳!*2( 7/2!ㄆ㦠ὐ2!//////////////////////////////////////////////////!ࡸࡖࡶࡽ࠴ࡸࡖࡶࡽ 
!ᐡべ㢝•࠳!*3( 4/3!⁛ഹ! )4*ᴆ㔼⦘ౖࢀᡠ3!///////////////////////////////////////!ࡸࡖࡶࡽ࠴ 
!ᐡべ㢝•࠳!*4( 7/3!•ᐡ⪣3!//////////////////////////////////////////////////////////!ࡸࡖࡶࡽ࠴ 
!ᐡべ㢝•࠳!*5( 5/4!•ᐡࢀ➅ఫྊࢅስᮇࢀ☺ㄤ4!//////////////////////////////////////!ࡸࡖࡶࡽ࠴ 
 4!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!௸ࢀ!*6(

4/!•ᐡࣗऌࢀ࣏ノ4!/////////////////////////////////////////////////////////!ࡸࡖࡶࡽ 
!



2!

2/㑘⏻⠨ᅴ

ᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᗗᡠࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠ࠨࢁガㄻࢀࡥ 35 ᗘ 4 ᮔ

ᩓᐡ㹅ࡽሔࡡࡷᙧᗶ•ᐡㄆ㦠ࡽ㜓࢝〓㊨㢍ࢤ྅⪡࢝ࡔࡹࢀࡱࡺ࢜ࡺࡽ!

!

!

3/ᙧᗶ•ᐡべ㢝ࢀガㄻ㢍

)2* !ᐡべ㢝•࠳ 7/2!ㄆ㦠ὐࡸࡖࡶࡽ࠴ࡸࡖࡶࡽ

⿐!⟚ᥥ⏻ᯐࢀㄆ㦠ὐ!*3(࠳ 㜓ࡽᐡᪧὐ•ࠨሷྺࡘ⾺ࢤᐡ•࢚࢜ࡽㄆ㦠ὐྐྵ⚅ࡽ࠴6

!ࠩࡺࡥ࢝ࡽ⪢྅ࢤᐡべ㢝㹄ᱪ㹅•ࢀ୵ノࠨࢁㄐ⤛㢍࢝

ㄆ㦠ὐ! •ᐡべ㢝⟚!

ᛂ
◸
ኍ
ㄆ
㦠!

ዃ
㒨
ಈ
ㄆ
్!

ऋ࣬ࣉಈㄆ్࢚࢝ࡽ᪠ポࢀᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅!

!

㹷ᆓ᮪◨❐ᢂ㹹!

ऋ㠞◸ኍऋᒟ㒨◸ኍㄆ㦠ࣃ࢚࢝ࡽःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞္ࢀ㉟ᴆ᰻ࡽ㜓࢝྾◨❐ስᮇ㹄22㹅3119/4

ऋ྾◨❐ስᮇ 48: ླ!


㒨
ಈ
ㄆ
్
䦗
ᑾ
ᚢ
ࣃ
ࢲ
䦘!

ऋᑾᚢࢲࣃㄆ㦠࢚࢝ࡽ᪠ポࢀᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅!

!

㹷ᆓ᮪◨❐ᢂ㹹!

ऋ㠞◸ኍऋᒟ㒨◸ኍㄆ㦠ࣃ࢚࢝ࡽःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞္ࢀ㉟ᴆ᰻ࡽ㜓࢝྾◨❐ስᮇ㹄9㹅3118/4

ऋ྾◨❐ስᮇ 478 ླ!

!

㠞
◸
ኍ
ㄆ
㦠!

㊖
㢀

ὐ!

ऋ㊖㢀ㄆ㦠! ᆓ◨ὐ࢚࢝ࡽ᪠ポࢀᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅!

!

㹷ᆓ᮪◨❐ᢂ㹹!

ऋ㠞◸ኍऋᒟ㒨◸ኍㄆ㦠ࣃ࢚࢝ࡽःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞္ࢀ㉟ᴆ᰻ࡽ㜓࢝྾◨❐ስᮇ㹄23㹅3119/4

ऋ྾◨❐ስᮇ 491 ླ!

⿈
᧟
ᙬ
᜔

ὐ!

ऋ⿈᧟ᙬ᜔ㄆ㦠 jUFDT ὐ࢚࢝ࡽ᪠ポࢀᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅!

ऋ⿈᧟ᙬ᜔ㄆ㦠!⿐㠡㹎↊ὐ࢚࢝ࡽ᪠ポࢀᵱ㐞్ࣃःࣺࢿऌࣘᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᱪ㹅!

!

㹷ᆓ᮪◨❐ᢂ㹹!

ऋ㠞◸ኍऋᒟ㒨◸ኍㄆ㦠ࣃ࢚࢝ࡽःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞္ࢀ㉟ᴆ᰻ࡽ㜓࢝྾◨❐ስᮇ㹄23㹅3119/4

ऋ྾◨❐ስᮇ 491 ླ!

!

!ࠩࡺࡥ࢝⇕྅ࢤ㹄⊠㹅ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬ࢁࡸࡖࡶࡽᐡべ㢝•ࢀᮏ᪠ࠨࡼ

)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹖iuuq;00xxx/qxsj/hp/kq0sfofxbm0sfmbujpo0dpod.lzpvep/iunm!

! !



3!

)3* !ᐡべ㢝•࠳ 4/3!⁛ഹ! )4*ᴆ㔼⦘ౖࢀᡠࡸࡖࡶࡽ࠴

ᴆ㔼⦘ࢀựᪧࢀㄐ⤛ࡼᪧὐࢁࡸࡖࡶࡽ ࢝⇕྅ࢤᐡべ㢝•ࢀㄆ㦠ὐྐྵ⚅ࡽ*୴ノ)2ࠨ

⿐୵ࠨࢁᐥ᪩ᯄ㱩ࢀᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࡱࡖ⏻ࢤᰳಈㄆ్࢝ࡣࡽᴆ㔼⦘ౖᡠࠨࡩࡲࡱࠩࡺࡥ

!ࠩ࢝ࡹ࡞ࡺࡥ࢝ࡽ⪢྅ࢤ

⿐ 2)2*ᴆ㔼⦘ౖᡠ࢝ࡣࡽᰳಈㄆ్ࡱࡖ⏻ࢤᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀᐥ᪩ᯄ㱩!

! 㹄⍅ᆣ•ᐡࢀᮏ㛵ᯄ㱩࡞㹐㐪ఆ୵ࢀሷྺ㹅!

! ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀᐥ᪩ᯄ㱩!

ᯄ㱩㹍! ᯄ㱩㹎! ᯄ㱩㹏! ᯄ㱩㹐!

ᬯ㐙ࣱ࣋ःࣘ! 㹍㐪! 㹎㐪! 㹏㐪! 㹐㐪!

㧵ⅲࣱ࣋ःࣘ㹞✞! 㹍㐪! 㹎㐪! 㹏㐪! 㹐㐪!

᫇ᙧࣱ࣋ःࣘ! 㹏᫃! 㹍㐪! 㹏㐪! 㹐㐪!

!

⿐ 2)3*! 㹄⍅ᆣ•ᐡࢀᮏ㛵ᯄ㱩࡞㹐㐪ࢤ୴ᅥ࢝ሷྺ㹅!

! ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀᐥ᪩ᯄ㱩!

ᯄ㱩㹍! ᯄ㱩㹎! ᯄ㱩㹏! ᯄ㱩㹐!

ᬯ㐙ࣱ࣋ःࣘ! 㹍㐪! 㹎㐪! 㹐㐪! 㹐㐪ఆ㝤 ࢀఓ឴ࢀࡹ24㐪ࠨ

㹍ᯄ㱩㹄㹍㹅!

㧵ⅲࣱ࣋ःࣘ㹞✞! 㹍㐪! 㹎㐪! 㹐㐪! 㹐㐪ఆ㝤 ࢀఓ឴ࢀࡹ24㐪ࠨ

㹍ᯄ㱩㹄㹍㹅!

᫇ᙧࣱ࣋ःࣘ! 㹏᫃! 㹍㐪! 㹐㐪! 㹐㐪ఆ㝤 ࢀఓ឴ࢀࡹ24㐪ࠨ

㹍ᯄ㱩㹄㹍㹅!

㹍㹅ᮏ⤨ᅥࢀᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀᐥ᪩ᯄ㱩ࠨࢁᖂࡹᐥ᪩࢝㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ

ᯄ㱩ࠨࡩ៴⪢ࢤ㑘็ࡼᯄ㱩ࢤ㑣ᣃࠩࡺࡥ࢝!

!

)4* !ᐡべ㢝•࠳ 7/3!•ᐡ⪣ࡸࡖࡶࡽ࠴

•ᐡべ㢝࢝ࡣࡽ ⚅ࡽఆ୵ࠨࢁࡺ࠴㉆࢝ョࢤࡻࡼ⾿ऋ㉆ᱟ࢝ᮕࢀ⪣ᐡ•࠳ࠨ

㉆ࢤᤄࠩ!

֏! ㉆ᱟョᮇ!

! ㆌ⪄ఫྕㆌョᮇ!

֑! !௸ࢀ

㹄྅⪡㹅•ᐡ⪣ࢀ㉆ᱟョᮇ㹄౹㹅!

=ዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽㄆ㦠?!

!ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ᪧὐ)OEJT4535*ㆌ⪄ఫࢅ〥ᪧὐྊౖࢀಈㄆ్ࣉ࣬ ྕㆌョᮇ!

㹄⚉㹅᫃ᮭ㠞◸ኍᴆ᰻༾ఫ!

=ᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠?!

!ㆌ⪄ఫ࢝㜓ࡽᐥ᪩ࢀࣰࣖࣉࣇࣀःࣺࢲࣃࣘࣥ࣍ ྕㆌョᮇ!

=㊖㢀ὐ?!



4!

㹄⊠㹅ᆓ᮪◨❐ᢂ࢚࢝ࡽㆌ⪄ఫྕࢀㆌョᮇ!

=⿈᧟ᙬ᜔ὐ㹄jUFDTὐ㹅?!

㹄⚉㹅jUFDT⾿༾ఫ࢚࢝ࡽㆌ⪄ఫྕࢀㆌョᮇ!

=⿈᧟ᙬ᜔ὐ㹄⿐㠡㹎↊ὐ㹅?!

㹄⊠㹅ᆓ᮪◨❐ᢂ࢚࢝ࡽㆌ⪄ఫྕࢀㆌョᮇ!

!

)5* !ᐡべ㢝•࠳ 5/4!•ᐡࢀ➅ఫྊࢅስᮇࢀ☺ㄤࡸࡖࡶࡽ࠴!

•ᐡべ㢝࢝ࡣࡽ ࡧᐥ᪩ࢤ㠞◸ኍㄆ㦠ࡽ⪣᪩ᖂࠨࡩ㑣ᐡ㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࢤ⩆ేࢀఓ឴࠳ࠨ

ࢤㄤ☺ࢀ⍅ᆣ•ᐡ࡞ᴆ᰻⫩၆ࡽᐔᡠᴆ᰻ᬊࠨᚯᯔࠨࢁࡺ࠴࢝ㄤ☺ࢤᐡ⤴ስᮇ•ࠨ

⫩▇┶ࠨࡸࡖࡽ㠞◸ኍㄆ㦠࢝ᐥ᪩࡞⪣᪩ᖂࠨࡸࡩࡺࢀ࢝ࢡఄࡽ࢞ࠨ࡞ࡱࡖࡸࡵ⾺

၆࡞•ᐡ⟾ᢂࢀஎ࢛ఓ឴ేࢀ⩆㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࢤ㑣ᐡࠨࡩ•ᐡ⤴ࡽ㜓ࡸࡩ☺ㄤࡘ⾺ࢤ

!ࠩࡱࡩࡺࡺࡥ

!

)6* ௸ࢀ

ࢁࡸࡖࡶࡽᪧὐࡼ⓵ෛ్ࠨ௸ࢀ ⇕྅ࢤᐡべ㢝•ࢀㄆ㦠ὐྐྵ⚅ࡽ࠴*㹄ガㄻ㹅3/)2࠳ࠨ

!ࠩࡺࡥ࢝

!

!

4/•ᐡࣗऌࢀ࣏ノࡸࡖࡶࡽ

ྐྵᖂ࢝ࡣࡽ•ᐡࣗऌࢀ࣏•ᐡࣗऌ࣏ノᵻᙅࠨࢁ๗⤊.2 !ࠩ࢝ࡺࢀ࢚࢝ࡽᵻᙅࢀ

!ࠩ࢝ࡖࡸࡩᥴ㍳ࡽࣈऌࣰ࣪ऌ࣫ࢀ୵ノࢁࡸࡖࡶࡽᦄᵻᙅࠨࡼ

!ःࣽऌࣙඹ㹤㹬㹖iuuq;00xxx/nmju/hp/kq0ufd0tfljtbo0tflpv/iunmࢶ࣐

!

๗⤊.3ࠨࢁࡸࡖࡶࡽෛ్⓵ᪧὐࢀノ㍳ࢀࢊノᵻᙅ࣏ᐡࣗऌ•ࠨࡱ ノ࣏ᐡࣗऌ•࠳ࢀ

べ㢝ࢤ࠴྅⪡ࠩࡺࡥࡘ⾺ࡽ!

!

!

!

!
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ᛂ◸ኍㄆ㦠㹄ዃ㒨ಈㄆ్ࠨᑾᚢࢲࣃ㹅!

!

䖠ᛂᛂ◸ኍㄆ㦠⤴ྊ䜡ᰳಈㄆ్㻲䄃㻻㻺㻺㻳䜙䜶䜹ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠⤴

စ䜡ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䝧䞍䞟䝴
✞䛕㣌

ᗘ ᮔ ᫃ ᗘ ᮔ ᫃ 䐽 䐾 䐿 䑀 䑁
ㄆ㦠
ᙧᗶ
ᗗᆰ೫

ᗗᆰ೫
๖ᐡ

๗
๖ᐡ

๖ᐡ
⤴

䐽 䐾 䐿 䑀 䑁
ᰳ
ᙧᗶ
ᗗᆰ೫

⓬ᣖᙺ໙ᢂ྿

ᖂ䛕䛕䛕䛕䛕䛕྿

ᑮㇽᵱ㐞≞

䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᢒポ᫃
•ᐡᬊ
䜜ᯄ㱩
䠢᫃䠣

䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ⟾ᢂླ

ㄆ㦠ᐥ᪩᫃䝟䞟䝛䞖䞨䝴㓢ྺ
ポチሔ⁛
ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䛤྅⪡䛥ᰳಈㄆ్䠢䄃㻻㻺㻺䠣䜜ᆛ⧎ᙧᗶ䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䠢䠫䞊䝥䜙ノ㍳䜇䜹ᙧᗶ೫䜝䛖䠭ᮭ䜜ᗗᆰ೫䜖䜇䜹䠣䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ᩶㔼

䠢㼷
㻽
䠣

ᛂ◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹•ᐡᙧᗶ䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䠢ᙧᗶ೫䜝ಈㄆ్䜂䜖䜙ノ㍳䜇䜹䜁䜖䠣
ㄆ㦠๖ᐡ⤴

•ᐡᑮㇽ
•ᐡᑮㇽ
㒨ే

ㄆ㦠ὐ

ᐡ⟾ᢂᵉᅵ

๗⤊㹉㹍
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㠞◸ኍㄆ㦠㹄㊖㢀ὐࠨ⿈᧟ᙬ᜔ὐ㹅!

!

!

䖠㠞㠞◸ኍㄆ㦠⤴ྊ䜡ᰳಈㄆ్㻲䄃㻻㻺㻺㻳䜙䜶䜹ᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠⤴

စ䜡ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䝧䞍䞟䝴
✞䛕㣌

ᗘ ᮔ ᫃ ᗘ ᮔ ᫃ 䐽 䐾 䐿 䑀 䑁
ㄆ㦠
ᙧᗶ
ᗗᆰ೫

ᗗᆰ೫
๖ᐡ

๗
๖ᐡ

๖ᐡ
⤴

䐽 䐾 䐿 䑀 䑁
ᰳ
ᙧᗶ
ᗗᆰ೫

䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ᩶㔼

䠢㼷
㻽
䠣

䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ⟾ᢂླ

•ᐡ
•⦘᩶
䠢⟾ᢂ䠣

㠞◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹•ᐡᙧᗶ䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䠢ᙧᗶ೫䜝•⦘䜂䜖䜙ノ㍳䜇䜹䜁䜖䠣
ㄆ㦠๖ᐡ⤴䝟䞟䝛䞖䞨䝴㓢ྺ

ポチሔ⁛
ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䛤྅⪡䛥ᰳಈㄆ్䠢䄃㻻㻺㻺䠣䜜ᆛ⧎ᙧᗶ䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䠢䠫䞊䝥䜙ノ㍳䜇䜹ᙧᗶ೫䜝䛖䠭ᮭ䜜ᗗᆰ೫䜖䜇䜹䠣

⓬ᣖᙺ໙ᢂ྿

ᖂ䛕䛕䛕䛕䛕䛕྿

ᑮㇽᵱ㐞≞

䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᢒポ᫃
•ᐡᬊ
䜜ᯄ㱩
䠢᫃䠣

•ᐡᬊ
䜜ๆ㣌
䠢๔ᅥ䜬䜍
䜝෪ㄆ㦠䠣

•ᐡᑮㇽ
•ᐡᑮㇽ
㒨ే

ㄆ㦠ὐ

ㄆ㦠ᐥ᪩᫃

•ᐡ⟾ᢂᵉᅵ
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෪ㄆ㦠ࡱࢀᐥ᪩࢝ᑾᚢࢲࣃㄆ㦠㹄๖ᐡሔ⁛ࡖࡼࡧࡱ⁔ࢤሷྺࠨࡸࡖࡽᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩㹅

!

䖠㠞◸ኍㄆ㦠⤴䜜๖ᐡ䜙䜶䜸ᐥ᪩䜅䜍ᑾᑾᚢ䝟䝎ㄆ㦠⤴

စ䜡ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䝧䞍䞟䝴
✞䛕㣌

ᗘ ᮔ ᫃ ᗘ ᮔ ᫃ 䐽 䐾 䐿 䑀 䑁
ㄆ㦠
ᙧᗶ
ᗗᆰ೫

ᗗᆰ೫
๖ᐡ

๗
๖ᐡ

๖ᐡ
⤴

ㄆ㦠๖ᐡ⤴

•ᐡᑮㇽ
•ᐡᑮㇽ
㒨ే

䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᢒポ᫃
ポチሔ⁛
ᙧᗶ

䠢㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

⓬ᣖᙺ໙ᢂ྿

ᖂ䛕䛕䛕䛕䛕䛕྿

෪ㄆ㦠䜜䜍䜯ᐥ᪩䜅䜍ᑾᚢ䝟䝎ㄆ㦠䜜ᆛ⧎ᙧᗶ㻲㼘㻹㼷㼷
㻼
䠣

䠢ᙧᗶ೫䜝䝟䝎䠫ᮭ䜂䜖䜙ノ㍳䜇䜹䜁䜖䠣

ᑮㇽᵱ㐞≞
䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ⟾ᢂླ

䝟䞟䝛䞖䞨䝴
ᢒポ᩶㔼

䠢㼷
㻽
䠣

•ᐡᬊ
䜜ᯄ㱩
䠢᫃䠣

ㄆ㦠ᐥ᪩᫃䝟䞟䝛䞖䞨䝴㓢ྺ

•ᐡ⟾ᢂᵉᅵ



!

!

!

!

!

!

!

ᛂ◸ኍ䞧㠞◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᵱ㐞≞䜜㻪

ᙧᗶ•ᐡ•ᐡ䝳䞨䝫ノべ㢝!

!

!

! !

๗⤊㹉㹎
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2/ㅈ᰻⚨ࣇࢀऌࣘᵱᡠ

ᮭㅈ᰻⚨ࠨࢁఆ୵ࣇࢀऌࣘࡹᵱᡠࠩࡖࡸ࢞ࡧ!

ᙺㄏᖂࢀᖂ✞ࡽᚯࠨࡖㄏᙺࣇ࢝ऌࣘࢊຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

ᙺㄏᖂࢀ〫᩶ࡽᖂ✞࡞࿓࢝࢞ሷྺࠨࢁㄏᙺࣇ࢝ऌࣘࢀැࢤࡸຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

!ऌࣘ྿ࣇ

ᖂ! ✞!

᷉୵㒨ᖂ!

㹄ࣥऌ࣑ःࣀ㒨㹅!

᷉୵㒨ᖂ!

㹄ᰳऋኆ㒨㹅!
᷉୴㒨ᖂ!

֏㐙ノ! !ۯ !ۯ !ۯ

!࣏ᐡࣗऌ•

㹄ᛂ◸ኍ㹅!
!ۯ ! !

֑•ᐡࣗऌ࣏!

㹄㠞◸ኍ㹅!
! !ۯ !ۯ

֒•ᐡࣗऌ࣏!

㹄㠞◸ኍ⤴๖ᐡ࢚ࡽ

!㹅ࢲࣃᑾᚢ࢝

! 㑘! ᐣ! 㑘! ᐣ!

!

㠞◸ኍㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࠨ࢚࢜ࡽᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩ࡱࡩሷྺࡽຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

! ᷉୵㒨ᖂࣥࢀऌ࣑ःࣀ㒨ࡹᐥ᪩࢝ᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࢁࡸࡖࡶࡽ ࠴㹄ᛂ◸ኍ㹅࣏ᐡࣗऌ•࠳ࠨ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩຨࢊऌࣘࣇ

!

!

! !
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ऌࣘࣇ࠴㐙ノ֏࠳/3

ᙺㄏᖂࢀᆣᪧ᩸ഹᒟ⟚྿ࠨ໙ᢂ྿ࢅ࢚ᖂ྿ࢤຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

ᆣᪧ᩸ഹᒟ⟚྿㹖ࣧࣻࢶ࣐ःࣱࣛࣵऌ࢛㑣ᣃࡸࡩ୵ࡖࡧ!

໙ᢂ྿ࠨᖂ྿㹖╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳֏㐙ノࣇऌࣘ࠴!

!

!

!

! !

㐙ノ䝣䞨䝴

ษ౹㻳䛕䛕䛕㑣ᣃ䠴 䛕䛕ノ䠴

䖝䛕ᮭ⚨䜝䛖㻻㻻ᖂẴ䜙ノ䜇䜹䜁䜖䛗

ᆣᪧ᩸ഹᒟ⟚྿ 㜓ᯜᆣᪧ᩸ഹᒟ

໙ᢂ྿ 䖝䖝ἷᕻᅺ㑆໙ᢂ

ᖂ྿ ᅺ㑆䖡䖡ླ䛕䕳䕳᷉ᖂ
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ऌࣘࣇ࠴㹄ᛂ◸ኍ㹅࣏ᐡࣗऌ•࠳/4

4/2 ! •ᐡ⟾ᢂᅵࠨᵱ㐞≞྿⛾ࣃࢅ࢚ःࣺࢿऌࣘᢒポ⟾ᢂླ㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅

•ᐡ⟾ᢂࢤ⚅ࡱࡩ•ᐡే⩆㓢⩆ᅵ㹄ഡ㠡ᅵऋ㠡ᅵࢀᅵࠨ᪩ᖂᅵࢀࡻࡼᾏ⏻ྫ㹅ࢤ㈼

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩノࡽᅵࢤऌࣘᢒポ⟾ᢂླࣺࢿःࣃࢅ࢚⛾ᵱ㐞≞྿ࠨࡣ௺࢜

ᅵࢀᵱ㐞≞྿⛾ࣃࢅ࢚ःࣺࢿऌࣘᢒポ⟾ᢂླࠨࢁ୵⿐ࢀ•ᐡࣗऌ࣏ຨࢤྺ᩸ࢀࡺ

ᅵࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡵ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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4/3 ! •ᐡᑮㇽࠨ•ᐡᑮㇽ㒨ేࠨㄆ㦠ὐ㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘ࢝ࡣࡽ•ᐡᑮㇽࠨ•ᐡᑮㇽ㒨ేࢅ࢚ㄆ㦠ὐࠨࢤຨ㹄ࣧࣻࢶ࣐ःࣱࣛࣵऌ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ㑣ᣃ㹅࢛

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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!

4/4 ! ポチሔ⁛ᙧᗶ㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅ࠨऌࣘ㓢ྺࣺࢿःࣃ

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࣃ࢝ࡣࡽःࣺࢿऌࣘ㓢ྺ㹄စࢅᙧᗶऋࣱ࣋ःࣘ✞㣌㹅ࢅ࢚ポチሔ⁛ᙧᗶࡽ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩຨࡸࡖࡶ

!

စࢅᙧᗶ㹄O0nn3㹅㹖╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!ࡖࡧ୵ࡸࡩ㑣ᣃ࢛ःࣱࣛࣵऌࢶ࣐ःࣘ✞㣌㹖ࣱࣧࣻ࣋

ポチሔ⁛ᙧᗶ㹄O0nn3㹅㹖╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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!

4/5 ! ㄆ㦠ᐥ᪩᫃㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅ࢅ࢚ऌࣘᢒポ᫃ࣺࢿःࣃࠨ✸ऌࣘᢒポ్ࣺࢿःࣃ

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࣃ࢝ࡣࡽःࣺࢿऌࣘᢒポ᩶㔼㹄n4㹅ࢤຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ㑣ᣃ㹅࢛ःࣱࣛࣵऌࢶ࣐ຨ㹄ࣧࣻࢤㄆ㦠ᐥ᪩᫃ࢅ࢚ऌࣘᢒポ᫃ࣺࢿःࣃ

•ᐡᬊࢀᯄ㱩㹄᫃㹅࡞⯊໕⠊ࠩ࢞ࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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!

4/6 ! ᛂ◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶࠨᰳಈㄆ్ࢀᆛ⧎ᙧᗶ㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘ࢝ࡣࡽᛂ◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶ•ᐡࢀ⤴ࣃ⏳ࠨࡺःࣺࢿऌࣘⳒམࡩᆣ↊

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩຨࢤ⤴ࢀᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀᰳಈㄆ్㹄ɋ211㹅࢝࢞ࡧᡠౖࡸࡖࡽ

!

ᛂ◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶ㹄O0nn3㹅!

㹖ዃ㒨ಈㄆ్࢚࢝ࡽㄆ㦠ࢀሷྺࠨࢁ㹍㹍ಈㄆ్ࢀࡺࡦ•ᐡ⤴ࡽࣉ࣮ྐྵࢤ╂ᥩຨࡩ

!ࡖࡧ୵ࡸ

㹖ᑾᚢ࢚࢝ࡽࢲࣃㄆ㦠ࢀሷྺࢲࣃࣃࠨࢁ㹍ᮭࢀࡺࡦ•ᐡ⤴ࡽࣉ࣮ྐྵࢤ╂ᥩຨࡸࡩ

୵ࡖࡧ!

ᰳಈㄆ్ࢀᆛ⧎ᙧᗶ㹄O0nn3㹅!

㹖㹏ᮭࢀಈㄆ్࢚࢝ࡽᗗᆰ೫ࡽࣉ࣮ྐྵࢤ╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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4/7 ! ㄆ㦠⤴๖ᐡ㹄ᛂ◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࠨࡸࡖࡽ•ᐡࣗऌࢀ⿐࣏ຨࠨࡺ࢝ீ⤨࡞๖ᐡࡽᛐべࡼስ࠵࡞ㄆ㦠๖ᐡ

⤴ࢀ࠶ḫࡽ⯊໕ຨࠨ࢞ࡧㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࠩ࢞ࡧ⚅⿐࡞!

ㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࡽ㜉㑈ࡖࡼࡖ☺ㄤࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄ᛂ◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !

ㄆ㦠⤴๖ᐡ࡞!

!࢞ࡧ⚅⿐



:!

!

ऌࣘࣇ࠴㹄㠞◸ኍ㹅࣏ᐡࣗऌ•֑࠳/5

5/2 ! •ᐡ⟾ᢂᅵࠨᵱ㐞≞྿⛾ࣃࢅ࢚ःࣺࢿऌࣘᢒポ⟾ᢂླ㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅

•ᐡ⟾ᢂࢤ⚅ࡱࡩ•ᐡే⩆㓢⩆ᅵ㹄ഡ㠡ᅵऋ㠡ᅵࢀᅵࠨ᪩ᖂᅵࢀࡻࡼᾏ⏻ྫ㹅ࢤ㈼

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩノࡽᅵࢤऌࣘᢒポ⟾ᢂླࣺࢿःࣃࢅ࢚⛾ᵱ㐞≞྿ࠨࡣ௺࢜

ᅵࢀᵱ㐞≞྿⛾ࣃࢅ࢚ःࣺࢿऌࣘᢒポ⟾ᢂླࠨࢁ୵⿐ࢀ•ᐡࣗऌ࣏ຨࢤྺ᩸ࢀࡺ

ᅵࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡵ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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!

5/3 ! •ᐡᑮㇽࠨ•ᐡᑮㇽ㒨ేࠨㄆ㦠ὐ㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘ࢝ࡣࡽ•ᐡᑮㇽࠨ•ᐡᑮㇽ㒨ేࢅ࢚ㄆ㦠ὐࠨࢤຨ㹄ࣧࣻࢶ࣐ःࣱࣛࣵऌ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ㑣ᣃ㹅࢛

•ᐡᬊࢀๆ㣌ࡸࡖࡶࡽ ᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᗗࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠࠵ࠨ

ᡠ 35ᗘ 4ᮔ㹅ࢀ࠶ Q/6࠳ᅵ 3! 㠞◸ኍㄆ㦠ࢀᾔࢀࡹ࠴࢞෪ㄆ㦠ࢀሷྺࢁ ࡸࡩ㑣ᣃࢤ࠴෪ㄆ㦠࠳ࠨ

!ࠩࡖࡧࡲࡡ

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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!

5/4 ! ポチሔ⁛ᙧᗶ㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅ࠨऌࣘ㓢ྺࣺࢿःࣃ

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࣃ࢝ࡣࡽःࣺࢿऌࣘ㓢ྺ㹄စࢅᙧᗶऋࣱ࣋ःࣘ✞㣌㹅ࢅ࢚ポチሔ⁛ᙧᗶࡽ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩຨࡸࡖࡶ

!

စࢅᙧᗶ㹄O0nn3㹅㹖╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!ࡖࡧ୵ࡸࡩ㑣ᣃ࢛ःࣱࣛࣵऌࢶ࣐ःࣘ✞㣌㹖ࣱࣧࣻ࣋

ポチሔ⁛ᙧᗶ㹄O0nn3㹅㹖╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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5/5 ! ㄆ㦠ᐥ᪩᫃㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅ࢅ࢚ऌࣘᢒポ᫃ࣺࢿःࣃࠨ✸ऌࣘᢒポ్ࣺࢿःࣃ

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࣃ࢝ࡣࡽःࣺࢿऌࣘᢒポ᩶㔼㹄n4㹅ࢤຨࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ㑣ᣃ㹅࢛ःࣱࣛࣵऌࢶ࣐ຨ㹄ࣧࣻࢤㄆ㦠ᐥ᪩᫃ࢅ࢚ऌࣘᢒポ᫃ࣺࢿःࣃ

•ᐡᬊࢀᯄ㱩㹄᫃㹅࡞⯊໕⠊ࠩ࢞ࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

! !
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5/6 ! •ᐡ•⦘᩶ࠨ㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶࠨᰳಈㄆ్ࢀᆛ⧎ᙧᗶ㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘ࢝ࡣࡽ•ᐡ•⦘᩶ࢅ࢚㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶ•ᐡࢀ⤴ࣃ⏳ࠨࡺःࢿ

ࣺऌࣘⳒམࡩᆣ↊ౖࡸࡖࡽᡠ࢝࢞ࡧᰳಈㄆ 㹄్ɋ211㹅ࢀᆛ⧎ᙧᗶㄆ㦠ࢀ⤴ࢤຨࡡࡸࡩ

!ࠩࡖࡧࡲ

!

•ᐡ•⦘᩶!

㹖㹍ᢒポ࣓ࣽࣘ࢝ࡣࡽ•ᐡ•⦘᩶ࢶ࣐ࣻࣧࢤःࣱࣛࣵऌ࢛㑣ᣃࡸࡩ୵ࡖࡧ!

㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽᆛ⧎ᙧᗶ㹄O0nn3㹅!

㹖㹍㹍•⦘ࢀࡺࡦ•ᐡ⤴㹄39᫃ᦌ⠊ᙧᗶ㹅ࡽࣉ࣮ྐྵࢤ╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!!

ᰳಈㄆ్ࢀᆛ⧎ᙧᗶ㹄O0nn3㹅!

㹖㹏㹏ᮭࢀಈㄆ్࢚࢝ࡽᗗᆰ೫ࡽࣉ࣮ྐྵࢤ╂ᥩຨࡸࡩ୵ࡖࡧ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !
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5/7 ! ㄆ㦠⤴๖ᐡ㹄㠞◸ኍㄆ㦠㹅

ྐྵᢒポ࣓ࣽࣘࠨࡸࡖࡽ•ᐡࣗऌࢀ⿐࣏ຨࠨࡺ࢝ீ⤨࡞๖ᐡࡽᛐべࡼስ࠵࡞ㄆ㦠๖ᐡ

⤴ࢀ࠶ḫࡽ⯊໕ຨࠨ࢞ࡧㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࠩ࢞ࡧ⚅⿐࡞!

ㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࡽ㜉㑈ࡖࡼࡖ☺ㄤࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֑࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ㹅࠴!

!

!

!

! !

ㄆ㦠⤴๖ᐡ࡞!

!࢞ࡧ⚅⿐
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!

ऌࣘࣇ࠴㹅ࢲࣃᑾᚢ࢚࢝ࡽ㹄㠞◸ኍㄆ㦠⤴๖ᐡ࣏ᐡࣗऌ•֒࠳/6

㠞◸ኍㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࠨ࢚࢜ࡽᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࢤᐥ᪩ࡱࡩሷྺࢀᑾᚢࢲࣃㄆ㦠ࡸࡖࡶࡽຨࡩ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸ

ㄐ⤛ࢁ ᙧᗶ•ᐡべ㢝㹄ᗗᡠࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽᛂ◸ኍऋ㠞◸ኍㄆ㦠࠵ࠨ 35ᗘ 4ᮔ㹅࠶

ࢀ Q/6࠳ᅵ 3! 㠞◸ኍㄆ㦠ࢀᾔࢤ࠴࢞྅⇕ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

! •ᐡ⟾ᢂᅵࢅ࢚•ᐡࣗऌࢁ⿐࣏ ຨࡹᢋ㢎ࢀ྾ᵻࡺऌࣘࣇ࠴㹄ᛂ◸ኍ㹅࣏ᐡࣗऌ•࠳ࠨ

!ࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ

! !ࠩ࢞ࡧ⚅⿐࡞๖ᐡࢀㄆ㦠⤴ࠨ࢞ࡧ໕ຨ⯊ࡽ྾ᵻࡸࡖࡶࡽㄆ㦠⤴๖ᐡࠨࡱ

! ㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡࡽ㜉㑈ࡖࡼࡖ☺ㄤࠩࡖࡧࡲࡡࡸࡩ!

!

!

ノࣇऌࣘ㹖֒࠳•ᐡࣗऌ࣏㹄㠞◸ኍ⤴๖ᐡ࢚࢝ࡽᑾᚢࢲࣃ㹅࠴!

!

!

!

ㄆ㦠⤴๖ᐡ࡞!

!࢞ࡧ⚅⿐
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㠞◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᵱ㐞≞எ䜜㻪

㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸•ᐡべ㢝㻪

!

!

!

!

!

!

!

!

㻪

ᗗᡠ 㻼㻾 ᗘ 㻽 ᮔ㻪

!

ᅺᆓ㐙╊ዏ⯅ᐟᢁ⾿ㅈ᰻ㅀ!

!

! !

๗ !3!
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3/!㑘⏻⠨ᅴ!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////!2 
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!

ࡽࡪࢁ/2

ᮭべ㢝ࣃࠨࢁःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞㒨ࢀ㖐⟛ࢀ㓢⟛⊅០ྊࢤ࢜࢈ࢅᑮㇽࡸࡩࡺᥦ᰻〄⩆ࢤ⏻

࢜ࡱࡔࡽࡘ⾺ࢤᐡ•࢚࢝ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠ࡱࡖ ऋ▇┶ࢀ⪣⓬ࢅ᪩ᖂ⠔⍌㹄္㉟⠔⍌㹅ྊࢀ⪣᪩ᖂࠨ

ᴆ᰻࢝ࡣࡽᐥ᪩ᐺࢤᐡࠩ࢝ࡔࡹࢀࡱ!

!

!

3/㑘⏻⠨ᅴ

᷉୴㒨ᖂऋ୵㒨ᖂྊࢅ㔺べᵱ㐞≞࢝ࡔࡹ❓㠡✸ 36 ੫ఆ୴࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬ࢀऌࣘࢤᑮㇽ

!ࠩ࢝ࡺᑮㇽዃࢁ〥္ࣘࣉࣳࢽࣼࣧࢀᖂሷ〥ౖࠨࡩࡲࡱࠩ࢝ࡺ

!

!

4/᪩ᖂ⪣ࢀᐥ᪩㢍

4/2 ! ㄆ㦠ὐࢀ㑣ᐡ

ࡖᚯࡽ࠴ㄆ㦠ὐ࢝⏻㑘ࡽ≞ᑮㇽᵱ㐞*2(7/2࠳ !ࠩ࢝㑣ᐡࢤㄆ㦠ὐ࢝⏻㑘ࡽ≞ᑮㇽᵱ㐞ࠨ

!

4/3 ! ⁛ഹ

)2* ! ポチㅴපࢀ☺ㄤ

ᥦ᰻ㄆ㦠ࢤ㜂ጼ࢝ࠨࡽᥦ᰻⟾ᢂࢀポチᅵྊࢅᐔᡠᅵ⟚ࢀ᫂Ꮿ㉆ࠨ࢚࢜•ᐡᑮㇽࢀ

!ࠩ࢝ㄤ☺ࡽࢤ㜉㞖⟚㹅ࠨ࢜࢈ࠨ㖐⟛ᚢࠨ⊄ポチㅴප㹄ᚅࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ

!

)3* ! ᪩ᖂチ␊ᮇࢀࢊノ㍳

᪩ᖂ⪣ࢁ ࡸࡖࡶࡽ⟚⩆ᐡే•ᐡᪧὐ•ࡷሔࡽㅈ᰻⤴ࠨ ࠨࡩノ㍳ࡽ᪩ᖂチ␊ᮇࠨ

┶▇⫩၆ࢊᦄࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

4/4 ! •ᐡࢀᐥ᪩ྊࢅ๖ᐡ

᪩ᖂ⪣ࢁ ᐥࢤᐡ•ࢀ࢜࢈ࢅ㓢⟛⊅០ྊࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃࠨࡖᚯࡽ࠴7㹊•ᐡᪧὐ࠳ࠨ

᪩ࢀࠨࡩ㑘࿎ࡸࡖࡶࡽ๖ᐡࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࢤ!

!

4/5 ! •ᐡࡽ㜓࢝㉆ࢀᦄ⟚

᪩ᖂ⪣ᮭࠨࢁ•ᐡࢀᐥ᪩ࡽ㜓࢝㉆᩸ࢤഹࠨ⠔ࠨࡩ┶▇⫩၆ࢀ࢛ㅑựࡱࡵࡔ࡞ሷྺ

!ࠩࡖࡼ࢛ࡼࢂ࢞ࡣࡼࡩᦄࡽᴆ᰻ᬊࡽࡺࡺ࢝⚅ᦄࡡࡼ㐺₉ࠨࢁ

•ᐡ⤴ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ⿐ 2 ࠨᐡᚩ㞔ᬊ•ࠨࡩᡠౖࢤᐡ⤴ስᮇ•ࡱࡩ⩔⥷ࢤᐺ⚅ࡽ

ᦄࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

㖐⟛ᥦ᰻ࢀᾔࢤ࢞ᅵ !ࠩ⚅ࡽ2

!
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!

⿐ 2! •ᐡ⤴ስᮇࡽノ㍳ࢋ㢍!

! ୷ྺᱟᬊࢀስ࢝㢍!

㹅㟟♀ࣼऌ࣐ὐྊࢅ㟟♀ㄭᑽὐఆዃࢀㄆ㦠ᪧὐࡹ•ᐡࡱࡵ⾺ࢤሷྺࢀስᮇࢀノ㍳㢍ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ┶▇⫩

၆ࡺ༾ㆽࢀ୴ౖᡠࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

!

✞! ๗!
ౖᡠ!

㢴ᗶ!
ስࢋᐺ!  ௺㉆!

ᖂ

ᵉ
べ
ྊ
ࢅ
•
ᐡ
〄
⩆!

ᖂ

Ẵ!

ᖂ྿⛾! !

ᵱ㐞≞྿⛾! !

•ᐡᗘᮔ᫃! !

•ᐡሷᢂ! !

•ᐡ⾿⪣!

㹄ᢂᒱࠨョᮇླࠨ⩉྿㹅!

୫ᐡࢀ⾿ࢤョ࢝㉆

!

ᥦ᰻〄⩆!

㹄྿⛾ࠨᚅ⊅ࠨ〥㐞ླࠨ〥㐞ఫ⚉྿ࠨ㐡⤿ඹ㹅!

!

!

ᥦ᰻〄⩆ࢀᱍṥノ㘱! ֏ᱍṥノ㘱!

!ᅵ

֑╝!

⣋
ᗶ
࿃
୴
ࢊ
࿃
ࡣ
ࡱ
〓
ṥ!

•
ᐡ
⤴
!

〓
ṥ
Ẵ!

㟟♀ࣼऌ࣐ὐ! Ẹㄭ㟟⋿ࢀ⠊ࡱࡵ⾺ࢤᑮㇽ㹄•ᐡ⟾ᢂ㹅

!ᐡ㠡⊅០•ࢅᯄ㉟ྊࠨ⊄ᚅࢀ

!

•ᐡ⤴! ֏•ᐡ⤴ᅵ!

!࣏ࣗऌ⤴

㟟♀ㄭᑽὐ! ⟛㖐ࢀᑮㇽࡱࡵ⾺ࢤ⠊ࢀṥ೫〓࢜࢈

ᚢࢀ᯦ࠨᯄ㉟!

!

•ᐡ⤴! ֏•ᐡ⤴ᅵ!

!࣏ࣗऌ⤴

•
ᐡ
⤴
!

•
ᐡ
Ẵ!

ᵱ㐞≞ࢀ✞㣌!

㹄᷉୵㒨ᖂ᷉ࠨ୴㒨ᖂ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬ࠨऌࣘᖂ㹅!

!

•ᐡᑮㇽࢀᵱ㐞ऋᵱᡠྊࢅ•ᐡ⟾ᢂ! •ᐡ⟾ᢂే⩆ᅵ!

㹄ᵱ㐞ᅵࡽ•ᐡ⟾ᢂࢤ

ノ࢝ᐡ≦ࢤᢂ⟾ࠨࡩ⚅

!ᅵ㹅ࡱࡩ௺ࢤླ

•ᐡᑮㇽࢀ㓢⟛⊅០! 㓢⟛ᅵࠨ᪩ᖂᅵ⟚!

•ᐡ⤴!

㹄•ᐡ⟾ᢂࢀࡺࡦ֏ポチ೫ミᐺㄵᖈ֑ᮏᑾ֒࢜࢈⠊ࡖ⏻ࡽ

ࡽ⿐୫をࢤ๖ᐡ⤴ࢀṥ೫֓•ᐡ೫֔㑘ྺ〓࢜࢈Ẹㄭ㟟⋿ऋ࢝

ࡽᪧὐࢀ⟚࢝ࡣ௺ࢤノླࠨࢁᐡ⟾ᢂ•ࠨᐡᑮㇽ•ࠨࡩࡺࢀ࢝

!㹅ࠩ࢝ࡧᑮᛠࡺㄆ㦠⟾ᢂే⩆ᅵ࢚࢜

֏•ᐡ⤴ᅵ!

!࣏ࣗऌ⤴

֑•ᐡ⤴୫を⿐!

֒•ᐡ⊅ὁࢀ╝!

୷ྺᱟ⟾ᢂ! !

ᤄ㢍!

㹄ẟ㞓☺ㄤ⟚ࠨࡸࡖࡽ┶▇⫩၆⟚ࡽᤄࡱ࢞ࡧ㢍ࢤノ࢝

!㹅ࠩࡺࡥ

!

༾ㆽ㢍!

㹄┶▇⫩၆ࢀࡺ༾ㆽ㢍⟚ࡸࡖࡶࡽノࡺࡥ࢝㹅!

!

!
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ᅵ 2! 㖐⟛ᥦ᰻ࢀᾔ࢞! !

  ㅈ ᰻㻪

䛠㠞◸ኍㄆ㦠ᐥ᪩チ␊䛡䝀┰䜸㏖䝁䜎㻪

᪩ᖂチ␊ᮇ䜜ౖᡠ
᪩ᖂチ␊ᮇ䜜ᦄ㻪

•ᐡ⤴䜜ౖᡠ㻪

䠢もᱟ೫䜙㑘ྺ䜅䜔䛲䜘䛲ሷྺ䜝䛖㻪

ᑮ⟥䜙䜒䛲䜔䜜༾ㆽ⤴䝀࿓䜮䠣㻪

!

Ẹㄭ㟟⋿䜜⠊㻪 㖐⟛㜉㞖䛺ポチ䛹䜤䜸䜜 㻻㻸㻿 ೖఆ

୵䜜ሷྺ䛖䛹䜤䜸〓ṥ೫䜜⠊㻪

ᑮ⟥䜙䜒䛲䜔༾ㆽ㻪

OP! OP!

ᑮ⟥䜙䜒䛲䜔༾ㆽ㻪

OP!

ZFT!

⁛ ഹ㻪

䠢ሔ⁛⦘ྊ䜡㊌᰻⦘䜜ポᐡ䛖•ᐡ㠡䜜ฬ

⍌䛖ᥦ᰻〄⩆䜜☺ㄤ䠣㻪㻪

•ᐡ⟾ᢂ䜜㑣ᐡ䛖➅ᱪ㻪

ㄆ㦠ᪧὐ䜜㑣ᐡ
㟟♀ㄭᑽὐ㻪㟟♀䞘䞨䝬ὐ㻪

㖐⟛㜉㞖䜜ᗗᆰ೫
䛺⿐㻪 㻿 䜜๖ᐡሔ⁛
䜙㑘ྺ䜇䜹䛹䛗㻪

ZFT
•ᐡ䛹䜤䜸䛺⿐㻪 㻿
䜜๖ᐡሔ⁛䜙㑘ྺ
䜇䜹䛹䛗㻪

୷ྺᱟ㻪ྺ㻪 㻪 ᱟ㻪

෪ㅈ᰻䠢•ᐡ⟾ᢂ௺㏤䜜

௸䜜 㻼⟾ᢂ䜕෪ㅈ᰻䠣㻪

•ᐡ⤴䜜ᦄ㻪

䠢•ᐡᚩ㞔ᬊ䠣㻪

㖐⟛ᥦ᰻!

㹄㖐⟛ే⩆ࢀ•ᐡࠨ

!ᐡ㹅•ࢀ࢜࢈

୷ྺᱟ㻪

•ᐡ⠨ᅴ䜜㖐⟛䜜
ᮭ᩶䛺ポチᮭ᩶䜖྾
୫ᮭ᩶䜕䛰䜹䛹䛗㻪

•ᐡ䛹䜤䜸䛺⿐㻪 㻿
䜜๖ᐡሔ⁛䜙㑘ྺ
䜇䜹䛹䛗㻪

ZFT! ZFT

OP!

䠢䛹䜤䜸䜜๖ᐡ䠣㻪 䠢㖐⟛ే⩆䜜๖ᐡ䠣㻪
๖ᐡ㢍┾䜜㑣ᐡ
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5/┶▇⫩၆ࢀᐥ᪩㢍

5/2 ! ᥥ⏻࢝ㄆ㦠ὐࢀㅷ

㹄㟟♀ㄭᑽὐྊࢅ㟟♀ࣼऌ࣐ὐఆዃ࢚࢝ࡽㄆ㦠ὐࢤᥥ⏻࢝ሷྺࢀ㹅!

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣࢛ᦄࡱ࢞ࡧᥥ⏻࢝ㄆ㦠ὐࡽ㜓࢝ᮇ㣌ࢤ☺ㄤࠨࡩ•ᐡࢤᐥ᪩

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝ㅷࡽ࢝

!

5/3 ! ᪩ᖂチ␊ᮇ࢝ࡣࡽノ㍳㢍ࢀᢳᦏ

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣࢛ᦄࡱ࢞ࡧ᪩ᖂチ␊ᮇࠨ࢚࢜ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠္࢚࢝ࡽ㉟⠔⍌チ␊ࢀ

ᵉべࢤᢳᦏࠩ࢝ᵉべࢀᢳᦏࠨࢁࡽḽࢀ㢍ࢀ☺ㄤࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࡸࡵ࢚ࡽ!

2*! ᑮㇽᵱ㐞≞!

3*! ㄆ㦠ὐ!

4*! •ᐡే⩆!

!

5/4 ! •ᐡࢀ➅ఫྊࢅስᮇࢀ☺ㄤ

┶▇⫩၆ࠨࢁ᪩ᖂ⪣ࡘ⾺࡞㠞◸ኍㄆ㦠ࡽᑮࠨࡩ㹍ᖂࡶࡽ㹍ᅥఆ୴➅ఫࠨࡽࡺࡺ࢝

ఓ឴ࢤ⩆ేࢀ㑣ᐡ㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࠨࡩ᪩ᖂ⪣ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠ࢤᐥ᪩ࠨࡧ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺

ㄤᮭࠨࡼࠩ࢝ࡺࢀ࢝•ᐡࢀᐥ᪩ࡽ㜓࢝㉆ࠨࢁᛐべࡽᛠࡸࡪ᪩ᖂஎࡽᦄ⚅ࢤự

!ࠩ࢝ࡹ࡞ࡺࡥ࢝

!

!

6/ᴆ᰻⫩၆ࢀᐥ᪩㢍

ᴆ᰻⫩၆ࠨࢁᐔᡠᴆ᰻ᬊࡽᑮㇽ࢝ࡼࡺැࢀࡸ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺ㄤࠨࡼࠩ࢝எ㜉⾿

ᴆ᰻ࠨࡸࡖࡽᑮㇽ࢝ࡼࡺැࢀࡸ•ᐡ⤴ስᮇࢤ☺ㄤࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

!

! !
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7/•ᐡᪧὐ

7/2 ! ㄆ㦠ὐࡸࡖࡶࡽ

)2* ! ᑮㇽᵱ㐞≞ࡽ㑘⏻࢝ㄆ㦠ὐ

2* ! ᷉୴㒨ᖂ 

᷉୴㒨ᖂࠨࢁ㟟♀ㄭᑽὐࢤ౯⏻ࢤࡺࡥ࢝ᶤ⁛ࠩ࢝ࡺ!

3* ! ᷉୵㒨ᖂ 

᷉୵㒨ᖂࠨࢁ㟟♀ࣼऌ࣐ὐࢤ౯⏻ࢤࡺࡥ࢝ᶤ⁛ࠩ࢝ࡺ!

4* !  ऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬

!ࠩ࢝ࡺ⁛ᶤࢤὐ࣐㟟♀ࣼऌࢁࡱ㟟♀ㄭᑽὐࠨࢁऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬

⿐ 3! ᑮㇽᵱ㐞≞ࢀ•ᐡ㒨ేࡽ㑘⏻࢝ㄆ㦠ὐ!

ᑮㇽᵱ㐞≞! ᶤ⁛࢝ࡺㄆ㦠ὐ!

᷉୴㒨ᖂ! 㟟♀ㄭᑽὐ!

᷉୵㒨ᖂ! 㟟♀ࣼऌ࣐ὐ!

!ऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬ 㟟♀ㄭᑽὐࠨ㟟♀ࣼऌ࣐ὐ!

!

)3* ! ㄆ㦠ὐࢀᥥ⏻ᯐ⟚

•ᐡྐྵ࢝ࡖ⏻ࡽㄆ㦠ὐࢁ ⿐ࠨ 4 ࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࡸࡖ⏻ࢤ⩆〄ᐡ•ࡱ⁔ࢤ⬽᜔⚅ࡽ

ノ㘱〄⩆ࠨࢁᚱ࣏ࣻࣈࣗࡱ࢛࢞ྈࣀࣽࣚࢲࢁຨࢤノ㘱ࠩ࢝ࡺࢀ࢝ࡹ!

⿐ࡹὐఆዃ࣐㟟♀ࣼऌࢅ㟟♀ㄭᑽὐྊࠨࡼ 4 ࢚ࡽㄆ㦠ὐ࢝ࡹ☺ࢤ⬽᜔⚅ࡽ

ࢤㅷࢀ၆⫩▇┶ࡸࡩ௺ ࢤ⾿㉆࢝㜓ࡽㄆ㦠ᪧὐࢀࡽࠨࢁሷྺ࢝ᐥ᪩࢜

ᚱࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

!

! !
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⿐ 4! ᥦ᰻〄⩆᜔ࢀ⬽㹄㟟♀ㄭᑽࠨ㟟♀ࣼऌ࣐ὐ㹅!

✞! ๗! 㢍! ! ┾! べự᜔⬽㹄㟟♀ㄭᑽࣼࠨऌ࣐㹅!

ሔᮭ᜔⬽!

ᑮㇽ࢝ࡼࡺ㖐⟛ࢀ✞㣌!
စࢅ྿ E21㺚E62㹄㹍㹅ࢤ•ᐡࡥ࢝ࡹ

!ࡺ

ๆガ⬽!
㋃㟑! 6nnఆ୵ࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

!࢜࢈ 3㺚4nnఆ୵ࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

•ᐡ⣋ᗶ!

㜉㞖ࢀ•ᐡ⣋ᗶ! �21nnఆ୵ࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

!ᐡ⣋ᗶ•ࢀ࢜࢈ �6nnఆ୵ࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

•ᐡྫ⬽ࡼ!

㖐⟛ࢀ㜉㞖!

㹄எᛎ㜉㋃㟑㹅!

㟟♀!

ㄭᑽὐ!

㹄㹏㹅

ポチ࡞࢜࢈!

61nn !ሷྺࢀ⁔᮫
86nnࢀ㖐⟛㜉㞖࡞•ᐡࡺࡥ࢝ࡹ!

ポチ࡞࢜࢈!

61nnఆ୴ࢀሷྺ!

ポチ2/6·࢜࢈ •࡞㖐⟛㜉㞖ࢀ㋃㟑ࢀ

ᐡࡺࡥ࢝ࡹ!

㟟♀!

ࣼऌ࣐ὐ

ポチ࡞࢜࢈!

86nn !ሷྺࢀ⁔᮫
86nnࢀ㖐⟛㜉㞖࡞•ᐡࡺࡥ࢝ࡹ!

ポチ࡞࢜࢈!

86nnఆ୴ࢀሷྺ!

ポチࢀ࢜࢈㋃㟑ࢀ㖐⟛㜉㞖࡞•ᐡࡹ

!ࡺࡥ࢝

ノ㘱ᷓ⬽! ࣗऌࢀ࣏ノ㘱!
ऋ࣏ࣗࣻࣈノ㘱ࡺࡥ࢝ࡔࡹ!

ऋᐺ㔼㹄㹎㹅2᫃ๆࢀ⤴ࢤᮕࡺࡥ࢝

㹍㹅ᙺㄏᖂࡹ౯⏻࢝㖐⟛ᚢ࡞ᥦ᰻ྫ⬽ྫࢂ࢞ࡔࡹ!

㹎㹅〄⩆ࢀノ㘱ࣗࠨࡡࡼࡹࡣࡲऌࣃ࣍࣡ࢤ࣏ःࡽ㍝㐄ࣱࣲࣺࠨऌࢻऌࣙࡽノ㘱ࡹࡻࡼ⬽ᷓ࢝ࡹⰩࠩࡖ!

㹏㹅㟟♀ㄭᑽὐ࢝ࡣࡽ㖐⟛㜉㞖࡞ポチࢀ࢜࢈ 2/6 ೖఆ୵ࢀሷྺ 〓ࢀᚑ㢈ࢀ⟛㏤ᥩ㖐࢚࢝ࡽ㟟♀ㄭᑽὐ࠳ࠨ

ṥᪧὐࢀ࠴ᪧὐ㹄)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹅ࠨ࢚࢜ࡽ㏤ᥩ㖐⟛ࢀᚑ㢈ࢀࡸࡖࡶࡽ〓ṥࠩࡘ⾺ࢤ!

!

!

! !
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!

)4* ! 㠞◸ኍㄆ㦠࢝ࡣࡽ␡឴↊

㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ㓢⟛⊅០࢜࢈ࢅ࢚•ᐡࢤ↊឴␡࢝ࡣࡽఆ୵ࠩ⚅ࡽ!

!

2* ! •ᐡᷓᄜࢀᱍṥ!

ᥦ᰻〄⩆ࣱࠨࢁऌࢻऌ⟚࢚࢜ࡽᱍṥᷓࡱ࢞ࡧᯄࠨࡖ⏻ࢤ•ᐡ⪣ࢁ౯⏻ࡽ㞝ࡸࡩᱍṥ

ノ㘱ࢤ☺ㄤࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

3* ! •ᐡ⣋ᗶ࿃୴ࢀࡱࢀ〓ṥᪧὐ 

b*! 㟟♀ㄭᑽὐ࢜࢈࢝ࡣࡽ•ᐡ೫ࢀ〓ṥᪧὐ!

㟟♀ㄭᑽὐ࢚࢝ࡽ•ᐡࢁࡹ ࠨࡱ࢝ࡼ࡞ᚑ㢈ࢀሷ♀ࡺ࢝ࡼ࡞㓢⟛⊅០ࢀ⟛㖐ࠨ

ࢤṥ೫〓ࡸࡵ࢚ࡽ㓢⟛⊅០ࢀᐥ㞝ࠨࡸࡵ࡞ࡱࡩࠩ࢝ࡼࡺᛐべ࡞ṥ〓ࢀᐡ೫•࢜࢈

ἒᐡ࢝ࡺࢀࡡࡸࡩ 㹄ࠩㄐ⤛ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ๗㐓ࠨ•ᐡべ㢝㹄ガㄻ㹅ࢤ྅⇕ࡥ࢝

!㹅ࡺ

c*! 㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢝ࡣࡽẸㄭ㟟⋿ๆᖖࢀ〓ṥᪧὐ!

㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ•ᐡࠨࢁ•ᐡᑮㇽ≞ࣃࢀःࣺࢿऌࣘࢀ⊅០㹄≧ࡽ࿓Ủ⋿ࢀ

ᚑ㢈࡞ዏࡖ㹅࢚࢜ࡽẸㄭ㟟⋿࡞ࠨ࢚࢜ࡽࡺࡥ࢝ࡼ•ᐡࡽඹ➅ࡳẸㄭ㟟⋿ๆᖖࢤ

ự࢝ࡺࢀ࢝ 㹄ࠩㄐ⤛ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ๗㐓ࠨ•ᐡべ㢝㹄ガㄻ㹅ࢤ྅⇕ࡺࡥ࢝㹅!

⿐ 5! 〓ṥ•ᐡ࡞ᛐべࡼᯐྊࢅ㢴ᗶ!

! 〓ṥ࡞ᛐべࡼᯐ!

•ᐡ㢴ᗶ!

㓢⟛ᯐ!
!ऌࣺࣘࢿःࣃ

ᯐ!

㟟♀ࣼऌ࣐ὐ

Ẹㄭ㟟࢝ࡣࡽ

⋿ๆᖖࢀ〓ṥ!

࿓Ủ⊅០࡞࢛࡚࢝࢞⪢ࡺ࢝ࡼ㒨ేࡦ

!ᐡ•ࡽࡺ

!ࠨࢂ࡚౹

ऋࣃःࣺࢿऌࣘᢒポ᫃࡞࢝ࡼሷྺ!

ऋ⭘ᇘᬊᮥ࡞࢝ࡼሷྺ!

ऋ∏⊅០࡞࢝ࡼሷྺ㹄౹࡚ࠨࢂ༿㠡

࡞ࡖࡖ࡞࢜ࡱ᫃ᙺࢁ ࡪࡪࢁ་㠡ࠨ

!ࡻࡼ㹅࢝ࡖࡸࡩ

㓢⟛ᯐ࡞

࢝ࡼẴࡽ

•ᐡ!

⍅ሷ᪩ᖂᯐࢤ

ࡩ៴⪢ ࢀᐡᬊ•ࠨ

ऌࣘ࿓ࣺࢿःࣃ

Ủ⋿࡞྾୫ࡼࡺ

࢛࡚࢝࢞⪢ࡺ࢝

⟾ᢂẴ!

㟟♀ㄭᑽὐࡽ

ᐡ•࢜࢈࢝ࡣ

೫ࢀ〓ṥ!

㖐⟛㜉㞖࡞ ࢀ࢜࢈ポチࠨ 2/6ೖఆ୵ࢀ

ሷྺ!

㓢⟛ᯐ࡞

࢝ࡼẴࡽ

•ᐡ!

㹉!

!

! !
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!

4* ! •ᐡ㠡ࢀ⿐㠡ฬ⍌!

⟚࢞ỽࢀ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃࠨࡘ࢚࢝ᐥ᪩ᯔࡽⰩጐ࡞ᐡ•ࢁ≞ऌࣘᵱ㐞ࣺࢿःࣃ

•ᐡࢤጧ࡞ࢀ࢝ࡤᏯᆜ࢝ሷྺࢤ࢛࢞ࡥࠨࢁࡽ㝴ྂࠨ⟚࢝•ᐡ㠡ࢀ㑘็ࡼฬ⍌ࢤ

!ࠩࡺࡥࡘ⾺

!

5* ! 㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ•ᐡᬊࢀ␡឴↊ 

㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ•ᐡࢀሷྺࠨఆ୵ࢀᯐࡽㄏᙺ࢝ᵱ㐞≞ࢁ•ᐡ࡞ᅲ㟒ࡼࡺ

!ࠩ࢝ࡺࢀࡡࡸࡩᴆツࡸࡖࡶࡽᑮฬὐࢀ࢛࢞ࠨ↋࢝ࡔ࡞᜔⬽ྫ࢝

ऋ㖐⟛㜉㞖࢜࢈࡞ཪࡽࡧ㏤ࡖᑾࡖࡧሷྺࠩ!

ऋ⭘ᇘ╂ᚩ㹈㟓ዑ╂ᚩࡻࡼ㹈ࣃःࣺࢿऌࣘࡽỦ࡞ࡡ࿓࢝ࡖࡸ࢞ሷྺࠩ!

ऋ㖐⟛ᚢ࡞ዒࡖሷྺࠩ!

ࣃࠨࡸࡖࡽ⠨ᅴࡖࡼࢂྊࢀᩋ㞞ࡽ✊ᖂࢀ⍅ሷࠨࢁࡸࡖࡶࡽὐ࣐㟟♀ࣼऌࠨࡱ

ःࣺࢿऌࣘࢀ∏ᮥ㜉ࡼ⬽ྫࢤ㝦࢜☺ࡱࡩ୴ࡹ•ᐡࠩࡺࡥࡘ⾺ࢤ!

!

!

! !



:!

!

)5* ! •ᐡᢋ㢎

㓢⟛⊅០ࢀ•ᐡ71ࠨࢁdn·71dnఆ୴ࢀ⠨ᅴ࢝ࡣࡽ㖐⟛㜉㞖ࠨ•ᐡ㛵᩶ᮭࢀ࢜ࡱࡔࡧ

!ࠩ࢝ࡔࡹࢀ࢝ࡺᑮㇽࢤ

㊌᰻ࢤ⩆〄ᥦ᰻ࡽ㊌᰻⦘୴ࠨࢁᥦ᰻ࢀ࢜࢈ࢅ㓢⟛⊅០ྊࢀऌࣘᵱ㐞≞எࣺࢿःࣃ

ࠨࡼࠩ⚅ࢤᢋ㢎ࢀࡹᐡ•࢛ポᐡࢀ⦗㊌᰻ࠨ⦗⁛ሔࡽఆ୵ࠩࡘ⾺ࡸࡵ࢚ࡽࡺࡥ࢝

ྐྵẟ㞓ࡸࡖࡽ྅⇕࢝ᅵࠨࢁࡸࡖࡶࡽ୵㒨ᖂᰳ㒨ࢤឝᐡౖࡸࡩᡠࠩ࢝ࡔࡹࢀࡱࡩ!

!

2* ! ሔ⁛⦘ࠨ㊌᰻⦘ࢀポᐡྊࢅ㖐⟛ే⩆࣮ࢀऌࢽःࣀ 

֏ᥦ᰻㠡㹄ࣃःࣺࢿऌࣘ⿐㠡㹅ࢀᥦ᰻⠨ᅴ㹄71dn·71dnఆ୴㹅ࡽுឝ࢝࢞ࡧ㖐⟛ࢀ

㍦ᪧ࿃ࠨࡸࢡྺࡽ╂࢝㹎ᮭࢀሔ⁛⦘㹄㹴ࠨ㹵㍦㹅ࢤᐡ࣮ऌࢽःࠩ࢝ࣀ!

⦗㊌᰻ࡽஎዖࢅஅ➡ྊࢀᐡ⠨ᅴ•࢞ࡰ࢞㹵㍦ࠨ㹴㍦ࡽ⾺ᗗࡽ⦗⁛ሔࠨࡽḽ 4 ࢴࣹ

ःࢤᱟᏨ⊅࣮ࡽऌࢽःࠩ࢝ࣀ!

֑࣮ऌࢽःࡱ࢞ࡧࣀ㊌᰻⦘୴ࢤ㊌᰻࢚࢜ࡽࡺࡥ࢝㓢⟛⊅០ࢀᥦ᰻ࠨࡖ⾺ࢤ㖐⟛ే⩆

㹄ᅵࡘ⾺ࢤࣀःࢽऌ࣮ࢀ 3྅⇕㹅ࠩ !

!

!

ᅵ 3! 㓢⟛⊅០ࢀ•ᐡ㹄㖐⟛ే⩆࣮ࢀऌࢽःࣀ㹅!

!

!

! !

•ᐡ⠨ᅴӫ60cm

•ᐡ⠨ᅴ

ӫ60cm

ሔ⁛⦘㹄Y㍦ᪧ࿃㹅

ሔ⁛⦘㹄Z㍦ᪧ࿃㹅

•ᐡ⠨ᅴ

㊌᰻⦘

㊌᰻⦘

㊌᰻⦘ ㊌᰻⦘

㊌᰻⦘

㊌᰻⦘

·㹖㖐⟛ే⩆࣮ࢀऌࢽःࣀ
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!

3* ! 㖐⟛ే⩆ౖࢀᅵྊ࢜࢈ࢅ㊌᰻⦘ࢀポᐡ 

㖐⟛ే⩆࣮ࢀऌࢽःࣀ 4 ⩆ే⟛㖐ࡱ࢞ࡧᅵౖࠩ⚅ࢤ⩆ే⟛㖐ࡽᐡ㠡•ࠨࢅ⤴ࢤ↊

ᐡᑮ•ࠨࡩ㑣ᐡࢤஎ㜉ࢀ㖐⟛㜉ࠨࡩ㞝ࡽᐡ•ࢀ࢜࢈ࠨᚩࡱࡩㄤ☺ࢤ㓢⟛⊅០࢚࢜ࡽ

ㇽ㖐⟛ࡽ╂࢝ 㹄ᅵ࢝ポᐡࢤ⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈ࢀःࢴ4ࣹ 4྅⇕㹅ࠩ !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ᅵ 4! 㖐⟛ే⩆ౖࢀᅵྊ࢜࢈ࢅ㊌᰻⦘ࢀポᐡ!

!

4* !  ᐡ•ࢀ࢜࢈

࢚ࡽ⁛๖ᐡሔࢀࡸࡖࡶࡽᐡ⤴•ࢀ↊•ࢀࡸැࠨࡖ⾺ࢤᐡ•ࡸࡽ⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈

㹄ᅵࡘ⾺ࢤ๖ࢀ㑘࿎࢜ 5྅⇕㹅ࠩ !

!ࠩ࢝ࡺࡺࡥࡘ⾺ࡽᑮㇽࢤ⟛㖐ࢀ⦳ポチ୴ᮏዃࠨࢁᐡ•ࢀ࢜࢈ࠨࡼ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ᅵ 5! !ᐡ•ࢀ࢜࢈

!

! !

·㹖㖐⟛ే⩆࣮ࢀऌࢽ

ःࣀ!

㖐⟛ే⩆!

!⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈

)㖐⟛㜉ࢀஎ㜉ࡽポ࢝ࡣ*

!⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈

)㖐⟛㜉ࢀஎ㜉ࡽポ࢝ࡣ*!

!↊•࢜࢈㹖ۯ

)㊌᰻⦘ࡽ╂࢝㖐⟛*!

!⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈

㹄4ࣹࢴः 2ࠩ1 ↊✊ᗶࢁ•ᐡࡹ

࢝ポᐡࢤ⦗㊌᰻ࡽࡘ࢚࢝ 㹅ࠩ!

!⦗ᐡ㊌᰻•࢜࢈

㹄4ࣹࢴः 2ࠩ1 ↊✊ᗶࢁ•ᐡࡹ

࢝ポᐡࢤ⦗㊌᰻ࡽࡘ࢚࢝ 㹅ࠩ!
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!

7/3 ! •ᐡ⪣

ᮭ•ᐡࢀᐥ᪩ࡽ㞝ྐྵࠨࢁࡸࡩㄆ㦠ࡽᅹᮕࢀᴆ᰻⾿ࢀࡽࢅ࢛ࡼヹὐࡸࡖࡶࡽ༯ๆࡼ

●ㆯࢤᮕ࡞ࡺࡥ࢝ᛐべࠨࡱࢀࡥࠩ࢝ࡔࡹ᪩ᖂ⪣ࠨࢁ•ᐡ⪣ࢀᮕ࢝⾿ऋ㉆ᱟࢤࡻࡼ

ョ࢝㉆ࠨࡩ௺ ࢤࡽ┶▇⫩၆ࢀㅷࢤᚱࠩ࢝ࡺࢀ࢝!

!

7/4 ! •ᐡే⩆

)2* ! •ᐡే⩆ࢀ㑣ᐡ

•ᐡే⩆ࠨࢁఆ୵ࢀ 2*!㺚4*!ࢤ྅⪡ࠨࡸࡩࡽᛠຨ࡞ዏ࢝⏻ౖࡡ⟾ᢂ㞌ィ㒨⟚᪩

ᖂࡽ㞝࢜࢈ࡸࡩ୷㊨࡞ᡏᛳ࢝࢞ࡧ⟾ᢂࣃࠨःࣺࢿऌࣘࢀຂⴾ࢝ࡔ࡞᜔⬽ྫࢀ⟾ᢂࡻࡼ

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝㑣ᐡ࢛

୴ノ࢚࢜ࡽ⟚㓢⟛⊅០ᵱ㐞ࢀ≞ᑮㇽᵱ㐞ࠨࡸࡖࡶࡽ⟚ᐡ⠨ᅴ•ᐡ㠡᩶•ࠨࡼ

!ࠩࡖ࢚ࡸࡩ୴ኸᮄࢀ༾ㆽࡺ⪣⓬ࠨࢁሷྺࡖ㟒࢚࢜ࡽ

ࢁࡸࡖࡶࡽ╊ࢀᐡ•ࢀ㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽẟ㞓☺ㄤࠨࡱ 7/6࠳ࠨ 㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•

ᐡࢀ╊ࢤ࠴ࡸࡖࡶࡽ྅⇕ࠩࡺࡥࢀ!

2* ! ᷉୴㒨ᖂ 

㹍ᚢ㜉ᙺ࢜ࡱ㹏㠡㹄ᩋ㜉எዖ㒨ࢅ࢚ᩋ↊㒨㏤മ㹅ࢀ•ᐡࢤࡺࡥࡘ⾺ࢤᶤ⁛ࡺ

ᅵࠨࢁᐡ⟾ᢂ•࢝ࡣࡽ㠡ྐྵࠩ࢝ !ࠩ࢝ࡺࢀ࢝㑣ᐡࡽ⪢྅ࢤ6

!

ᅵ 6! ᷉୴㒨ᖂࢀ•ᐡే⩆㹄౹㹅!

!



㠡

ᅵ

㹤

2/6㹤 2/6㹤

ᩋࢀᚅ⊅ᑫὐ⟚࢚࢜ࡽᩋ↊㒨2/6࢚࢜Iࢁࡹ•ᐡ࡞ᅲ㟒ࡼሷྺࠨࢁ

ᴽຨࠨᩋ↊㒨࢛㏤ࡖ⟾ᢂࡹ•ᐡ࢝ࡺࢀ࢝

ഡ

㠡

ᅵ

㹄㹰ᱤ᷉ࢀሷྺ㹅 㹄⠛ᱤ᷉ࢀሷྺ㹅

୴୵㠡ࢀ•ᐡ⟾ᢂࠨࢁᖺ၆எዖ

௺㏤ࢀᱤ)2⟾ᢂ࢝ࡺ*ࢀ

㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸䜜•ᐡ⟾ᢂ

࠸౹ษ࠷

•ᐡ㠡
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!

!

3* ! ᷉୵㒨ᖂ 

ᰳ㒨ࢁ㹏㠡㹄ሔ㒨ࠨஎ㜉㒨ࢅ࢚ዑ➡㒨௺㏤ࠨ㹅 ᙥࡩ㒨ࢁ୵㠡㹎⟾ᢂࢀ•ᐡࢤ⾺

ྵྐࠩ࢝ࡺ⁛ᶤࢤࡺࡥࡘ 㠡࢝ࡣࡽ•ᐡ⟾ᢂࢁ ᅵࠨ 7 !ࠩ࢝ࡺࢀ࢝㑣ᐡࡽ⪢྅ࢤ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ᅵ 7! ᷉୵㒨ᖂࢀ•ᐡే⩆㹄౹㹅! !

㹄எ㜉㒨㹅

㹄ዑ➡㒨

௺㏤㹅

㹄ᰳሔ㒨㹅

ഡ!

㠡!

ᅵ!

!

㠡!

ᅵ!

㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸䜜•ᐡ⟾ᢂ

࠸౹ษ࠷

•ᐡ㠡

ऋ༷ 㒨ࢀ╂ᚢ࡞ᑾࡖࡧሷ 㹄ྺ3n

✊ᗶఆ୵ࠨ㹅ᥦ᰻〄⩆ࢀᚅ⊅ࡽ

ࡔ࡞ሷྺࡼᅲ㟒࡞ᐡ•࢚࢜

!ࠩ࢝

ऋࢀࡥሷྺࠨ•ᐡ⠨ᅴࢀኸᮄ

•ᐡᪧὐࢀᩓⰩ⟚࢚࢜ࡽᑮᛠ

!ࠩࡺࡥ࢝

㹄ᑾ๖ᚅࢀሷྺ㹅!

ऋᰳ㒨㠡࡞ᚅࢀሷྺࠨࢁ㹍

㠡ࢀ•ᐡ⟾ᢂࢁ╂࢝ᑮ

ィ⦘୴ࢀ㹐㠡ࠩ࢝ࡺ!

ऋ╂ᚢ࡞ᑾࡖࡧሷྺ㹄3n ✊ᗶఆ

୵ࠨ㹅ᥦ᰻〄⩆ࢀᚅ⊅࢚࢜ࡽ•

ᐡ࡞ᅲ㟒ࡼሷྺࠩ࢝ࡔ࡞!

ऋࢀࡥሷྺࠨ•ᐡ⠨ᅴࢀኸᮄ

•ᐡᪧὐࢀᩓⰩ⟚࢚࢜ࡽᑮᛠ

!ࠩࡺࡥ࢝

㹄ᚅࢀሷྺ㹅!

㓢⟛⊅០ྊࢤ࢜࢈ࢅ•ᐡࡺ࢝

ࠨͤࡩᐡ•ࢤ” ͤࡽࡺ ᵉࢀ”!’ !

೫㹄 ࢛㖐⟛ᚢࢤᙊࡱࡖ೫㹅ࢤự

!ࠩ࢝

㹄◒ᚅࢀሷྺ㹅! ϓ!

!⟚᮪ࡸࡔ

ϓ’!



24!

!

4* !  ऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬

㹍ሔ࢜ࡱࡔ㹎㠡ࢀ•ᐡࢤࡺࡥࡘ⾺ࢤᶤ⁛ྐྵࠩ࢝ࡺ㠡࢝ࡣࡽ•ᐡ⟾ᢂࠨࢁᅵ

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝㑣ᐡࡽ⪢྅ࢤ8

!

ᅵ 8! !ᐡే⩆㹄౹㹅•ࢀऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬

!

7/5 ! ๖ᐡሔ⁛

㓢⟛⊅០ྊࢀ࢜࢈ࢅ㑘࿎๖ᐡࠨࢁ⿐ !ࠩ࢝ࡺࢀࡘ⾺ࢤ๖ᐡࢀ㑘࿎࢚࢜ࡽ6

ࢁཀేࠨࢁᐡ೫•ࢀ㞝ࡘ⾺ࢤ๖ᐡࠨࡼ nnࠨᮕᱤ᩶ࢁᑾ᩶↊⟆ 2 ⟅↊ᑾ᩶ࠨࡩࡺే 3 ే

!ࠩ࢝ࡺࢀ࢝ᅢொࢤ

㑘࿎ࢀ๖ࡸࡖࡽ୷Ⱙࠨࢁࡸࡖࡶࡽ↊•ࡱࡵࡼࡺᙺㄏ•↊࢛㖐⟛㜉㞖✊ᗶ㟑ࡸࡩஅഡ

ࡸࡖࡽ෪•ᐡࠩࡘ⾺ࢤ๖ࢀ㑘࿎ࡖ⾺ࢤ෪•ᐡࠨࡩポᐡࢤ⦗㊌᰻ࡽ 2 ࡵࡼࡺ୷Ⱙࡹ↊•

!ࠩ࢝ࡺ୷ྺᱟࠨࢁሷྺࡱ

⿐ 6! 㠞◸ኍㄆ㦠⤴ࢀ๖ᐡሔ⁛!

㢍! ┾! ๖ᐡሔ⁛!

㓢⟛⊅០!

㹄㖐⟛ࢀ•ᐡஎᛎ㜉㞖ࢀᗗᆰ೫㹅!

もᱟ೫㹄㹙ポチ㜉㞖�ɋ㹅�21nn!

୴ノࢀ๖ᐡሔ⁛ࡱࡵࡼࡧࡱ⁔ࢤሷྺࠨࢁ!

ポチᮭ᩶ࡺ྾୫ᮭ᩶ఆ୴ྺࡹࡺࡥ࢝ࡔࡹᱟ࢝ࡺ!

!࢜࢈

㹄ポチ೫㹇ɋ㹅·2/3 ఆ୵! !ࠨࡶ

୵ノࢀ࢞ࡖዏࡖ೫ఆ୴࢝ࡺ!

㹄ポチ೫㹉ɋ㹅·1/9! ྈࠨࢁᮏᑾ1/9·࢜࢈!

!ɋ㹖㖐⟛ᚢࠨࡹࡥࡥ

㹑㹅!

ᯔᚅ⠔⍌ሔ⁛࢚࢝ࡽ㓢⟛⊅០ྊࢀ࢜࢈ࢅもᱟ೫㹄ఆ୵ࠨもᱟ೫ࡘࡖࡺ㹅ࠨࢁᯔᚅ⠔⍌ሔ⁛ࡽ

M

M05 M05

ഡ

㠡

ᅵ



㠡

ᅵ 㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸䜜•ᐡ⟾ᢂ

࠸౹ษ࠷

•ᐡ㠡
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5!⿐ࡸࡖ ࠴もᱟ೫࠳ࢀࡥࠨࢁ࢜࢈ࢅ㓢⟛⊅០ྊࢀᐥ㞝ࢀऌࣘᢒポᚩࣺࢿःࣃࠩ࢝ࡖࡸ࢞ࡧ⚅ࡽᵻࢀ

!࡚ࠩ࢝ࡖࡺ࢝ࡔࡹ㑘ṥࢂ࢞ࡖࡸࡩࡱ⁔ࢤ

ࡼ ࡖࡸࡩミᐺࢤఆ୴㹅࢜࢈ᮏᑾࢁࡸࡖࡶࡽ࢜࢈ࠨࡩࡲࡱ⠨ᅴ㹄ࢀ�ɋࠨࡸࡖࡽ࠴もᱟ೫࠳ࠨ

!㹄ᅵ!9࢝ࡔࡹࢀࡱࡩ៴⪢ࢤ᪩ᖂㄵᖈࢁ࢞ࡥࠨ࡞࢝ 㹝㒨ๆ!྅⇕㹅ࠩ !

㹒㹅!

⍅⊅ࢀ㠞◸ኍㄆ㦠ࢀ•ᐡ⾿ࠨࢁࡸࡖࡽᐥ㞝ࢀ㖐⟛ే⩆ࡽᑮࡸࡩ•ᐡㄵᖈࠨࡱࢀࡥࠩ࢝⏳⓬࡞

㠞◸ኍㄆ㦠ࠨࢁࡸࡖࡽ•ᐡㄵᖈࡸࡩ៴⪢ࢤ๖ᐡሔ⁛ࢤᐡࠩ࢝ࡖࡸ!

�21ࢁࡸࡖࡶࡽᗗᆰ೫ࢀᐡஎᛎ㜉㞖•ࢀ⟛㖐ࠨࢤ⣋ᗶࢀᐡㄵᖈ•ࢀࡥࠨࢁࡹ࠴⁛๖ᐡሔ࠳ ੦࢈ࠨ

ࡸࡩࡺ࢝ࡔࡹ�31㹁ఆࢁࡸࡖࡶࡽ࢜ !㹄ᅵ!9࢝ࡖࡸࡩࡺ೫ࡱࡩဒ⦤࢚࢜࠴もᱟ೫࠳ࠨ 㹞㒨ๆ!྅⇕㹅ࠩ !

!

ᅵ!9! !ᐡㄵᖈ•ࢅ᪩ᖂㄵᖈྊࢀ࢜࢈

! !

 ऌࣘ⿐㠡ࣺࢿःࣃ 

 ᪩ᖂㄵᖈ

㹉ɋࢀሷྺ 

֏᪩ᖂㄵᖈ

㹇ɋࢀሷྺ
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!

!

7/6 ! 㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢀ╊ࡸࡖࡶࡽ

୵㒨ᖂᰳ㒨࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬ࢅ࢚ऌࣘ࢝ࡣࡽ୫㒨ࢀ㠡ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ•ᐡ⟾ᢂ㏤മࢀᢒ

㠞◸ኍࠨࢁሷྺࡱࡩ•ᐥࡽẟ㞓☺ㄤᬊࢤ࢜࢈ࢀ⟛㖐ࡽऌࣘᢒポࣺࢿःࣃࡸࡖࡽ┾⥣

ㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢤ╊ࠩ࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ!

!

)2* ! ᷉୵㒨ᖂᰳ㒨

୵㒨ᖂᰳ㒨!எ㜉㒨ࢁࡸࡖࡶࡽ ࢀ⟛ࡽऌࣘᢒポࣺࢿःࣃࡸࡖࡽ┾⥣ᢒࢀ㏤മࠨ

࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ╊ࢤᐡ•ࠨሷྺࡱࡩ•ᐥࡽẟ㞓☺ㄤᬊࢤ࢜࢈ 㹄ࠩᅵ)b*྅⇕㹅!

!

)3* ! ऌࣘ࣠ࣻࢻࣉࢿ࣓࣬

ഡኆ㒨ࠨࢁࡸࡖࡶࡽ㏤മࢀᢒ⥣┾ࣃࡸࡖࡽःࣺࢿऌࣘᢒポࡽ⟛ࢤ࢜࢈ࢀẟ㞓

☺ㄤᬊࡽᐥ•ࡱࡩሷྺࠨ•ᐡࢤ╊࢝ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ 㹄ࠩᅵ)c*྅⇕㹅!

!

!

!

)b*!᷉୵㒨ᖂ!ᰳ㒨!

!

!)c*!࣓࣬࣠ࣻࢻࣉࢿऌࣘ!

!

!

!

ᅵ :! 㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢀ╊!

ᢒ⥣┾

㹄எ㜉㒨㹅

㹄ዑ➡㒨

௺㏤㹅

㹄ᰳሔ㒨㹅

ᢒ⥣┾

୵㒨ᖂᰳ㒨ࢀஎ㜉㒨ࠨࢁ㏤

മࢀᢒ⥣┾ࣃࡸࡖࡽःࢿ

ࣺऌࣘᢒポࡽ⟛࢈ࢀ

ࡱࡩ•ᐥࡽẟ㞓☺ㄤᬊࢤ࢜

ሷྺࠨ㠞◸ኍㄆ㦠࢚࢝ࡽ•

ᐡࢤ╊ࡺࢀࡖ࢚ࡸࡩ

!ࠩ࢝

ഡኆ㒨ࠨࢁ㏤മࢀᢒ⥣┾ࡽ

ऌࣘᢒポࣺࢿःࣃࡸࡖ

ẟ㞓☺ㄤࢤ࢜࢈ࢀ⟛ࡽ

ᬊࡽᐥ•ࡱࡩሷྺࠨ㠞◸ኍ

ㄆ㦠࢚࢝ࡽ•ᐡࢤ╊ࡸࡩ

!ࠩ࢝ࡺࢀࡖ࢚

㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸䜜•ᐡ⟾ᢂ

࠸౹ษ࠷

•ᐡ㠡

ẟ㞓☺ㄤᬊ䜙㏤മ䜜ᢒ⥣㒨䜙䛸䛲䜔䛹䜤䜸䝀ᐥ•䜅䜍ሷྺ䜙╊䜕䛻䜹•ᐡ⟾ᢂ



!

!

!

!

!

!

㠞◸ኍㄆ㦠䜙䜶䜹䝟䞟䝛䞖䞨䝴ᵱ㐞≞எ䜜㻪

㓢⟛⊅០ྊ䜡䛹䜤䜸•ᐡべ㢝䠢ガㄻ䠣㻪

!

!

!

!

!

!

!

!

㻪

ᗗᡠ 㻼㻾 ᗘ 㻽 ᮔ㻪

!

ᅺᆓ㐙╊ዏ⯅ᐟᢁ⾿ㅈ᰻ㅀ!

!

! !



!

!

!

┾! ! ! ḽ!
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!



!

2!

2/㑘⏻⠨ᅴ

ᐡべ㢝㹄ᗗᡠ•࢜࢈ࢅ㓢⟛⊅០ྊࢀऌࣘᵱ㐞≞எࣺࢿःࣃ࢚࢝ࡽ㠞◸ኍㄆ㦠ࠨࢁガㄻࢀࡥ

35 ᗘ 4 ᮔᩓᐡ㹅ࡽሔࡡࡷ㓢⟛⊅០ྊ࢜࢈ࢅ•ᐡㄆ㦠ࡽ㜓࢝〓㊨㢍ࡹࢀࡱࡺ࢜ࡺࢤ

!ࠩ࢝ࡔ

!

!

3/㓢⟛⊅០ྊ࢜࢈ࢅ•ᐡべ㢝ࢀガㄻ㢍

)2* !ᐡべ㢝•࠳ 7/2!ㄆ㦠ὐࡸࡖࡶࡽ! )4*!㠞◸ኍㄆ㦠ࡸࡖࡶࡽ࠴↊឴␡࢝ࡣࡽ

2*!•ᐡ⣋ᗶ࿃୴ࢀࡱࢀ〓ṥᪧὐ!

b*! 㟟♀ㄭᑽὐ࢜࢈࢝ࡣࡽ•ᐡ೫ࢀ〓ṥᪧὐ!

•ᐡࡽඹ➅ࡳẸㄭ㟟⋿ๆᖖࢤự࢝ᛐべ࢝ࡔ࡞ ෛ్ࠩ⓵ᪧὐࢁࡸࡖࡶࡽ 㟟♀ࣼ࠳ࠨ

ऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽẸㄭ㟟⋿ๆᖖ㹄㖐⟛ᚢ࢝ࡖ⏻ࢤᪧὐ㹅ࢀ࢜࢈ࢅ࢚ựᪧ࠴㹄)⊠*ᆓ᮪

◨❐ᢂ㹤㹬㹅ࠨ࡞࢝ࡺࡺࡥ࢚࢝ࡽྌᮂ⦘ὐࡻࡼᐥ⧚࢝ࡔࢀᪧὐࡸࡖ⏻ࢤⰩࢀࡖ

!ࠩ࢝ࡺ

ࡼ ࢀ࢜࢈ࢅ࢚ᪧὐ㹅࢝ࡖ⏻ࢤẸㄭ㟟⋿ๆᖖ㹄㖐⟛ᚢ࢚࢝ࡽὐ࣐㟟♀ࣼऌ࠳ࠨ

ựᪧࢤ࠴ᮕࡽ㑘⏻ࠨࢁࡽ࢝ᶱ⟛ࢀ⟛⧈ࡺṥ☺ࢀ࢜࢈ࡺ⩆ేࡼ•ᐡࡔࡹ⬽ྫ࡞

!ࠩ࢝ࡔࡹᦄ࡞ࡺࡥ࢝

c*! 㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢝ࡣࡽ㠞ㄭ㟟⋿ๆᖖࢀ〓ṥᪧὐ!

ᐥ㞝ࢀ㓢⟛⊅០࢚࢝ࡽ〓ṥ೫ࢀἒᐡࢀࡸࡖࡶࡽෛ్⓵ᪧὐ࠳ࠨࢁ㟟♀ㄭᑽὐ࢚࢝ࡽ㏤

ᥩ㖐⟛ࢀᚑ㢈ࢀ〓ṥᪧὐ࠴㹄)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹅ࠩ࢝ࡺࡺࡥ࢚࢝ࡽ!

!

3*!㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ•ᐡᬊࢀ␡឴↊!

㟟♀ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ•ᐡࠨࡸࡖࡽ•ᐡ࡞ᅲ㟒࢝ࡔ࡞᜔⬽ྫ࢝ࡼࡺሷྺࢁ 㟟♀࠳ࠨ

ࣼऌ࣐ὐ࢚࢝ࡽ㖐⟛࢜࢈ࡺ⩆ేࢀ•ᐡ࡞ᅲ㟒ࡼሷྺࢀᑮฬᪧὐ࠴㹄)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹅

!ࠩ࢝ࡺࡺࡥ࢝ᑮฬࠨࡩ⇕྅ࢤ

!

)3* !ᐡべ㢝•࠳ 7/2!ㄆ㦠ὐࡸࡖࡶࡽ! )5*!•ᐡᢋ㢎ࡸࡖࡶࡽ࠴

㐙ᖴࢀ•ᐡࠨࢁ•ᐡべ㢝ࡽノ㍳ࠨ࢝ࡖࡸ࢞ࡧ⍅ሷࡹ㖐⟛ే⩆࣮ࢤऌࠨࡩࢿᢂᐡࢀ⩆ేࢀ

㓢⟛⊅០࢜࢈ࠨཪࢤࡧ•ᐡ࢝ࡖࡸࡵࡼࡽࡘ࢚࢝㹄ࢀࡥᪧὐ࠳ࢤ㖐⟛ే⩆࣮ऌࢿὐࡺ࠴

စ࢈㹅ࠨ࡞⍅ሷࢀࡹ•ᐡᬊ㜉ࠨࡽࡱ࢝⧎◕ࢤ㓢⟛⊅០ࢤ␊൞ࡹノ㘱࢝ࡹ࡞ࡺࡥ࢝

ࢂ࡚౹㹄⊄ࣵࣇऋᶱࣱ࣓⧈ࠨࢁࡸࡵ࢚ࡽࡻࡼ㓢⟛ᯐࠨሷྺࢀ⩆〄 21dn ⦗•ࡽ㹅ࣵࣇࣱ࣓

ऌࣇ࠳࢝㊌᰻ࢤ୴⦗ࢀऌࣘࣇࠨ࢜㈼ࡽᐡ㠡•ࢤऌࣻ㹅ࣣࣛࢂ࡚౹ऌࣘ㹄ࣇ㐏ࡱࡖᦃࢤ

ࣘ•ᐡᪧὐࠩ࢝ࡔ࡞࠴!

ࢁࡸࡖࡶࡽᪧὐࢀࡥ ࢚ࡽ㹄)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹅࠴ऌࣘ•ᐡᪧὐࣇ࢝ࡣࡽὐ࣐ऌࣼ࠳ࠨ

!ࠩ࢝ࡔࡹべ⬀࡞ࡺࡥ࢝ࡣๆࡖ౯ࠨࡸࡩ៴⪢ࢤ⟚ᐡᬊ㜉•ࠨὁ⊄ࢀ⍅ሷࠩ࢝ࡺࡺࡥ࢝

!

!



!

3!

)4* !ᐡべ㢝•࠳ 7/3!•ᐡ⪣ࡸࡖࡶࡽ࠴!

•ᐡべ㢝࢝ࡣࡽ ⚅ࡽఆ୵ࠨࢁࡺ࠴㉆࢝ョࢤࡻࡼ⾿ऋ㉆ᱟ࢝ᮕࢀ⪣ᐡ•࠳ࠨ

㉆ࢤᤄࠩ!

֏! ㉆ᱟョᮇ!

! ㆌ⪄ఫྕㆌョᮇ!

֑! !௸ࢀ

㹄྅⪡㹅•ᐡ⪣ࢀ㉆ᱟョᮇ㹄౹㹅!

ऋࣃःࣺࢿऌࣘஎࢀ㓢⟛ᥦ᰻ㆌ⪄ఫ! ⤨ீョ!

ऋࣃःࣺࢿऌࣘᵱ㐞≞ࢀ㓢⟛ᥦ᰻⾿⪣! ㉆ᱟョᮇ!

㹄⚉㹅᫃ᮭ㠞◸ኍᴆ᰻ᖂᴵఫ!

!

)5* !ᐡべ㢝•࠳ 5/4!•ᐡࢀ➅ఫྊࢅስᮇࢀ☺ㄤࡸࡖࡶࡽ࠴!

•ᐡべ㢝࢝ࡣࡽ ࡧᐥ᪩ࢤ㠞◸ኍㄆ㦠ࡽ⪣᪩ᖂࠨࡩ㑣ᐡ㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࢤ⩆ేࢀఓ឴࠳ࠨ

ࡩᐥ᪩ࢤ⍅ᆣ•ᐡ࡞ᴆ᰻⫩၆ࡽᐔᡠᴆ᰻ᬊࠨᚯᯔࠨࢁࡺ࠴࢝ㄤ☺ࢤᐡ⤴ስᮇ•ࠨ

•࡞၆⫩▇┶ࡸࡖࡽ㠞◸ኍㄆ㦠࢝ᐥ᪩࡞⪣᪩ᖂࠨࡸࡩࡺࢀ࢝ࢡఄࡽ࢞ࠨ࡞ࡱࡖࡸ

ᐡ⟾ᢂࢀஎ࢛ఓ឴ేࢀ⩆㹄㹍⟾ᢂఆ୴㹅ࢤ㑣ᐡࠨࡩ•ᐡ⤴ࡽ㜓ࡸࡩ☺ㄤࡺࡺࡥࡘ⾺ࢤ

!ࠩࡱࡩ

!

)6* ௸ࢀ

!ࠩࡺࡥ࢝⇕྅ࢤ୵ノࠨࢁࡸࡖࡶࡽᪧὐࡼ⓵ෛ్ࠨ௸ࢀ

)⊠*ᆓ᮪◨❐ᢂ㹤㹬㹖iuuq;00xxx/qxsj/hp/kq0kqo0tfjlb0dpod.lbcvsj0dpod.lbcvsj/iunm!
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別表第三（第三十一条第一項関係） 
（平二三環省令一三・旧別表第二繰下・一部改正、平二六環省令二三・一部改正） 

特定有害物質の種類 要件 
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下で

あること。 
六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下で

あること。 
シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であるこ

と。 
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 
チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であるこ

と。 
一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であるこ

と。 
一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。

シス―一・二―ジクロロエチレ

ン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。

一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であるこ

と。 
ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であ

り、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 
セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下である

こと。 
テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であるこ

と。 
一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 
一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であるこ



と。 
トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であるこ

と。 
砒
ひ

素及びその化合物 検液一リットルにつき砒
ひ

素〇・〇一ミリグラム以下であるこ

と。 
ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であるこ

と。 
ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 
有機りん化合物 検液中に検出されないこと。  
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